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【10月の最新情報】

＊文部科学省

・平成25年度「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」等結果について（10月16日）

＊警察庁

・少年からのシグナル（9月30日）全12ページ

＊朝日新聞

・多様な考え、学ぶ「道徳」へ　中教審、教科化へ答申案（10月1日）
・（耕論）少年事件を考える　高岡健さん、井垣康弘さん（10月3日）
・子の返還、外務省通じ初命令　ハーグ条約、米国人父に（10月3日）
・性虐待の悩み、相談して　子どもたちに動画メッセージ（10月8日）

・教育２０１４　青森）（「いじめ」調査：上）議論「いじめあったという前提」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（10月9日）
・長野）御嶽山噴火、子どもたちの心への影響は（10月9日）
・子どもの運動能力、ピークは８５年　最近は二極化進む（10月13日）

・「競争」より「達成感」　子どもの運動、学校現場に変化（10月13日）
・子どもの声は「騒音」からはずす（10月14日）
・いじめ把握、１８．５万件　前年比１．２万件減　１３年度小中高（10月17日）
・問題児分離は原則４週間　大阪市教委が素案、延長も可能（10月17日） 
・児童・生徒の暴力 ３３０件増（10月17日）
・子どもの性被害 傷つけず聞いて（10月20日）
・（社説）学校のいじめ　粘り強く取り組もう(10月21日)
　
・（ニュースＱ３）学童保育相次ぐ不祥事、定員増やして大丈夫？（10月21日）
・（社説）道徳の教科化　多様な価値観育つのか（10月22日）
・いじめ、早期発見に力　防止対策推進法１年（10月23日）
・道徳教科化Ｑ＆Ａ　子どもの内面を評価？／なぜ教科に？／今後のスケジュールは？（10月23日）
・（ｂｅ　ｂｅｔｗｅｅｎ　読者とつくる）人からほめられたい？　叱られたい？（10月25日）
・児相幹部、電話相談「放っておけ」　佐世保高１殺害事件（10月26日）
　
＊プレスリリース

・【2014年10 月10日　ニューヨーク発】
今年で3回目を迎える国際ガールズデー（10月11日）
・～みんなが、子育てしやすい国へ～ 「いよいよ始まる！子ども・子育て支援新制度」（10月14日）

・（PR TIMES） - リリース発行企業：株式会社ベネッセホールディングス
放課後時間が忙しくなる一方で、過半数が「時間をむだに使っている」と感じている
・親子の意識の違いに関する実態調査 ～母親が子供に今後教えたいこと、子どもが親に教えてもらいたいことは 不一致な結果に～（10月20日）
＊SYNODOS（シノドス）

・大人が「子どもの貧困」を隠してきた 『チャイルド・プア』著者・新井直之氏インタビュー
（10月20日）
＊毎日新聞

・ファミリーホーム:養育の現状と課題を語る　「困っていることを声に出して訴えて」　福岡で研修会　／福岡（10月1日）
・君の笑顔が見たい:「子どもの村」の挑戦／２７　「豊かな国」の片隅で／８　／福岡（10月2日）

・クローズアップ２０１４:新生児の虐待死、どう防ぐ　妊娠期、ケア急務（10月5日）
・憂楽帳:ツッコミと体罰（10月7日）
・くらしナビ・ライフスタイル:障害ある子が仕事体験（10月8日）
・スマホは夜９時まで　広がる規制、小中学生の反応は？（10月13日）
・社説:子供の問題行動　情報わかちあい連携を（10月17日）
・問題行動調査:反抗・暴言、荒れる児童　社会のひずみ、ストレスに（10月17日）
・問題行動調査:小学生の暴力１万件　いじめ認知も最多−−文科省（10月17日）
・ＤＶ:男性専用窓口　来月６日から県、加害者にも対応　／神奈川（10月22日）
・君の笑顔が見たい:「子どもの村」の挑戦／３０　みんなで育てる／２　／福岡（10月23日）

・そこが聞きたい:日本の社会的養護　土井香苗氏（10月29日）

・くらしナビ・ライフスタイル:児童虐待防ぐ「体罰禁止」（10月29日）
・性的マイノリティー:「授業で触れず」教員８割　７割「教える必要ある」（10月29日）
・記者の目:性的マイノリティーと学校＝藤沢美由紀（東京社会部）（10月31日）
・発信箱:好ましくないこと＝落合博（10月30日）
＊産経新聞

・忽然と消えた「２９００人」の子供たち…誰も知らない行方、放置は「死」を招く（10月1日）
・児童虐待の社会的コストは年１．６兆円　民間研究機関が初の試算（10月1日）
・悲痛な叫び「子供時代を返して」…子が望まない早期教育は「虐待」と同じ（10月5日）
・学校に自殺予防教育を導入へ　自殺理由の多くは学校でのトラブル　斎藤剛史（10月6日）
・滋賀・長浜の長男監禁　子供らが発見保護に　「対応後手」市など反省（10月10日）
・今や性暴力の被害者は男性にまで及ぶ…性別問わない被害者支援センターが目指すものとは

（10月10日）
・『明日の子供たち』有川浩さん　私たちは「かわいそうな子供」ではない－児童養護施設の「現実」愛情込め描く　（10月11日）
・減らぬストーカー被害　一時保護１２年度以降１６５件　「今後対応困難」１１都県（10月12日）
・認知件数、自治体の格差顕著　「認知漏れ」の恐れも（10月16日）
・「いじめ調査」認知件数、全国１８万５０００件　京都府は１万８千件増（10月16日）

・小中学生を対象に「スマホ９時まで」制限　岡山県教委、来月スタートへ（10月23日）
・【プレスリリース】リーマンショック後の子どもの貧困　ユニセフ 報告書『不況の中の子どもたち』発表（10月28日）公益財団法人日本ユニセフ協会

＊読売新聞

・大学中退調査　経済的な負担を軽くしたい（10月7日）
・手話普及、かわる社会…鳥取県条例施行１年（10月13日）
・いじめで命の危険や不登校１８１件…昨年度後半（10月16日）
・（１）絶えない自殺…学校側の意識改革、道半ば（10月17日）
・高１の約半数にＳＮＳだけで会ったことない友人（10月22日）
・サイバー補導、未成年者守れ（10月22日）
・高校いじめ３割ネット（10月24日）

・「どうやって生まれてきたの」と聞かれたら（10月24日）
・（４）対策組織、外部人材のかかわりに温度差（10月24日）

・犯罪生む孤立　教訓（10月25日）
・（５）外部の視点必要…地域住民の目、校内にも（10月25日）
　
＊日本経済新聞

・「過去を消したい」　若者がＳＮＳ入退会を繰り返す理由（10月7日）
・スマホ子守 大丈夫？　子育て阻害…会話の機会に（10月7日） 
・ハーグ条約発効から半年、援助申請77件 （10月12日）
・不登校のきっかけ「不安」が最多　文科省調べ、13年度 （10月16日）
フォームの終わり

＊文部科学省

・平成25年度「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」等結果について（10月16日）
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/26/10/1351936.htm
1 平成 25 年度「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」について

http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/26/10/__icsFiles/afieldfile/2014/10/16/1351936_01_1.pdf
2 いじめ防止対策推進法を踏まえた学校の取組状況に関する調査について
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/26/10/__icsFiles/afieldfile/2014/10/16/1351936_02.pdf
＊警察庁

・少年からのシグナル（9月30日）全12ページ

http://www.npa.go.jp/safetylife/syonen/signal/SIGNAL2014.pdf
＊朝日新聞

・多様な考え、学ぶ「道徳」へ　中教審、教科化へ答申案（10月1日）
　小中学校の「道徳」が、早ければ２０１８年度にも正式な教科になる。国語や算数のように授業で検定教科書を使い、評価もすることになる。

　文部科学相の諮問機関・中央教育審議会が答申案をまとめ、９月３０日の総会に示した。子ども同士で意見を交わすことで、いろんな考え方に触れられるような指導を重視することを盛り込んだ。

　「多様な価値観の対立がある場合を含めて問題を考え続ける姿勢を養う」とし、話し合いや発表などを通じて子どもに考えさせることを重視する必要があると明記。体験学習や寸劇などを例示した。

　近く答申を受け、文科省は１５年度から一部で先行実施し、早ければ１８年度にも正式に教科化する。

　文科省によると、現行の道徳は総合学習などと同様の教科外の活動で統一された教材もない。教員によって指導に差があり、副読本を読ませるだけの授業もあるという。

　こうした状況のまま教科化されると「正義」や「公正」といった道徳的価値を教員が教科書だけに沿って教える可能性が指摘されていた。

　公明党の山口那津男代表は、１月の参院本会議の代表質問で、道徳が「特別の教科」となることに、「国が特定の価値観を押しつけることにつながる、と懸念する声が根強くある」と慎重な検討を求めた。

　また、授業で取り扱う題材として、インターネット上の情報モラルや、命の大切さを考える生命倫理など現代社会で新たに出てきた問題について充実させることを提言。現代を生きる上での困難な問題に対し、自分で解決する能力を身につけさせるのが目的だ。

　■「私はこう思う」尊重／妊婦に触れ命を実感

　東京都

 HYPERLINK "http://www.asahi.com/topics/word/%E8%A5%BF%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E5%B8%82.html" \o "西東京市のトピックスを開く" 西東京市の市立向台小学校（児童数７８４人）は、現行の「道徳の時間」で、子ども同士の話し合いを重視している。

　９月２４日。４年１組の教室では、紙芝居を使って道徳の授業をしていた。テーマは「自分たちの周りにある約束」だった。

　雨のバス停。少し離れた商店の軒下で雨宿りしながら待つ人たち。後から来た女の子が真っ先に到着したバスに駆け寄る。だが、お母さんに連れ戻され、バスの座席は埋まってしまう。車内で黙っているお母さんを、女の子はどう思ったのか――。

　「なんできょうのお母さんは怖いんだろう」「悪いことしたかなあ」「みんなは並んでたわけじゃないのに」。数人の児童が意見を言った後、「違うことを考えた人はいますか」と担任教諭が問いかけると、男子の一人が手を挙げた。

　「列に横入りしてトラブルにならないように、お母さんは女の子に勉強させようとしていると思う」。別の男子は「雨宿りしているときに並んでいた順番があったんじゃないか」。

　全国小学校道徳教育研究会長を務める飯島英世校長は話す。「私はこう思う、と互いに深め合い、感化し合うことで、ねらいとする道徳的価値への理解が深まる。他の人と意見が違って構わないし、一つの方向にまとめる話し合いとは違う」

　大勢の前だと思ったことをうまく伝えられない児童にも考慮し、まず席が近い４人程度で話し合わせる工夫もしている。

　愛知県

 HYPERLINK "http://www.asahi.com/topics/word/%E8%A5%BF%E5%B0%BE%E5%B8%82.html" \o "西尾市のトピックスを開く" 西尾市の市立米津小学校で道徳教育を担当する鈴木保宏教諭（４９）は、命の教育に力を入れる。心がけているのは子どもの印象に残る体験学習だ。命の重さを実感させるのが狙いだ。妊婦のおなかに触れ、これから生まれる子どもへの思いも聞く。子を亡くした親からは、悲しみを語ってもらう。

　高学年には、様々な立場に立って考える機会を与える。臓器移植についての授業で、腎臓移植手術を受けて体調がよくなった人や、臓器の提供を拒否した家族の思いを紹介する。子どもからは、「自分はいいけど両親の臓器を提供するのはいやだ」「全員が提供するよう法律を変えた方がいい」といった多様な意見が出るという。

　鈴木教諭は「命について考えることで、自分の存在や生き方に思いを及ばせるのが本当の狙い。共感を通じて多面的に考え、立場を切り替えられるようにしたい」と話す。（高浜行人、片山健志）

　■教科化でこう変わる

　【現行】

＜名称＞　道徳の時間

＜位置づけ＞　教科外の活動

＜教材＞　副読本など

＜授業時間＞　年間３５時間（小１は３４時間）

＜指導内容＞　「自分」「他人」など四つの視点で道徳的価値を学ぶ

＜評価＞　なし

＜指導体制＞　各校に道徳教育推進教師

　【新制度】

＜名称＞　特別の教科、道徳（仮称）

＜位置づけ＞　特別の教科

＜教材＞　　検定教科書を導入

＜授業時間＞　年間３５時間（小１は３４時間）

＜指導内容＞　「自分」「他人」など四つの視点で道徳的価値を学ぶ

＜評価＞　数値ではなく記述式で評価

＜指導体制＞　複数校のリーダー役も

http://digital.asahi.com/articles/DA3S11378479.html?_requesturl=articles/DA3S11378479.html&amp;iref=comkiji_txt_end_s_kjid_DA3S11378479
・（耕論）少年事件を考える　高岡健さん、井垣康弘さん（10月3日）
　長崎県

 HYPERLINK "http://www.asahi.com/topics/word/%E4%BD%90%E4%B8%96%E4%BF%9D%E5%B8%82.html" \o "佐世保市のトピックスを開く" 佐世保市で高１女子生徒が殺害され、同級生が逮捕されてから２カ月あまり。少年犯罪はこのところ減少傾向にあるが、時に凄惨（せいさん）な事件も起きる。少年事件が社会に問いかけるものは何か。私たちがくみ取るべきものとは。

　■「一人でも大丈夫」と示そう　高岡健さん（児童精神科医・岐阜大学准教授）

　１９９７年の神戸小学生連続殺傷事件以降、猟奇的な少年事件が起きるたび、特別な「異常者」による犯行とみなし、排除しようとする風潮が強まってきました。でも個人に原因を求めるだけでは、根本的な解決にはなりません。近年の日本社会が普遍的に抱える「関係の貧困」という課題として、とらえていくべきだと思います。

　７月に起きた長崎県

 HYPERLINK "http://www.asahi.com/topics/word/%E4%BD%90%E4%B8%96%E4%BF%9D%E5%B8%82.html" \o "佐世保市のトピックスを開く" 佐世保市の女子高生による同級生殺害事件は、母の死や父の再婚など、様々な話題が取り沙汰されました。報道された限りの情報で私が着目したのは、女子生徒がせっかく選抜されたスケートの国体出場を嫌がり、「足が痛い」と言って棄権したことです。さらにもう一つ、小６のときに起こした給食の異物混入騒ぎのきっかけが、友達から「勉強ばかりして」と言われたことだったという話も、カギではないかと思いました。

　おそらく女子生徒は両親の期待を背負い、他人より秀でなければいけないという彼らの価値観に合わせてきたのでしょう。成功を目指して努力し、いい大学に行けば幸福が約束される。そんなシナリオがもはや幻想であることを、大人もそして誰より子どもたちが気づいている時代なのに、自分のチャンネルを変える発想がないように見える両親に、従おうとした。逆にいえばそういう選択肢しか、彼女にはなかったんだと思う。

　　　　　＊

　＜孤立恐れて同調＞　児童精神医療の現場では、こういう子どもたちに多く出会います。親と豊かな関係を持てている子どもであれば、軽蔑とは違う意味で「まったくうちの両親はね」と突き放すことができる。信頼感があるから、親を乗り越えていけるわけです。ところが貧しい関係しか結べなかった子どもは、その「まったく」が言えない。あるべき親子関係の虚像に、無理して自分を合わせて、つながりを保とうとするのです。

　この不安の裏返しである「つながりへの欲求」は、親子や家庭に限らず日本社会の人間関係全般に強まっているように感じます。それほど目立たないものの、地方都市などで散発している週刊誌的にいえば「下流社会」の少年犯罪。これらもエリート家庭で起きた事件の根幹と無縁ではありません。彼らは集団になじめないのに孤立を恐れて同調する場合が目につきます。暴走族という集団が関係の貧困を補っていた一昔前と違い、連帯など成立しない時代なのに、自分をいびつな型に押し込める。そして破綻（はたん）してしまう。９０年代以降、顕在化している傾向です。

　＜価値の混乱投影＞　こうした「ずれ」が生じる理由を、私はバブル崩壊後の「失われた２０年」と大いに関係があるとみています。これまでの日本のやり方では立ちゆかないと、価値の転換が要請された。象徴が能力主義ですね。だれも守ってくれない、と頭ではわかっている。しかし新たな基準に自己イメージを合わせるのは、容易なことではありません。善悪の境界が希薄になったといわれる少年たちの逸脱行動は、社会の基準が大きく揺らぎ、混乱をきたしている過渡期の潮流を投影しているにすぎません。

　では、どうすればいいのか。

　今回の佐世保の事件で「心の教育」の限界が指摘されているように、もっと根本的な土台から考え直す必要があるのではないでしょうか。戦後教育は、文部省も日教組も集団主義でした。理念はともかく、個人が第一に優先されるべきことを、本当の意味で教えてこなかった。

　いま急ぐべきは、「集団から外れて一人になっても大丈夫」と背中を押してあげることだと思います。映画「バトル・ロワイアル」を批判した政治家がいましたが、これは単なる少年たちの殺し合いの物語ではありません。個人が集団から抜け出せる可能性の道筋を、しっかりと示していた。

　ＬＩＮＥのいじめなど、ＩＴ環境が子どもたちの意識やコミュニケーションを悪い方向に変えた、と言われます。でも変わったのは手段だけ。皆が一人を攻撃する構造自体は同じです。そこを断ち切り、社会全体でも家庭でも、一人を前提にした連帯や豊かな関係性を具体的に築くことに、力を注ぐべきだと思います。

　（聞き手　藤生京子）

　　　　　◇

　たかおかけん　５３年生まれ。岐阜赤十字病院精神科部長を経て現職。著書に「精神現象を読み解くための１０章」など。ひきこもりや不登校の問題でも発言。

　■「捨てられた」感じさせるな　井垣康弘さん（元裁判官・弁護士）

　１９９７年から退官する２００５年まで神戸家裁にいました。須磨区で起きた小学生連続殺傷事件の少年の審判を担当しました。

　当時中２～３だった彼が事件を起こした動機は、脳の未発達が原因での性的サディズムです。面談して射精のときにどんなイメージが浮かぶのかと聞くと、「人間の内臓にかみつき、むさぼりつくシーンを思い浮かべる」と答えました。自分が異常だと悩み、こんな状態では生きていく希望を感じられないと、人を殺して死刑にしてもらおうと考えたのです。

　防ぐことができたかもしれないという機会はありました。年月を経たので話しますが、親がスパルタ教育をしないで普通に育てていれば切羽詰まった彼が相談していた可能性がありました。

　また、中１のときに精神科医の診断を受ける機会がありました。医師は思春期の少年に対する初歩的な問診を怠り、射精時のイメージを聞き忘れました。もしそこで性的サディズムを発見し、その後に正常に発達する可能性があることを伝えていれば、犯行を食い止められたかもしれません。

　殺人の前に彼は２人の小学生をハンマーで殴ってけがをさせています。２人は制服を着ていた「犯人」の顔を覚えていた。地元中学の在校生の写真一覧を見ればわかると警察に行きましたが、対応してもらえませんでした。このときちゃんと捜査していれば、殺人事件には至らなかったでしょう。

　　　　　＊

　＜社会への「一撃」＞　社会は重大事件を起こす子どもを「モンスター」「野獣」とみます。実際は、母親から「あんたみたいな子、産まなかったら良かった」などと嘆かれ、教師からは「お前は学校に来るな」とののしられ、だれからも認めてもらえないために生きる意欲を失った子どもです。自殺する子も多いのですが、親や教師を含む社会に「恨みの一撃を与えてから死にたい」と思ったごく少数の子どもが無差別の殺人事件を起こすのです。

　だから、事件後もそのまま生きる意欲を失ったままです。証拠のひとつとして、少女は生理が止まり、少年は性欲がなくなるようです。須磨区の事件を起こした彼も事件後２年は一切の性欲が消えました。その間は「死なせてくれ」と言い続けました。その後、脳の性中枢が通常の発育を遂げ、性的サディズムから回復、事件後３年ほどしてやっと生きることに前向きになりました。被害者や遺族の深い悲しみについて考えられるようになったのはそれからでした。

　今回の佐世保事件では、１５歳の少女が自分の人生を捨てる決心をせざるを得ないような状況に追い込まれていたことに心から同情します。しかし、社会では彼女に対して「かわいそう」という声が全く出ません。凶悪事件を起こしても子どもは保護されて生きる機会を与えられることを知っている世間は、被害者と同じ視点で彼女を加害者としてだけ見ます。

　　　　　＊

　＜詳細示し教訓に＞　彼らがなぜこういうことをしたのか社会は克明に知るべきです。生きる意欲を失った経過、社会に対する恨みの内容、一撃を加えたいと思った理由などは家裁の調査で判明します。詳しくわかれば、事件を防ぐ方法も見つかる。そのために家裁は克明な決定書を公表すべきで、メディアも審判の代表取材を求めるべきです。社会が何を教訓としたらいいのかを知らせなくてはいけないと思います。

　私は家裁で約６千件の少年審判を担当しましたが、鑑別所に入る中学生はほとんどが離婚家庭の子ども。養育費の支払いもなく父親から完全に捨てられた形になっている子は、月に５千円でも送金されている子よりはるかに自己肯定感が低い。そのうえ彼らは学校でも落ちこぼれ、分数はできず、漢字もほとんど書けません。親の離婚、再婚に関連して子どもを放任するのは、「社会的虐待」です。

　親の離婚そのものは仕方なくても、子どもが「捨てられていない」と感じられることが非常に重要です。一刻も早く別れたいという思いで養育費はいらないという母親が多いですが、それは危険な行為です。日本では離婚や再婚に伴う「虐待」が平然と多量に行われていることをまず自覚しなくてはいけないと思います。

　（聞き手　編集委員・大久保真紀）

　　　　　◇

　いがきやすひろ　４０年生まれ。６７年裁判官に任官、０５年の退官後に弁護士。退官直前にがんを患い声帯を摘出、笛式人工喉頭（こうとう）を使う。著書に「少年裁判官ノオト」など。

http://digital.asahi.com/articles/DA3S11382563.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_DA3S11382563
・子の返還、外務省通じ初命令　ハーグ条約、米国人父に（10月3日）
　夫婦のどちらかが子どもを国外に連れ去った場合の扱いを定める「ハーグ条約」に基づき、日本人の母親が外務省を通じて男児（８）の返還を求めたところ、スイスの裁判所が日本に返還するよう命じたことが同省への取材でわかった。

　外務省による子の返還支援は、日本が４月に条約に加盟したことで可能になった手続き。外務省の支援で返還命令が出たのは、今回のケースが初めてとなる。

　同省によると、命令を受けたのはスイスに滞在する米国人の父親。母親が８月、外務省に支援を求めた。

　同省から依頼を受けたスイス当局が父親と男児の居場所を調べ、裁判手続きに入った。９月下旬に裁判所が返還命令を出し、男児は日本に帰国したという。

http://digital.asahi.com/articles/DA3S11382690.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_DA3S11382690
・性虐待の悩み、相談して　子どもたちに動画メッセージ（10月8日）
　ひとりで悩まずに相談して――。性虐待に苦しむ子どもたちに呼びかけるアニメーションを、児童虐待防止対策に関わる若手研究者のグループが作った。動画はインターネットで広まり、公開から約４カ月で１万１千回以上再生されている。

　制作したのは、医学や公衆衛生を研究する２７～３１歳の５人でつくるグループ「子ども虐待対応たん」。主にツイッター（@childfirsttan）で児童虐待に関する情報を発信している。

　「性暴力を受けている子どもたちへ」と題した約３分の動画は、６月に動画投稿サイト「ＹｏｕＴｕｂｅ」で公開された。親しみやすいイラストで構成され、全体に明るい色づかいに仕上がった。

　性的な場面を見せられること、体を触られること、写真を撮られることなどに「ひとりで悩んでいないかな……？」とテロップで問いかける。「自分じゃないみたい」と思うなど不安になったら「ＳＯＳ」のサインだとして、病院や児童相談所、学校などに相談するよう勧めている。

　また、世界中では女性の５人に１人、男性の１０～２０人に１人が同様の悩みを抱え、「加害者が身近な人の場合が多く打ち明けにくい」と説明。「誰かに話したら一緒に住めなくなる」と口止めするケースなども紹介し、「誰かに話した方がいいのかも」と感じてもらえるよう工夫している。

　ソーシャルメディアを通じて呼びかけたのは、被害を明かせずに苦しむ子どもに配慮し、匿名でアクセスできるネットの利点を生かしたからだという。

　子どもの心のケアを研究する日本学術振興会特別研究員、高岡昂太（こうた）さん（３１）はメンバーの１人。昨年度から、児童相談所が虐待の相談を受けた時、リスクを判断するために使うチェックリストなどの開発を三重県と共同で進めている。

　高岡さんは「少しでも早く相談した方が被害は小さい。性虐待について、動画を通じ大人にも認知が広まれば」と話している。

　動画は、「性暴力を受けている子どもたちへ」で検索すると見つけられる。（畑宗太郎）

http://www.asahi.com/articles/ASG9Q44W0G9QONFB00B.html
・教育２０１４　青森）（「いじめ」調査：上）議論「いじめあったという前提」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（10月9日）
[image: image3.jpg]BRIRHEZORE (5

LINBEE AT U TRABT LA
B

CRFEL AT PRRABOIS O LA
1BETHS P AORN ROERALT

CBEBEELY BRI ETREPADRLE
BRENS.

RIWHEIRFNE L CROADGIE
UL TRE-RIGAT T LT ELONN.
TEERG

2%-bIFay-sa ORRES)
MFTEBEL NS RCHAE
wEneRONELEESSTRE
SmrEAMITE SRR RS

BV oNRTILHSER
P E T T



県における「いじめ」の対応
　県立八戸北高２年の女子生徒（当時１７）が登校後に行方不明となり、遺体で発見されてから８日で３カ月が経った。いじめ防止対策推進法施行以降、県内初の「重大事態」として、第三者機関が事実関係の調査をし、１１月にも最終報告をまとめる。現状を２回に分けて、報告する。

　遺族は、女子生徒が「存在自体がうざい」などと中傷されたことを記したと思われる表現をノートに残していたことなどから、「いじめによる自殺の可能性がある」と訴えている。一方、学校側は７月の記者会見の段階で、生徒らへの聞き取り調査などから「明確ないじめと断定できるものはなかった」としている。

　いじめの定義について、文部科学省は「一定の人間関係のある者から、心理的、物理的な攻撃を受けたことにより、精神的な苦痛を感じているもの」とする。仲間はずれや集団による無視など直接的でなくても苦痛を与えるものも含み、いじめられた児童生徒の気持ちを重視する。

　この定義などに基づいて調査する「県いじめ防止対策審議会」の会長、内海隆・青森公立大教授（教育学）は「この問題を扱う時点で、いじめがあったという前提でやっている」と話す。女子生徒のノートについては「非常に重要なことが書かれている。信憑性（しんぴょうせい）はともかく、（自殺の）きっかけなんだなと思っている」との認識を示す。

　２０１３年９月に施行された同法は、いじめにより児童生徒が自殺した疑いがあるなどの重大事態が起きた時は、県教委などに調査を義務づけている。

　きっかけは、１１年１０月に大津市で、中学２年の男子生徒（当時１３）がいじめで自殺した問題だ。学校側は全校アンケートを行ったが、「いじめはあったが、自殺との関連は判断できない」として調査を打ち切った。だがその後、「自殺の練習をさせられていた」などと記述があったことを公表していなかったことが発覚。公平性を求めた遺族の意見を受けて、市側と遺族側の双方が委員を推薦した市の第三者調査委員会が「自殺はいじめが直接的要因」と明言する報告書を１３年１月に出した。

　こうした背景から調査を行う県教委付属機関である同審議会は、大学教授、弁護士、医師、臨床心理士、社会福祉士、ＰＴＡ連合会会長の６人の常任委員（任期２年）で構成される。県いじめ防止基本方針に基づき、県教委が選んだ。委員の選考に遺族の意向は反映されていないが、全員が男性だったため、途中から臨時に女性の精神科医が追加された。

　審議会の役割について、文科省の「いじめ防止基本方針策定協議会」座長を務めた森田洋司・大阪市立大名誉教授は「利害関係のない第三者が事実を明らかにし、今後の対策にも役立てることが期待される」と話す。

　これまでの審議会は非公開で、遺族には審議の概要が報告される。遺族は「審議内容は詳細に伝えられていない。もっと過程を明らかにしてほしい」と話す。（五月女菜穂）

http://digital.asahi.com/articles/ASGB83HJWGB8UBNB005.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_ASGB83HJWGB8UBNB005
・長野）御嶽山噴火、子どもたちの心への影響は（10月9日）
　御嶽山のふもとで、子どもの健康と安全を守る取り組みが続いている。噴火による降灰の懸念に加え、地域が安否不明者の

捜索拠点となり、生活環境は一変した。今のところ子どもたちの様子に大きな変化はないが、心への影響は未知数なまま。関係者は息の長いケアの必要性を感じている。

　木曽町や王滝村の児童生徒は降灰の影響を避けるため、登下校時のマスクの着用を続けている。山に近い学校では、災害時避難用に備え付けられていたヘルメットもかぶる。屋外での活動も自粛し、山頂の東約１５キロの三岳小学校（木曽町、４０人）は１１日の運動会を体育館で催すことにした。

　県の調査では二酸化硫黄などの大気汚染物質の濃度は噴火前と変わらない。両町村の教育委員会によると健康被害は報告されていないが、教育現場では念を入れた対応が続く。

　山頂の南約１０キロにある王滝小学校・中学校（王滝村、４８人）。青空が広がった８日、立ち上る噴煙は学校周辺からも見えた。

　校庭が災害派遣されている陸上自衛隊の臨時駐車場に充てられた事情もあり、児童は昼休みに体育館で遊んでいる。いつもは児童だけで遊ぶが、その輪の中には教諭の姿も。噴火の後、２４人の教職員は「チーム王滝」を合言葉に全員で子どもの見守りを徹底しているのだという。

　地元で「お山」と呼び親しまれる御嶽山の登山経験がある児童生徒は多い。中学２年生は７月に学校行事でも登ったばかりで、噴火災害を深刻に受け止めている生徒もいるという。村内は安否不明者の捜索にあたる陸自や消防、警察と報道機関の車が絶え間なく行き来し、ヘリも飛び交って、以前の静けさは失われた。児童生徒に面談したスクールカウンセラーは「動揺や不安を生じても不思議ではない状況。子どもに接して話を聞くことが大切」と学校側に助言した。宮沢賢司校長（５４）は「小さな変化を見落とさないようにしたい」と話す。

　噴火後初の登校日となった９月３０日に臨時の全校集会を開き、噴火で亡くなった人に黙禱した後、学校ではあえて噴火の話には触れていない。「今はまだ『渦中』。落ち着いた段階で話をできたらと考えています」と宮沢校長。

　同校に隣接する王滝保育所（１１人）では、園児がいくぶん落ち着かない様子という。職員は「いつもと違う雰囲気を感じているのかもしれません」。屋外の活動を基本的に控えているが、７日昼、天候をみて１５分だけ庭に出た園児は元気にはしゃいでいた。園長を務める吉田英司・村教育次長は「大事を取りつつ、早く元の園の生活に戻してあげたい」と話す。

　ある王滝小児童の母親は我が子が気がかりだ。安否不明となった同じ年頃の子を心配し、噴火で亡くなったことがわかると表情を曇らせたという。布団に入っても、家の前を車が通る度にどこへ行くのか気になり、寝付けない。家族は噴火２日後に登山を計画していた。「この先、子どもにどんな影響が出てくるのかわからないんです」（田中久稔）

http://digital.asahi.com/articles/ASGB841XTGB8UOOB003.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_ASGB841XTGB8UOOB003
・子どもの運動能力、ピークは８５年　最近は二極化進む（10月13日）

[image: image4.png]


　小中学生の体力が、１９８５年度ごろをピークに低下していることが、文部科学省が１２日に発表した「体力・運動能力調査」でわかった。東京五輪のあった６４年度から続く調査で、今回は５０年間の長期的な傾向を分析。ここ１５年ほどは回復傾向にあるが、運動能力が高い子が伸びる一方、運動をしない層が落ち込む「二極化」が進んでいるという。

　調査は昨年５～１０月、全国の６～７９歳の約７万４千人を抽出して実施した。回収率は８６・０％。小学生では１１歳、中学生は１３歳がモデルとなった。

　１３歳女子の「持久走」（千メートル）は、６４年度は４分４９秒４９だったが、８５年度に４分２７秒１１でピークとなり、２０１３年度は４分４１秒８８となった。１１歳男子の「５０メートル走」は、６４年度の８秒９６から、８７年度にピークの８秒６０に達し、１３年度は８秒９０だった。１１歳と１３歳の「握力」などでも８５年度前後を境に下落する傾向がみられた。

　東京五輪以降に急激に伸びたり、９８年の長野五輪の前後で持ち直したりしている種目が目立つことから、文科省の担当者は「オリンピックの開催は体力にプラスの影響を与える可能性がある」と話した。

　一方、１１歳の「ソフトボール投げ」は一貫して横ばいか低下傾向だ。文科省は、子どもに人気のスポーツが野球中心から多様化したことを挙げ、「技術が記録に大きく影響する種目。キャッチボールをする経験が少なくなったからではないか」と説明する。

　調査を担当した順天堂大大学院の内藤久士教授（運動生理学）は、８５年度前後の数値がピークとなったことについて、「８０年ごろまでの学校は、運動の苦手な子に歯を食いしばって頑張らせる『根性型』の指導をしたが、徐々に『苦しければやらなくていい』となった。ここで運動の楽しさを伝えるべきところを、結果的に全く運動しない層が現れ、平均を押し下げた」とみる。子どもの体格や教員らの指導技術は向上しており、運動能力が高い子はさらにできるようになり、下位層の数値がさらに落ちる「二極化」が起きているという。

　６５歳以上の高齢者では９８年度の測定開始以降、向上が続いている。「６分間歩行」は、６５～６９歳女性（５９０・９０メートル）、７０～７４歳男性（６１０・２９メートル）などで過去最高を記録した。（高浜行人）

http://digital.asahi.com/articles/ASGBC7VRLGBCUTIL01X.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_ASGBC7VRLGBCUTIL01X
・「競争」より「達成感」　子どもの運動、学校現場に変化（10月13日）

　運動が得意な子と苦手な子。小中学生の間で二極化が進んでいるという。競ったり、がむしゃらに頑張ったりするより、「達成感」を大事にしたい。学校現場では、それぞれの子どもの力に合わせた取り組みが広がっている。

　「最近は『何が何でも頑張る』ということが少なくなっている」。体育系の部活に携わってきた千葉県内の公立中学校長（５５）は、ここ数年、そう感じている。３年ほど前に勤務していた学校では、体育の持久走で順位やタイムを競う方式がなくなっていた。２０分間に走った距離を一人ひとりが毎回足し算し、自分の目標をどれだけ達成できたかを評価する仕組みだ。

　「無理をしてでも頑張る、という風潮は１０年くらい前まで。『本人が気持ちよく運動できるようにしてほしい』という保護者の声は強く、学校現場もそうした方向で指導する流れになっている」と話す。

　神奈川県内のある公立小学校でも、持久走の大会が約１０年前に、個人の記録会に変わった。一定のペースで走る方法を身につけるため、友達とペアになって互いにタイムを測ったり声を掛け合ったりしながら走る練習を採り入れたという。

　長年子どもの体操教室で指導している「自由が丘ＴＦＳ幼児教室」（東京都目黒区）の飯田雅也室長（６２）は、昔に比べて「諦めの早い子」が多くなったと感じている。「野球だけでなくサッカー、バスケットボールなど人気種目が増えたので、一つの競技に執着しなくてもよくなったのが要因だと思う。ある程度続けることも必要だ」

　東京都小学校体育研究会の会長を務める港区立港南小学校の古家真校長も「子どもたちが粘れなくなったことが握力や持久力の低下につながっている」とみる一人だ。「子どもが頑張るには他者に認めてもらうことが必要。核家族化や地域の人間関係が希薄になり、ほめてもらっていないことも影響しているのではないか」と分析した。

　こうしたなか、厳しい鍛錬を生徒に求める学校もある。台東区立忍岡中学校では毎年１月中旬の１週間、「耐寒訓練」として全校生徒が柔道、剣道、マラソンのいずれかを選んで午前７時から１時間練習に取り組む。小寺正樹校長は「生徒は意図的にかけた負荷を乗り越えることで成長し、たくましくなっていく」と話している。（芳垣文子、高浜行人）

http://digital.asahi.com/articles/ASGBC7SGDGBCUTIL01T.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_ASGBC7SGDGBCUTIL01T
・子どもの声は「騒音」からはずす（10月14日）
文 保坂展人

「子どもの声は騒音か、それとも希望の響きか」と題したコラム（２０１４年９月２２日）を、私は次のようにしめくくりました。

＜「子どもの声は騒音か」という問いに対して、「子どもの声は騒音から除外しよう」という地域合意をつくらなければいけない時期に入っているものと感じます。子ども施設の努力と近隣住民の反対の声を、地域コミュニティの力で解決・受容するという道を探りながら、「子どもの声」をめぐる基本ルールをつくりたいと思います＞

　その後、東京都は「騒音規制基準」の対象から「子どもの声」を除外する方向で環境確保条例を改正するための検討に入ったことが報道されています。（「子どもの声」騒音にあらず 環境確保条例改正へ 東京都　・時事通信）私のところにも取材やインタビューの依頼が次々に寄せられています。

　２年前、シンポジウムで話題にし、ツイッターでつぶやいて反響を呼んだ投稿はこのように投げかけていました。

＜「子どもが遊ぶ声がうるさい」との苦情を受けて「声を出さない」ようにマスク等で口を封じて遊ぶサイレントキッズの姿。その光景は怖いものがあるが、こうしたクレームへの過剰反応を見て、何の痛痒も感じない「大人」が増えていることがピンチだと思う＞（２０１２年８月２５日）

　「マスクをして遊ぶサイレントキッズ」を取材したいという問い合わせがありましたが、これはあくまでも比喩的表現です。苦情を受けて、「午後は園庭に出ていない」「園庭に出る時間を制限している」「声を出さないように注意している」等の制限を加えていることへの違和感を表したものでした。

　 反響が大きく広がると、具体的な事例が次々と寄せられるようになりました。「『中学生が掛け声をかけてランニングするのがうるさい』との苦情で、無言で走るようになりました」「運動会への苦情により、近所の学校の体育館の中に会場を変えました」

　保育園、幼稚園、児童館、小中学校といった「子ども施設」周辺の問題としてはかなり前から、存在していました。

　そしていま、待機児童解消のために１２カ所の認可保育園開設を準備している世田谷区でも、古くて新しいこの問題に向き合わなければならなくなっています。６月には、区の広報紙で住民にこう問いかけています。少し長くなりますが、引用します。

＜社会全体が人口減少に悩み、少子化対策を競う中、世田谷区ではこの５年間、５歳未満の乳幼児が毎年１０００人ずつ増えているのを御存知でしょうか。そのため、保育園への入園希望者も増加して、保育施設整備がなかなか追いつかない状況です。
　保育園を運営しようとする事業者からは、近隣の方から寄せられる「子どもの声がうるさい」との声に苦慮しているという話を聞いています。
　世田谷区は人口密集地です。全国でもまれな乳幼児が増えているまちでもあります。医療保険や年金制度の持続可能性を考えれば、次世代が元気に育つ基盤づくりは大人の責任だと思います。
　園舎の設計で近隣への配慮を示したり、園の運営で地域と共存できるようルールづくりをしている保育園もあります。幼稚園や小中学校も同様の悩みを抱えており、子どもたちが元気に声を出し、笑い、泣き、遊ぶこともままならない状況です。
　この問題に一つの結論を出したのがドイツ社会です。子どもの声を「環境騒音」と認定した裁判所により幼稚園に閉鎖命令が出たことを契機に、これを不服とする親たちの声が高まり、社会的な議論をへて「子ども施設の声を環境騒音から除外する」という法改正が２０１１年に連邦議会で成立しています。ドイツ社会は、「子どもの声は騒音とはしない」という選択をしたのです。
　地域の皆さんが保育園や幼稚園を支えていただいている例もたくさんあります。今後、世田谷区がどのような方向を目指すべきか。子どもが輝くまちをつくるために、智恵（ちえ）を絞りたいと思います＞（『区のお知らせ』６月２５日号）

智恵を絞ると書いたのは、「子どもの声は騒音か」をめぐって、子ども施設と近隣住民が対立構造に陥ることはできるだけ避けたいと思うからです。長い年月、保育園を運営していくためには近隣との関係が良好であることが望ましいのは当然のことです。そのための努力や配慮を、どの保育園でも最優先で行なおうとしています。

　子どもの声を騒音とはしない――。一般論としては多くの方が賛同してくれています。けれども、近隣に保育園新設の情報が伝わると、波紋は広がるというのが実情です。これまでのところ、世田谷区では、近隣の理解を得るまで粘り強くていねいに説明する努力を続けていく、という方針で取り組んでいます。ただ、開設までの時間は限られていて、開園の延期だけは避けたいという事情もあります。

　保育園をはじめとする「子ども施設」の存在と近隣の合意形成を、運営する法人や担当職員と近隣の住民だけに限らずに、裾野の広い議論の中で進めていく必要がありそうです。中立的な第三者の立場から合意形成にむけてコーディネートするという役割も必要かもしれません。ドイツのように条例、法律改正で決着をはかるやり方もありますが、その場合でも、子ども施設と近隣住民が良好な関係をつくりあげることや十分な合意形成をはかることは不可欠だと思います。

　この問題の奥行きは深く、単なる「騒音」を越えて、私たちの社会の未来を照らす鏡ともなるように思います。新たな対立を再生産するのではなく、世代間連帯や相互承認が生まるような道を切り開いていきたいと考えています。

http://www.asahi.com/and_w/life/SDI2014101475651.html
・いじめ把握、１８．５万件　前年比１．２万件減　１３年度小中高（10月17日）
　全国の学校が２０１３年度に把握したいじめの件数は１８万５８６０件で、前年度から約１・２万件減った。文部科学省が１６日に発表した問題行動調査でわかった。昨年９月末にいじめ防止対策推進法が施行され、「防止の取り組みの効果が出た」との見方がある一方、いじめを早期発見する努力が薄れているとの指摘もある。

　国公私立の小中高校、特別支援学校が対象で、今回からは通信制高校も加わった。小学校は１１万８８０５件で前年度比約１・２％増えたが、中学校は５万５２４８件で同１３・２％の減。高校も、１万１０３９件で約３２・２％の減だった。いじめの内容では、「パソコンや携帯電話で中傷や嫌がらせ」（８７８７件）が約千件増加。調査を始めた０６年の倍近くに上った。

[image: image5.jpg]EFENHCTHIT, BERED

FRTBELRIVMA

BECEBRIOVT

1LEHROB A BFREF
RAKFT

2ERERBEEZLDL TGN
D\ RBDEMHOEIRIC DN R
REMR)

3. 2L VRO T

4 HRRBLEDRL DR
WL FIEEE R TLVEL
5. FHOFGEITRV AR P

6. AL THFRIcRDE AR
BFHROBFHS

1.BE BICEPE BEEITHNME
o o2)

2 RBACRIEL BT

3. ELSRWVCERDA BT
WEERRITOVNT
1LEFECASHOEENHZ

2L ERERRLTVS

HILTVB
;Zﬁ%mﬁ&?ﬂﬁﬁ’&mﬁﬁ&&#

[




　都道府県別では、最多だった京都府の２万８１１８件（千人当たり９９・８件）に対し、最少は鳥取県の１５７件（同２・４件）。これまでと同様、各県で大きくばらつきが出た。学校に報告のあった自殺者は２４０人で、前年度の１９５人を上回った。このうちいじめ問題が背景にあると判明しているのは９人で、そのうち７人が中学生だった。

　■防止策が効果／意識低下懸念も

　全体の件数が減った理由について文科省は、都道府県教委から防止対策を評価する声があがっているとしつつ、「積極的にいじめを把握しようという意識が低下していないか注視が必要」とも指摘する。いじめの件数はこの３０年ほど、自殺が大きく注目された直後に急増し、その後減っていく流れを繰り返している。

　１１年に大津市であったいじめ自殺は、防止法成立のきっかけとなった。

　被害を受けた男子中学生の父親（４９）は「法ができた後も、自殺した子の周りがいじめがあったと訴えても原因として認められないことがあり、ショックだった。『減らさなあかん』という風潮が判断を甘くすることを心配している」と話す。

　防止法施行から１年が過ぎ、学校に義務づけられた防止対策組織は９８・５％、防止基本方針も９６・４％でつくられていた。一方、基本方針を策定した市町村は４０・５％にとどまった。

　（高浜行人）

　■関心の維持課題

　森田洋司・鳴門教育大特任教授（教育社会学）の話　子どもに言葉の使い方を学ばせるなど、いじめを未然に防ぐ教育が浸透してきている。認知件数が減ったのはこうした努力の成果もあるとみるべきだ。課題は社会の関心をどう維持していくか。取り組みが遅れている自治体もある。基本方針の策定は義務ではないが、学校を支援する仕組みをすべての市町村でつくるのが望ましい。

　■２０１３年度のいじめの認知件数（文部科学省の問題行動調査から）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《千人当たり》

都道府県　　小学校　　　中学校　高校などを含む全体　１３年度　　１２年度

北海道　　１１２１　　１７３３　　　　　　３６６９　　６．５　　　９．０

青森　　　　３４４　　　５４８　　　　　　　９６８　　６．６　　　７．８

岩手　　　　４６７　　　２４５　　　　　　　８４９　　６．０　　１６．２

宮城　　１４５３５　　２７４１　　　　　１７６２４　６９．４　　４２．０

秋田　　　　４０３　　　４５６　　　　　　１１１５　１０．６　　１２．２

山形　　　１４１１　　　７９６　　　　　　２７１２　２１．４　　　４．５

福島　　　　１０４　　　１１７　　　　　　　２５８　　１．２　　　３．４

茨城　　　２９５３　　１６４９　　　　　　４７０６　１３．７　　１５．７

栃木　　　　９５０　　　９１４　　　　　　２０２８　　９．０　　１１．０

群馬　　　　６２３　　　４４０　　　　　　１３０７　　５．８　　　８．２

埼玉　　　１０８６　　１６４８　　　　　　２９０７　　３．８　　　４．５

千葉　　１３９１４　　６２５９　　　　　２０４４６　３１．２　　３２．２

東京　　　５６３３　　４０８９　　　　　１００７３　　８．１　　１０．０

神奈川　　４１３９　　２８４４　　　　　　７２９７　　７．８　　　８．０

新潟　　　　５７６　　　７１７　　　　　　１３９４　　５．５　　　６．６

富山　　　　３２８　　　３０８　　　　　　　６８６　　５．８　　　６．６

石川　　　　５５７　　　３１３　　　　　　１０１４　　７．８　　１１．０

福井　　　　４１２　　　３０３　　　　　　　８５５　　９．２　　１３．２

山梨　　　１１２５　　１０１６　　　　　　２２５４　２２．４　　３５．９

長野　　　　６７０　　　６２８　　　　　　１４５５　　５．９　　　８．０

岐阜　　　１７５７　　１０６４　　　　　　３０７２　１２．９　　１５．３

静岡　　　２５１５　　１８６５　　　　　　４５２９　１０．９　　１６．０

愛知　　　６９８３　　３８６７　　　　　１１２２０　１３．２　　１４．５

三重　　　　６４０　　　５４４　　　　　　１２５５　　５．９　　　８．７

滋賀　　　　７１５　　　４９０　　　　　　１３３１　　７．８　　　５．３

京都　　２２７８９　　４１９３　　　　　２８１１８　９９．８　　３３．９

大阪　　　２６３５　　２０５７　　　　　　５０２１　　５．２　　　５．５

兵庫　　　１３２８　　１１３４　　　　　　２８２９　　４．６　　　５．８

奈良　　　　５７９　　　５１４　　　　　　１２９８　　８．２　　４７．８

和歌山　　１８８３　　　４６２　　　　　　２６４９　２３．７　　２１．２

鳥取　　　　　５２　　　　７３　　　　　　　１５７　　２．４　　　４．８

島根　　　　１３７　　　１４２　　　　　　　３４４　　４．４　　　６．１

岡山　　　　３７１　　　４５５　　　　　　１０２３　　４．６　　　８．０

広島　　　　５３３　　　４５１　　　　　　１１２６　　３．６　　　４．６

山口　　　　４０５　　　４１５　　　　　　　８９４　　５．９　　　５．５

徳島　　　　２９２　　　２６１　　　　　　　５７８　　７．１　　　９．５

香川　　　　　７０　　　１５８　　　　　　　２７０　　２．４　　　３．３

愛媛　　　　２３３　　　３７８　　　　　　　６８２　　４．４　　　５．１

高知　　　　１８３　　　３１１　　　　　　　５４０　　６．９　　　８．７

福岡　　　　６０６　　　６２３　　　　　　１４４１　　２．６　　　２．５

佐賀　　　　　４２　　　　６２　　　　　　　２３８　　２．３　　　２．０

長崎　　　１１４８　　　６１０　　　　　　１９５５　１２．１　　１２．５

熊本　　　２５４９　　　８７２　　　　　　３９２５　１９．１　　２９．１

大分　　　２４７８　　　８３２　　　　　　３４９６　２７．１　　２８．９

宮崎　　　７８４６　　１３４９　　　　　　９４５２　７１．５　　１３．０

鹿児島　　８４５３　　４０３６　　　　　１４２４０　７２．０　１６６．１

沖縄　　　　２３２　　　２６６　　　　　　　５６０　　２．８　　１７．８

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

計　　１１８８０５　５５２４８　　　　１８５８６０　１３．４　　１４．３

　http://digital.asahi.com/articles/DA3S11405709.html?_requesturl=articles/DA3S11405709.html&amp;iref=comkiji_txt_end_s_kjid_DA3S11405709
・問題児分離は原則４週間　大阪市教委が素案、延長も可能（10月17日）
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　問題行動を繰り返す市立小・中学校の子どもを対象に、来年度から大阪市教育委員会が始める「個別指導教室」の素案が明らかになった。市教委の事務局が教育委員に示したもので、問題児童・生徒を学校から引き離す期間を「原則４週間」とし延長も可能とするほか、指導教室に入れる前に保護者の同意を求める――などの内容。教育委員は素案をたたき台に議論を進め最終方針を決める。

　大阪市教委は昨秋、問題行動を５段階に分類。子どもの「学ぶ権利」を守るため、ワースト１、２にあたる「レベル４」（激しい暴力など）と「レベル５」（極めて激しい暴力など）の問題行動を繰り返す児童・生徒に対し、「個別指導教室」に入れて立ち直らせる方針を決めている。

　事務局がまとめた素案は、問題児童・生徒に対し、まず出席停止の措置をとる。その後個別指導教室で原則４週間、集中指導する。さらに必要と判断する時などは延長も可能にし、逆に短縮も認める。

　一方、個別指導教室に入れる際は「家庭内の指導だけでは改善が見込まれない場合」とし、「保護者の同意」を得る。保護者からの事前の聞き取りなどで「家庭での十分な指導が期待できる」と判断すれば、レベル４以上でも個別指導教室入りを見送ることもある。市教委は家庭環境や個々の事情に合わせた指導の余地も残す方向だ。

　個別指導教室は、在籍する学校から離れた別の教育施設を利用。生徒指導経験が豊かな常勤の教員を置き、心理学に詳しい非常勤スタッフらの配置も進める方針で準備にあたる。

　１６日文部科学省が発表した学校現場での暴力行為のまとめによると、大阪府は１千人あたり１０・５件（２０１３年度）で都道府県中最多だった。（阪本輝昭）

http://digital.asahi.com/articles/ASGBH640LGBHPTIL01R.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_ASGBH640LGBHPTIL01R
・児童・生徒の暴力 ３３０件増（10月17日）
◆昨年度の県内小中高、千人あたり８．３件 全国の２倍
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　文部科学省が１６日発表した２０１３年度の児童・生徒の問題行動調査で、県内の国公私立の小中高校での暴力行為の発生件数は、前年度比３３０件増の１９４８件、１千人あたりの件数は８・３件で、全国値（４・３件）の約２倍に上っていた。専門家は「エスカレートする前に防ぐ必要がある」と指摘している。

◆小学校の増加 顕著

　今回文科省が発表した私立や国立校を含む全国調査では、県内の暴力行為の１千人あたりの発生件数は、大阪府、神奈川県に続いて全国で３番目に多かった。

　県教委が独自にとりまとめた昨年度の公立の小中学校の暴力行為件数でも、増加傾向が出ている。内訳は、小学校５３６件（前年度３３４件）、中学校１２２９件（同１１０４件）で、小学校での増加が目立った（グラフ参照）。小学校での内訳は、児童間暴力３９２件、対教師暴力６９件、器物損壊６７件、対人暴力８件だった。高校は１３６件（前年度１３７件）でほぼ横ばいだった。

　県教委によると、小学校の全ての学年で前年度よりも増えているといい、「暴力行為の低年齢化が進んでいる」と懸念を示す。担当者は「集団になじめず、人間関係がうまく築けなかったり、感情をうまくコントロールできなかったりする子どもが増えている」と原因を分析する。

　暴力行為の件数が増えた一方で、被害者が病院で治療を受けた割合は２５・２％で、前年度の２８・１％を下回ったことが文科省の調査で分かった。県教委は「ふざけあいなどのささいな暴力であっても計上する意識が浸透してきた」とし、「暴力行為はいじめにつながりかねないため、早めに認知することを心がけている。未然防止のため、人間関係づくりを考えさせる取り組みを普及させたい」と話す。

◆専門家「継続支援を」

　小中学校で３０年間いじめ問題に取り組み、子どもの問題行動などに詳しい岐阜大大学院教育学研究科の橋本治教授（教育臨床学）は小学校での暴力行為が目立って増加したことについては「軽微な事案が増えたのではないか」とした上で「小学生になっても幼児性が残っている子や発達障害の疑いのある子への支援は全国的な課題で、クラス内がざわついてしまうなど、先生が学級経営をうまくできなくなっている可能性がある」と分析した。

　軽微だと言って放っておくと重大な事案につながりかねない、と橋本教授は警鐘を鳴らす。「子どもの問題行動はそれぞれに背景や原因があり、丁寧に向き合っていくことが重要。担任の先生だけではなく、学校内でチームを組んで問題に取り組むべきだ。子どもによっては時間をかけた指導が必要な子もおり、先生が代わっても継続した指導が出来るような態勢をとる必要がある」

　また、いじめとの関連性についても指摘。「子どもの年齢が上がるにつれ、目に見えないいじめが増える。目に見える暴力行為から解決していくことが、いじめの未然防止にもつながる」と述べた。

◆いじめは減少

　今回発表された国立や私立校を含めた文科省の調査で、県内のいじめの認知件数は３０７２件で、前年度（３６５３件）を下回った。県が独自にまとめた県内の公立小中高・特別支援学校でのいじめの認知件数も３０３８件（前年度比５７４件減）で、２年ぶりに減少した。解消した割合は、小学校８４・０％、中学校７１・３％、高校８４・０％、特別支援学校５７・８％だった。

　また、県内の国公私立の小中学校における不登校の児童生徒数は２３３７人で前年度（２１３３人）より増加し、１千人あたりの人数（１３・２人）も全国値（１１・７人）を上回った。一方、国公私立の高校における不登校の生徒数は６８９人で、前年度（７４０人）よりも減少した。

（竹下由佳）

http://digital.asahi.com/articles/CMTW1410172200002.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_CMTW1410172200002
・子どもの性被害 傷つけず聞いて（10月20日）
◆米の手法 多治見で研修会

　性的虐待を受けている子どもから通報に必要な情報を、子どもを傷つけずに聞き出すための方法を学ぶ研修会が多治見市であった。米国発祥の「ＲＩＦＣＲ（リフカー）」と呼ぶ手法を学ぶもので、県内での開催は初めてだという。保育士や養護施設の職員ら約３０人が参加した。

◆「誰に何を」質問最低限■話した子が撤回の場合も

　講師を務めたのは、子育て中の母親を支援する三重県

 HYPERLINK "http://www.asahi.com/topics/word/%E6%A1%91%E5%90%8D%E5%B8%82.html" \o "桑名市のトピックスを開く" 桑名市のＮＰＯ法人「ＭＣサポートセンターみっくみえ」代表の松岡典子さんら。日本では２０１１年にリフカーの専門家育成が始まり、講師を務められるのは現在、松岡さんを含め全国で１６人だけという。

　リフカーは、性的虐待などの被害が疑われる子どもへの接し方や、聞き取った情報を児童相談所に通告するまでの手順や注意点を示す。子どもからは必要最低限の「誰に、何をされたのか」だけを聞くことを最重視している。

　研修会では、普段と異なる行動をすることなどを「虐待の可能性と考えられるインジケーター（指標）」として紹介し、「子どもが虐待を打ち明けるプロセス」として「否認」「ためらいがち」「積極的」「撤回」「再度肯定」といった五つの段階があることを説明した。

　松岡さんは研修で、「子どもは恥ずかしいと思ったり、周りがどう思うかを心配したりして性的虐待の被害を否認する。話さないことは特別なことではなく、話す機会を作るのも大切です」と呼びかけた。「一度積極的に話した子どもが、言ったことをなかったことにすることもある。撤回することがプロセスの一つとしてあるんだと知っておいてほしい」

　受講した家庭相談員の小林理恵さん（４５）＝瑞浪市＝は「子どもたちの気持ちの移り変わりを学べたことがとてもよかった。子どもの言葉だけで決めつけず、心の中を理解してあげたい」と話した。

　リフカーの講師に認定されている新潟県

 HYPERLINK "http://www.asahi.com/topics/word/%E9%95%B7%E5%B2%A1%E5%B8%82.html" \o "長岡市のトピックスを開く" 長岡市のＮＰＯ法人「子どもの虐待防止ネット・にいがた」代表の草間真由美さんは「子どもと接する機会の多い方に学んでもらいたい」と話す。「子どもの被害のサインを見抜けるチャンスが増える。虐待は人権侵害。子どもに負担をかけずに対応する方法を知ってほしい」

　研修の依頼は随時受け付けている。問い合わせはみっくみえ（０５９４・２１・４９３５）へ。

（竹下由佳）

■子どもが被害を打ち明けるプロセス

否認

　「何もない」「今は言いたくない」などと話さない

ためらいがち

　「友達に起こったこと」と前置きしたり、「１回あっただけ」などと事実を矮小（わいしょう）化させたりする。あいまいで信頼性を疑うようなことを言う状態

積極的

　子どもが明確な情報を教えてくれ、自発的に話してくれる

撤回

　「虐待の話は本当はなかったこと」と、一度言ったことを撤回したり、「虐待があったと言ったのはうそ」と否定したりする

再度肯定

　「なかったと言った虐待は本当は起こったこと」「うそだ、と言ったのがうそ」などと再び虐待を肯定する

http://digital.asahi.com/articles/CMTW1410202200002.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_CMTW1410202200002
・（社説）学校のいじめ　粘り強く取り組もう(10月21日)
　小中高校の児童生徒の問題行動について、文部科学省が年に一度の調査結果を発表した。

　１３年度のいじめの認知件数は１８万５千件だった。なお多いが、ピークだった１２年度より１万２千件減っている。１２年度といえば、大津市の中学生の自殺が問題になった年だ。

　調査がいじめの統計を取り始めて３０年近い。件数は社会問題化した年に急増するが、その後は減り出し、数年後、また問題になると増える。そのサイクルを繰り返してきた。

　文科省は「防止の成果で減ったと答えた自治体が多い」としつつ、「認知の意識が低くなった地域があるのも否定できない」と言う。

　「のど元過ぎれば熱さ忘れる」では困る。無料通信アプリ「ＬＩＮＥ」などの普及で、見えにくいいじめも増えている。粘り強い取り組みが必要だ。

　件数が急増や急減を繰り返すのは、調査自体の問題も大きい。いじめは暴力行為や不登校と違い、何をいじめとするかで判断が分かれがちだからだ。

　京都府はいじめを数える方法を変えた。嫌な思いをした子どもがいるレベルを「１段階」、継続的に見る必要があるケースを「２段階」、命にかかわるなど重大な事態を「３段階」と分け、「１段階」からすべて数えた。すると件数が３倍になり、都道府県で最多になった。積極的にとらえるヒントとしたい。

　いじめ防止対策推進法が施行されて１年がたつ。文科省は、その状況も調べた。

　学校は、いじめを防ぐ基本方針をまとめ、対策の組織をつくることを義務づけられた。そのため、ほとんどの学校が方針や組織をつくり終えている。

　年度途中の施行だったこともあり、国や都道府県の基本方針を要約しただけの学校が目立つ。大切なのは、教職員の意識を高めることだ。何がいじめで、どう対応するか。現場で互いに議論し、共通の土台をつくる機会としたい。

　心配なのは市町村の自治体だ。都道府県はほとんど方針をつくったが、市町村は４割ほどで、連絡組織の設置も３割どまりだ。職員が少ない事情もあろうが、そうならなおさら、都道府県や近くの自治体との連携を考えてほしい。

　今回の調査では、小中高校生の自殺のうち、「いじめ問題」があったと学校が報告したのが６人から９人に増えた。いじめが理由ではと疑われるケースはもっと多い。いじめ問題は終わるどころか、なお深刻だ。その意識を持ち続けたい。

http://digital.asahi.com/articles/DA3S11412498.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_DA3S11412498
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・（ニュースＱ３）学童保育相次ぐ不祥事、定員増やして大丈夫？（10月21日）
　小学生が放課後を過ごす学童保育施設で、子どもが性的被害に遭う事件が相次いでいる。政府は学童保育の定員を大幅に増やす方針を打ち出しており、現場や保護者に波紋が広がる。

　■２人きり禁止、職歴調べ強化

　札幌市の学童保育所の指導員だった男（３８）が８月、強制わいせつ容疑で北海道警に逮捕された。２０１２年夏、児童らを引率して訪れたキャンプ場で、当時９歳の女児の下半身を触った疑いが持たれている。

　男は４年前、妻と借家で施設を開設。近所の男性は「あいさつもするし、しっかりしている人だと思っていた」と驚く。小学生数十人が通い、市は運営費として年約５００万円を助成。運営主体は学校関係者や保護者でつくる委員会だが、関係者は「帳簿管理も含め実質的には男と妻が運営していて、チェックが行き届かなかった」と言う。

　再発防止を模索する自治体もある。学童保育施設の職員だった男が同容疑で３月に逮捕された北海道函館市。施設内で女児と２人のときに事件が起きたとされる。同市は４月、児童が職員と２人きりにならないようにし、やむを得ない場合は同性の職員が付くよう、同市内の全施設に指示した。

　横浜市では１１年８月、男児が性的被害を受け、指導員の男が逮捕された。昨夏、この男が別の学童保育施設で勤務していることが分かり、同市は採用時の職歴チェックを強化。児童へのわいせつ行為などで解雇・処分されたことがないと誓約させることにした。「被害を未然に防ぎたい」と同市の担当者は言う。

　学童保育は児童福祉法に基づく事業で、留守家庭の小学生に「適切な遊び、生活の場」を与えるものとされる。厚生労働省によると、昨年５月現在で全国に２万１４８２カ所あり、小学生の１３％に当たる８８万９２０５人が利用。女性の社会進出を背景に、１５年前と比べて施設数は２・２倍、利用児童数は２・６倍に増えた。

　■「３０万人増員」現場に不安感

　政府が６月に閣議決定した成長戦略は、女性の活躍推進策として学童保育の定員を「１９年度末までに３０万人分増やす」とした。だが現場には不安も漂う。「今でも限界。これ以上受け入れたら手が回らない」。札幌市内の学童保育施設の男性指導員（２９）は話す。

　指導員について、厚労省は０７年に出した通知で、保育士や幼稚園・小中高校の教諭のほか、児童福祉に２年以上携わった経験者などが「望ましい」とした。

　だが、昨年５月現在で、指導員全体（約８万９５００人）のうち約４分の１にあたる２万２９３６人は当てはまらない。

　■指導員同士の目配りが大切

　質の確保を図るため、同省は来年４月から資格の保持を省令で義務づける。ただ、学童保育に「類似する事業」に２年以上従事し、市町村長が適当と認めれば有資格者とするとしており、現在の指導員の多くは追認される見通しだ。

　松浦善満・龍谷大教授（教育社会学）は「学童保育の指導員に一定の要件を設けたのは前進だが、身分を安定させ、モラルと技量をさらに高めるために、教員と同様に免許制にしたほうがいい。不祥事防止には、近隣施設も含め指導員同士が目配りし、支え合うことが大切だ」と話す。（花野雄太、光墨祥吾）

http://digital.asahi.com/articles/DA3S11412553.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_DA3S11412553
・（社説）道徳の教科化　多様な価値観育つのか（10月22日）
　「道徳」が小中学校で子どもたちの学ぶ教科になる。中央教育審議会がきのう、その答申を文部科学相に出した。

　これまでは教科外の扱いだったが、早ければ１８年度にも格上げされる。戦前の「修身」が軍国主義教育を担ったとして終戦の年に廃止されて以来、７０年目の大きな転換となる。

　答申は、こう述べる。「特定の価値観を押し付けることは、道徳教育が目指す方向の対極にある」。その通りだと思う。

　では、教科にすることで多様な価値観が育つのか。かえって逆効果になりはしないか。その懸念をぬぐえない。

　教材には検定教科書の導入が提言された。国がつくるより、民間が工夫したさまざまな教科書が使われる方が望ましい。

　ただ答申は、教科書づくりのもとになる学習指導要領の記述を、これまでより具体的にするよう求めてもいる。細かく書きすぎると教科書も縛られる。

　「正直、誠実」「公正、公平、正義」などのキーワードの明示も考えられるとした。だが規範や徳目を詰め込むより、何が正直で何が正義かを考える授業であってこそ意味がある。

　文科省は今年、検定のルールを変えた。「愛国心」を盛り込んだ教育基本法の目標に照らして重大な欠陥があると判断されると、不合格になる。この運用次第では、かつての国定教科書に近づきかねない。

　評価は点数制を見送り、コメントで記すよう求めた。だとしても、何をどう評価するかが問われるのは変わらない。

　文科省が今年つくった教材「私たちの道徳」は、二宮金次郎らの偉人伝や格言を集めている。そんな物語から「正しい人間像」を説き、それを受け入れた場合のみ評価するのなら、思考を養うことにはなるまい。

　答申は、学校や教員で格差が大きいといった現状を改めるためにも教科にしたいという。だが、それは運用で解決する話ではないか。重要なのは教科化という形ではなく、何をどう教えるかという授業の中身だ。

　答申は情報モラルや生命倫理など現代の課題を扱うことや、対話や討論の授業も求めた。ぜひ進めてほしい。そうなると、シチズンシップ（市民性）教育や哲学に限りなく近づく。

　生の社会で価値判断の分かれるものこそ、格好の素材だ。そのために教員にはテーマを選ぶ自由がなければならない。

　決まった教科書を使っているかどうか、国がいちいち調べているようでは困る。挑戦を応援する姿勢こそ必要だ。

http://digital.asahi.com/articles/DA3S11414330.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_DA3S11414330
・いじめ、早期発見に力　防止対策推進法１年（10月23日）
　文部科学省の２０１３年度の調査で、学校が把握したいじめの件数は、前年度から１・２万件減の約１８万５千件となった。昨年９月に「いじめ防止対策推進法」がスタートし、早期発見に力を入れる都道府県が出始めた一方、対応が遅れている市町村もある。

　■専門チーム派遣

　「仲間はずれにされた」「ＬＩＮＥで悪口を書かれた」「物が盗まれた」。大分県教育委員会は昨春から、いじめがこじれて、学校だけで解決が難しくなった場合などに、専門の「いじめ解決支援チーム」を学校に派遣している。全国で初めての試みという。

　支援員は、児童相談所と少年鑑別所の元所長２人。臨床心理士の資格をもち、生徒や保護者の相談に乗ったり、学校にアドバイスしたりする。生徒指導推進室は「加害側の生徒がいじめる背景を明らかにして予防しなければ、いじめは繰り返される」と話す。

　元児童相談所長の矢頭道三さんは、「現場で疲れている先生の話を聞くだけでも効果がある」。連携したほうがいい機関を案内するほか、保護者の支援を先にするなど助言もする。１回で解決できる場合もあれば、１０回以上通うこともある。昨年度は、２５件に対して９１回出動し、１６件を解決に導いたという。

　■話し合いで本音

　宮城県教委は今年７月、県内全域の中学生１１０人がいじめについて話し合うイベントを開いた。担当者は「話し合ううちにかなり本音が出た。いじめのつらさなどを周りに伝えてくれているようだ」と話す。

　軽微ないじめにも目を向け、早期発見に努めているのが京都府教委。１３年度から、子どもが「いやな思いをした」ケースもいじめに計上した結果、１３年度に把握したいじめは全国最多の千人当たり９９・８件で、２位だった鹿児島県の７２・０件を大きく上回った。

　■市町村に遅れも

　一方、市町村教委の対応には遅れが目立つ。文科省によると、今年１０月１日時点でほぼ全ての小中高校がいじめ対策の「基本方針」と、教員や心理の専門家からなる「対策組織」をつくった。しかし、本来学校の参考になるはずの市町村の「基本方針」は４割、調査研究を行う「教委の付属機関」は２割にとどまった。

　市町村からは、人手などの制約で時間がかかるとの声が上がっているという。東京都内のある市は、有識者らによる検討会で議論し、基本方針は来年以降になる見込みだ。担当者は「急いでつくるよりは丁寧にやらなければならない」。

　昨年９月施行の防止法では、自治体の方針や組織づくりは「努力目標」の位置づけ。ただ、文科省の担当者は「本来は市町村が率先した方が学校も動きやすい。方針は簡単でもいいので早めにつくってほしい」と話す。

　（杉原里美、高浜行人）

　■中２自殺、大津市の取り組みは　担任持たぬ教員配置、生まれた余裕

　殴られたり蜂の死骸を口に乗せられたりするいじめを受けて２０１１年に中２男子生徒が自殺、いじめ防止対策推進法ができるきっかけとなった大津市。現在、どんな取り組みが進んでいるのか。越直美市長に聞いた。

　大津市では、１２年９月から市立の小中学校に教職員らでつくる「いじめ対策委員会」を、昨年度からは担任を持たない「いじめ対策担当教員」を置いた。教員は、子どもたちの日々の行動を余裕を持ってみることができるようになった。多忙な現場で増員を図ったことで、実質的な効果が生まれている。

　市内の１３年度のいじめ把握件数は３９４件で、前年度より２０３件増えた。それは、いじめが実態として増えたのではなく、小さないじめでも見つける対策が進んだ証しだとみている。いじめを「疑い」のレベルで発見する早期発見であれば大事には至らない。

　子どもが中心になり劇を企画したり、いじめ防止対策を紹介したりする「こどもフォーラム」を開くなど、子ども主体の取り組みにも力を入れてきた。周囲の子どもからのいじめの訴えも、前年度より１３件増えて２７件になった。

　（堀江昌史）

　■いじめ防止の方針や組織の対応状況（１０月１日現在）

　＜自治体＞　　　　　　　　都道府県　　　市町村

地方いじめ防止基本方針　　９７．９％　４０．５％

いじめ問題対策連絡協議会　９１．５％　３０．５％

教育委員会の付属機関　　　６１．７％　１６．７％

首長の付属機関　　　　　　７０．２％　　９．９％

　＜学校＞

学校いじめ防止基本方針　　　　　９６．４％

いじめ防止対策組織　　　　　　　９８．５％

　（文部科学省の調査から）

http://digital.asahi.com/articles/DA3S11416313.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_DA3S11416313
・道徳教科化Ｑ＆Ａ　子どもの内面を評価？／なぜ教科に？／今後のスケジュールは？（10月23日）
　文部科学相の諮問機関「中央教育審議会」が２１日に出した答申で、２０１８年度にも小中学校の道徳が「教科外の活動」から「特別の教科」に格上げされる見通しになった。そもそもなぜ教科にする必要があるのか。子どもの内面を評価することに懸念はないのか。

　■子どもの内面を評価？

　道徳が教科になることで懸念されるのは、教員が特定の価値観を子どもに押しつけるような授業が出かねないことだ。これまでは、教科書会社の副読本や教員が自分でつくった資料など多様な教材が使われたが、検定教科書導入によって「授業の幅が狭まる」「教科書の内容を教え込むだけの教員が出る」といった声もある。

　また、子どもの心の内面が評価対象になることで、教員の主張と近い子がいい評価を得たり、好き嫌いで評価が決まったりしかねないことも心配される。

　文科省の担当者は、教材については「教科書以外の多様な教材は引き続き使える」とし、評価は「多様な観点で評価し、ほめるのが前提」と話す。ただ、実際は教員の裁量が大きく、こうした事態を避けるための制度としての保障はない。

　中教審の答申は、道徳教育が養う資質が「多様な価値観の対立がある場合を含めて問題を考え続ける」ことだと明記している。そういった授業にするため、学習指導要領や教科書をどうつくっていくかが、当面の課題となりそうだ。

　■そもそも、なぜ教科に？

　道徳の時間は、戦後の道徳教育の要として１９５８年に始まった。週１時間、年３５時間教えるのが標準とされたが、教員によっては席替えや学級会といった別の活動に使われるケースもあるなど、形骸化が指摘されていた。

　そこで、国語や算数などと同じように授業が行われるようにと、安倍晋三首相の肝いりでつくられた政府の「教育再生実行会議」が昨年２月、教科化を提言した。文科省の有識者会議や中教審で議論した結果、検定教科書を使うが、評価は数値ではなく記述式で行う「特別の教科」（仮称）という新しい枠組みをつくることになった。

　そもそも道徳教科化は、第１次安倍内閣の「教育再生会議」も提言したが、当時の伊吹文明・文科相が慎重姿勢を示し、教科書検定や評価が困難だとして見送られた経緯がある。今回は安倍首相に近い下村博文・文科相が「実行会議」の担当大臣も兼ねる中、大きな異論が出ないまま教科化が答申された。

　■今後のスケジュールは？

　文科省は、最短で今年度中に学習指導要領を改訂するとともに、１６年度末までに民間教科書会社から教科書の提出を受け、検定を終わらせるスケジュールを描く。「特別の教科」に位置づけるために省令は改正するが、法案を提出して国会審議をする必要はない。

　指導要領の改訂では、学習内容を大きく分類する「自分自身」「集団や社会とのかかわり」といった四つの項目は変わらないとみられる。ただ、答申で「いじめ」「生命倫理」などの現代的な問題の充実が求められており、細部の検討が必要だ。

　鍵となるのは、教科書づくりの参考になるよう文科省が準備する「学習指導要領解説」。子どもが自ら考え、話し合うことを促すような内容をどう盛り込むかで、教科書の内容にも影響してくる。（高浜行人）

　■教員研修が重要

　田沼茂紀・国学院大教授（道徳教育）の話　単なる価値観の押しつけではない授業を広めるために、教員研修が重要になる。道徳は、教員と子どもや、子ども同士が心を開いて語りあって共感的に理解し合うとともに、小学生では言葉だけでなく寸劇や体験学習など様々な学びを提供しなければならない。子どものあらゆる面から良いところを見つける評価の目も必要だ。こうしたことを現場の教員が理解するため、校内研修などの充実が急務だ。大学の教職課程も、道徳の単位を増やすなどの改革が求められてくる。

　■教科化でこう変わる

　　　　　現行　　　　　新制度

名称　　　道徳の時間　　特別の教科　道徳（仮称）

位置づけ　教科外の活動　特別の教科

教材　　　副読本など　　検定教科書導入

授業時間　年間３５時間（小１は３４時間）

評価　　　なし　　　　　数値ではなく記述式で評価

http://digital.asahi.com/articles/DA3S11416476.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_DA3S11416476
・（ｂｅ　ｂｅｔｗｅｅｎ　読者とつくる）人からほめられたい？　叱られたい？（10月25日）
　家父長制や年功序列意識が根強かった日本では、子どもや部下は「叱って鍛える」のが当たり前とされてきました。しかし近年、少子化に加えてパワハラなどの問題が深刻になると、叱る教育の効果が疑われ「ほめて伸ばす」が主流に。自分がほめられる、叱られる立場ならどちらがいいか聞くと、「ほめられたい」が圧倒しました。
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　■ほめられた方が伸びる

　ほめられたい理由の上位二つは、「単純にうれしくなる」と「やる気や自信が高まる」だった。

　「人は叱られるより、ほめられた方が伸びる。脳科学や心理学、社会学でも実証済みです」。そう太鼓判を押すのは、近著に「尾木ママの子どもを伸ばす言葉　ダメにする言葉」がある教育評論家、尾木直樹さん（６７）だ。話を聞いて受容し、導くという「カウンセリング・マインド」教育が広がった１９９０年代、日本は「ほめて伸ばす」へ転換し始めたという。

　「大企業で働いていた。上司が叱ってばかりの組織よりうまくほめる組織の方が業績が伸びた」（埼玉、７７歳男性）、「楽器を教えているが、ほめた生徒の方が明らかに練習量が増える」（大阪、３９歳女性）との証言も寄せられた。

　しかし、「親からほめられた記憶がない」人は少なくないようだ。今回のアンケートでも、「学年で４、５位の成績やテストで９８点でも『なぜもっと上にいけなかった』と責められ、やる気を失った」（神奈川、５４歳女性）という声や、叱られ続けた人から「自分を好きになれない」「親は反面教師」といった否定的な言葉が並んだ。

　同時に、自分の子育てを悔恨する親も続出。「過保護にならないように厳しく育てたが、『俺の気持ち、わかってくれんかった』と言われた」（大阪、４５歳女性）、「叱りすぎて、萎縮して育ってしまった」（千葉、６３歳男性）。

　尾木さんは、親の子育ては子にも連鎖していくという。「叱られてばかりだった人は自己肯定感が低く、人をどうほめていいかわからない」

　内閣府が６月に発表した「子ども・若者白書」の調査で、「自分自身に満足」と答えた１３～２９歳は米英韓など７カ国中、日本が最低だった。尾木さんは「あるがままの自分を受け入れるのは大事なこと。自己肯定感がないと他人にも優しくなれないし、活力のない国になる」と訴える。

　一方でこんな意見もあった。「このままでいいのかと悩む時にほめられてもかえって不安になる」（岩手、２３歳女性）、「自分に最も厳しいのは自分であるべきだ。叱られたいなんて、甘えでは？」（静岡、３５歳女性）。バランスが大事との声も多かった。

　「ほめ上手、叱り上手」になるヒントを、体験談から見いだそう。

　神奈川の女性（５４）の元上司は、部下をただ叱るのではなく、解決法を共に見いだし「応援しているから一緒に頑張ろう」と笑顔で締めくくっていた。「どんな部下にも平等に対応し、叱られた方も最後は笑顔で『頑張ります！』。爽やかな空気が流れました」

　秋田の女性（６５）は自分の父のことを振り返り、「部下を叱るときは人目を避け、人間性を否定しないように注意する。ほめる時はみんなの前で大きな声でほめる、と言っていた」という。「そのためか、部下がよく我が家に遊びに来ていました」

　尾木さんは「叱ると怒る、ほめるとおだてるを勘違いしてはダメ」と注意点を指摘する。例えば子どもに「こら！」と怒ると恐怖心から反射的に動きを止めるが、「何も理解していない。それでは動物の調教と同じです」。

　ほめ言葉としては、親の価値観を押しつけるような「いい子ね」ではなく、「『よく１人で靴をはけたね』などと具体的な行為に対し、プロセスを含めて認めてあげて」。

　ちなみに自他共に認める「叱られやすいタイプ」の筆者は、昔も今もなかなかほめてもらえない。だから心身ともに疲れた時は、「よくやっているね」「頑張れ～」と自分につぶやく。意外と元気が出ます。（原島由美子）

http://digital.asahi.com/articles/DA3S11417429.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_DA3S11417429
・児相幹部、電話相談「放っておけ」　佐世保高１殺害事件（10月26日）
　長崎県

 HYPERLINK "http://www.asahi.com/topics/word/%E4%BD%90%E4%B8%96%E4%BF%9D%E5%B8%82.html" \o "佐世保市のトピックスを開く" 佐世保市の同級生殺害事件の殺人容疑で逮捕された少女（１６）＝鑑定留置中＝について、診察した精神科医が事件前、「人を殺しかねない」と県佐世保こども・女性・障害者支援センター（児童相談所）に電話した際、センターの幹部職員が「病院からの丸投げは放っておけ」という趣旨の発言をしていたことが関係者への取材でわかった。この幹部職員は事件後、部下へのパワーハラスメントで処分も受けていた。

　県の調査によると、精神科医から児童相談所に電話で相談があったのは事件の約１カ月半前の６月１０日。少女については匿名だったが、精神科医は自分の氏名は名乗った。

　関係者によると、幹部職員は自治体や病院などの外部機関からの相談を受ける部署に所属。電話を受けた１０日は不在で、電話内容は翌日に報告を受けた。その際、「病院からの丸投げを受ける必要はない」との趣旨の発言をした。幹部職員は関係機関からの連絡について普段から「丸投げを受けるな」という内容の発言をしていたという。

　電話の内容は幹部職員の上司にあたる所長にも報告され、センターは、支援の必要性を検討する受理会議を開かず、県教委など関係機関にも連絡しなかった。県幹部は「所長も報告を受けており、（幹部職員の発言で）センターの対応に直接的な影響があったとは考えていない」としている。

　幹部職員はこのほか、部下への指導で威圧的な言動を繰り返していたといい、事件後、職員が内部告発し、県人事課が調査。県はパワハラと認定し、幹部職員は９月下旬、文書による厳重注意処分を受けた。

http://www.asahi.com/articles/ASGBV3SH3GBVTOLB002.html?iref=comtop_pickup_03
＊プレスリリース
【2014年10 月10日　ニューヨーク発】
今年で3回目を迎える国際ガールズデー（10月11日）。
今年のテーマは「女の子への暴力」です。この日を前に、ユニセフは世界で広がる
女の子への暴力やそれを容認する人々の考え方について、9月4日の『子どもへの暴力防止キャンペーン レポート 統計版"白昼の死角"』をはじめ、これまでに様々な形で発表されたデータをまとめ、改めて紹介します。これらのデータは、暴力が10代の女の子たち、彼女たちの未来、そして地域社会や国の将来に与える影響について
明らかにするものです。以下が主な発表内容です。
■身体的暴力
世界中で15歳から19歳の女の子・若者の約4分の1（約7,000万人）が、15歳以降、
何らかの身体的暴力を受けたことがあると答えています。10代前半の女の子の3人に
2人近くが、日常的に体罰を受けています。女の子は10代後半になっても親からの
体罰を受けるとともに、パートナーからの暴力の被害にもあいやすくもなります。
■性的な暴力
20歳未満の女の子・若者約1億2,000万人（約10人に1人）は、強制的な性交あるいはその他の性的暴力を受けたことがあります。結婚したことのある15歳から19歳の3人に1人（約8,400万人）が、夫やパートナーによる精神的・身体的・性的暴力の被害にあっています。
■暴力に関する考え方
世界全体で見ると15歳から19歳の女の子・若者の半数近くが、場合によっては-
例えば、性的関係を拒む、無断で外出する、言い争う、子どもをネグレクトする、
拙い食事等を理由に-男性が妻やパートナーをたたくことは正当化できる、と考えています。一部の国では、身体的・性的虐待の被害にあった15歳から19歳の女の子・若者の約10人中7人が、一度も助けを求めていないことがわかりました。
その多くが、それが虐待だと思わなかった、問題だと思わなかった、と答えています。
■児童婚
世界では、7億人以上の女性が18歳未満で結婚しており、そのうち約3人にひとり
（約2億5,000万人）が、15歳未満で結婚しています。最も児童婚の割合が高いのは
南アジアとサハラ以南のアフリカです。

■女性性器切除（ＦＧＭ/C）
アフリカと中東の29カ国で、約2,800万人の10 代の女の子が、女性性器切除（FGM/C）
を受けています。それらの国の女の子たちの大多数がこの慣習がなくなるべきだと
考えているにもかかわらず、いまだに残っているのです。

「これらのデータは、暴力を容認し、存続させ、 正当化さえしている人々の考え方に訴えます。あらゆる地域の、すべての人への警告ととらえるべきでしょう」ユニセフ事務局次長のギータ・ラオ・グプタは述べています。

ユニセフは、女の子への暴力を防止するためのアクションを提示します。女の子を
学校に通わせ続けること、ライス・スキルを提供すること、親たちを支援すること、
対話によって考え方・社会通念を変えること、司法・刑事・社会的制度やサービスを
強化すること、などが含まれます。「問題はグローバルですが、その解決策は、国、
地域社会、家族のレベルで見つけなければなりません。我々には、若者を守り、
教育し、力をつけさせ、そして女の子への暴力を終わらせる責任があるのです」
（ラオ・グプタ次長）

女の子への暴力：発表データについて
ユニセフ本部から公表後、日本ユニセフ協会HPからもダウンロードいただける
ようになる予定です。
＊　＊　＊
■報告書『子どもへの暴力防止キャンペーン レポート 統計版"白昼の死角"
（原題：HIDDEN IN　PLAIN SIGHT　A statistical analysis of violence
against children）』
今回発表されるデータの元になった報告書で、本年9月4日に発表されました。
以下をご欄ください。
http://www.unicef.or.jp/news/2014/0055.html
■参考：子どもへの暴力防止キャンペーン
ユニセフは2013年7月31日、子どもへの暴力をなくすための行動を求める
「子どもへの暴力防止キャンペーン」を開始し、暴力はどこにも存在するが、
しばしば見えにくいところでおき、また、社会的・文化的規範によって容認されているということを訴えてきました。 ‘見えていないものを見えるようにする’
（‘Make the invisible, visible’）という標語のもと、キャンペーンは、まずは
人々の考え方、行動や政策を変えるための意識の啓発に努めています。
同キャンペーンはまた、成功した取り組みを集め焦点をあてることで、暴力は防止
することができるという考え方を伝えています。世界各地域の約70カ国がこのキャンペーンに参加し、さまざまな形の子どもへの暴力の発見、追跡、報告に力を入れています。詳しくは以下をご参照ください。
http://www.unicef.org/endviolence/
■本プレスリリースに関するお問い合わせ
（公財）日本ユニセフ協会 広報室
TEL：03-5789-2016　 FAX : 03-5789-2036　jcuinfo@unicef.or.jp
または
Melanie Sharpe, UNICEF New York, +1 917-485-3344, msharpe@unicef.org
Elissa Jobson, UNICEF New York, +1 917 930-4521, ejobson@unicef.org
・～みんなが、子育てしやすい国へ～ 「いよいよ始まる！子ども・子育て支援新制度」（10月14日）

（PR TIMES） - リリース発行企業：内閣府政府広報室
平成27年4月から「子ども・子育て支援新制度」が本格スタートします。これにより、「認定こども園」の普及、保育の場の増加、地域の様々な子育て支援の充実などが図られます。来春の制度スタートを控え、保護者の皆さんには事業の内容、手続きなどをぜひ知っておいていただきたいと思います。今回は、政府インターネットテレビより「いよいよ始まる！子ども・子育て支援新制度」についてお伝えします。

ここを知ってほしい、新制度のポイント
新制度は、共働きの家庭だけではなく「すべての子育て家庭」を支援しています。子育ての悩みを当事者だけで抱え込まず、社会全体で支えていける仕組み作りを目指しています。
（１）認定こども園と地域型保育　～　新制度で増える教育・保育の場
小学校就学前の施設としては、これまで幼稚園と保育所の２つが多く利用されてきました。新制度では、これに加えて教育・保育両方の良さをあわせ持つ「認定こども園」の普及を、地域の実情に応じて図ります。

認定こども園　３つのポイント
1. 保護者の働いている状況に関わりなく、３～５歳のどの子どもも教育・保育を一緒に受ける。
　 ※０～２歳の子どもが通園する場合は、保育の必要性の認定を受けることが必要
2. 保護者が働かなくなったなど、勤労状況が変わった場合も、通い慣れた園を継続利用できる。
3. 子育て支援の場が用意されていて、園に通っていない子どもの家庭も、子育て相談や親子の交流の場などに参加できる。
※3歳以上の子どもであれば、共働き世帯でなくても申し込むことが出来ます。詳しくは自治体へ確認を。
---------------------------------------------------------------------------------------
また、新たに少人数の子どもを保育する事業（地域型保育）を創設することで、都市部では待機児童の問題を解消し、子どもが減っている地域では、身近な保育の場を確保していきます。

地域型保育　４つのタイプ
1. 家庭的保育（保育ママ）
定員5人以下を対象に、家庭的な雰囲気のもと、きめ細やかな保育を行います。

2. 小規模保育
定員6～19人を対象に、家庭的保育に近い雰囲気のもと、きめ細やかな保育を行います。
3. 事業所内保育
会社の事業所の保育施設などで、従業員の子どもと地域の子どもを一緒に保育します。
4. 居宅訪問型保育
障害・疾患などで個別のケアが必要な場合や、施設がなくなった地域で保育を維持する必要がある場合などに、保護者の自宅で1対1で保育を行います。

(２）地域の子育て支援の充実
新制度は、共働き家庭だけでなく、すべての子育て家庭を支援する仕組みです。家庭で子育てをする保護者も利用できる「一時預かり」や、身近なところで子育て相談などが受けられる「地域子育て支援拠点」、保護者が昼間家庭にいない小学生が通う「放課後児童クラブ」など、地域の様々な子育て支援の充実が進められます。また、それぞれの子育て家庭のニーズに合った支援を受けられるよう、利用者支援事業が創設されます。
「地域の子育て支援」の取組みの例
●地域子育て支援
地域の身近なところで、気軽に親子の交流や子育て相談ができる場所を増やします。公共施設や保育所など、様々な場所で、行政やＮＰＯ法人などが担い手となります。
●一時預かり
急な用事や短期のパートタイム就労など、子育て家庭の様々なニーズに合わせて、一時預かりを利用しやすくします。
●病児保育
病気や病後の子どもを、保護者が家庭で保育できない場合に、病院・保育所などに付設されたスペースで預かります。保育所などの施設によっては、保育中の体調不良児を、保護者の迎えまで安静に預かるところもあります。
---------------------------------------------------------------------------------------
新制度の取組みは、住民に最も身近な市町村が中心となって進めます。都道府県や国は、市町村の取組みを制度面や財政面などで支えていきます。地域で実際にどのような支援が提供されるかは、お住まいの市町村にお問い合わせください。

利用申し込みの手続きに関して
平成27年度に向けた教育保育施設の利用申し込みの手続きは、今年度中に開始されます。新制度では、右のような3つの認定区分に応じて、施設などの利用のための認定を受ける必要があります。幼稚園などでの教育を希望する場合は１号認定が、家庭での保育が難しく、保育所などでの保育を希望される場合は、2号認定または3号認定が必要です。この場合、保護者の方が仕事をしている、求職活動中である、親族の介護や看護で忙しいなどによる「保育の必要性」の認定を、お住まいの市区町村へ申請していただきます。
また、新制度における保育料は、国が定める基準の範囲内で保護者の所得に応じて各市町村が決定します。具体的な手続きや保育料についてはお住まいの市区町村にお問い合わせ下さい。
新制度についてさらに詳しい情報は「すくすくジャパン」の検索ワードで特設サイトへアクセスしていただくほか、以下のインターネットテレビをご覧ください。
＜さらに詳しい情報はこちらから＞
・内閣府　子ども子育て支援新制度
URL：http://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/
＜インターネットテレビもチェック＞
１. 具体的事業について
・徳光・木佐の知りたいニッポン！～いよいよ始まる！　子ども・子育て支援新制度
URL：http://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg10299.html
２. 利用申込手続き・保育料について
・子ども・子育て支援新制度の利用に向けて　～平成27年4月からスタートします～URL：http://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg10548.html
・（PR TIMES） - リリース発行企業：株式会社ベネッセホールディングス
放課後時間が忙しくなる一方で、過半数が「時間をむだに使っている」と感じている
　株式会社ベネッセホールディングス（本社：岡山市）の社内シンクタンク「ベネッセ教育総合研究所」では、2013年11月に、全国の小学5年生から高校3年生8,100名を対象にした、生活時間の実態と意識に関する調査を実施しました。この調査は第1回を2008年に行っており、子どもたちの時間の使い方や意識についての現状と5年間の変化をとらえ、生活や学習における課題を明らかにすることを目的にしています。 本調査の主な結果は、以下の通りです。

1）「忙しい」「もっとゆっくりすごしたい」と感じている子どもが半数を超えている。
●「忙しい」と感じている子どもは、小：51.2％、中：64.8％、高：70.4％で、半数を超える。
●「もっとゆっくりすごしたい」と感じている子どもは小74.2％、中85.1％、高84.7％で、7割を超える。
2）携帯電話やスマートフォンを使う時間は、すべての学校段階で増加している。
●第1回調査と比較すると、「携帯電話を使う」と「スマートフォンを使う」 の合計平均時間は、小：＋5.5分、中：＋12.9分、高：＋37.1分とすべての学校段階で増加している。
●一方で、「テレビやDVDを見る」の平均時間は、すべての学校段階で減少している。
3） 子どもたちの生活リズムは維持・改善され、学習時間も増加している。
●第1回調査と比較すると、すべての学校段階で平均睡眠時間に変化は見られないが、朝6時までに起床する子どもの割合は増加している。
●「学校の宿題をする時間」の平均はすべての学校段階で増えており、「学校の宿題以外の勉強をする時間」の平均も、中・高校生で増加している。
4） 「時間をむだに使っている」と感じる子どもは半数以上。時間の使い方についての自己評価は低下。
●「時間をむだに使っていると感じる」子どもは小：50.3％、中：63.2％、高：68.1％で、半数を超える。
●日ごろの時間の使い方の自己評価を第1回調査と比較すると、すべての学校段階で低下している。
5） 子どもの放課後の行動は、「内向き化」傾向にある。
●「外で遊ぶ・スポーツをする（習い事・部活動を除く）」の平均時間は、小：40.7分、中：17.1分、高：10.8分で、第1回調査と比較すると、すべての学校段階で減少傾向にある。
●「映画館に映画を観に行く」「スポーツを観に行く」「地域の行事に参加する（夏祭りなど）」など、さまざまな体験活動への平均参加回数は、すべての学校段階で減少傾向にある。
　現在の学習指導要領の下、授業時数の増加によって学校滞在時間が長くなり、子どもたちの放課後の可処分時間は減少しています。また、この5年間の大きな変化であるスマートフォンの普及は、子どもの生活時間に大きな影響を与え、生活時間の自己管理をとても難しくしています。そんななかでも、子どもたちは生活リズムを維持しながら、時間をやりくりして学習時間を確保しているようです。一方で、多忙感を抱えていたり、時間の使い方について課題や悩み、不満を抱えていたりする子どもたちは多いようです。
　こうした結果から、子どもたち自身が時間の使い方についてじっくり考える機会を持ったり、時間の使い方の課題を踏まえた上で保護者や教員がアドバイスしたりする必要があると言えそうです。
■調査概要
・調査テーマ
　子どもの生活時間の実態と時間に関する意識
・調査方法
　郵送法による自記式質問紙調査
・調査時期
　2013年11月11～15日
・調査対象
　第1回調査（2008年）：全国の小学5年生～高校2年生8,017名（配布数25,716通、回収率31.2％）
　第2回調査（2013年）：全国の小学5年生～高校3年生8,100名（配布数29,400通、回収率27.6％）
・調査の枠組み
　PARTI：子どもたちの時間の使い方[意識と実態]
　～アンケート形式の設問に回答～
⇒【速報版】本リリースはPARTIの内容にあたるものです
　PARTII：子どもたちの24時間
　～平日24時間の生活を15分単位で記入～
・調査項目
　（PARTI部分）
　ふだんの生活時間／習い事／学習塾の利用／部活動（中・高校生のみ）／アルバイト（高校生のみ）／土曜日のすごし方／1年間にすること／もっとも好きな時間／時間のすごし方／時間の使い方の点数（自己評価）／家族と決めている時間のルール／将来について／日本社会について／心や身体の疲れ／ふだん使用する電子機器／成績の自己評価／希望する進学段階など
・調査/分析協力者
　明石 要一 先生（千葉敬愛短期大学 学長）
　都筑 学 先生（中央大学 教授 文学部長）
　藤川 大祐 先生（千葉大学 教授）
　佐藤 香 先生（東京大学 准教授）
　西島 央 先生（首都大学東京 准教授）

　本リリース内容の詳細につきましては、ベネッセ教育総合研究所のホームページから「第2回 放課後の生活時間調査-子どもたちの時間の使い方［意識と実態］ 速報版 [2013]」をダウンロードできます。こちらもあわせてご覧ください。http://berd.benesse.jp/shotouchutou/

■主な調査結果 ※高校生の経年比較は、高3生を除外して実施している
１.「忙しい」「もっとゆっくりすごしたい」と感じている子どもが半数を超えている。
２.携帯電話やスマートフォンを使う時間は、すべての学年で増加している。
３.一方で、「テレビやDVDを見る」時間の平均は、すべての学校段階で減少している。
４.平均睡眠時間に変化は見られないが、朝6時までに起床する子どもの割合は増加している。
５.「学校の宿題をする時間」「学校の宿題以外の勉強をする時間」は増加している。
６.「時間をむだに使っている」と感じている子どもは半数を超えている。
７.時間の使い方についての自己評価は、すべての学校段階で低下している。
８.「外で遊ぶ・スポーツをする（習い事・部活動を除く）」の平均時間は減少傾向にある。
９.さまざまな体験活動への参加は、どの学校段階でも平均回数が減少傾向にある。
＜ベネッセ教育総合研究所の活動／ウェブサイトについて＞
　ベネッセ教育総合研究所では、今後も時代の変化に即したテーマで、子どもや教育に関する調査や研究活動を行い、その結果を広く社会に開示することで、さまざまな方々との議論の輪を広げていきたいと考えています。ベネッセ教育総合研究所のウェブサイト（http://berd.benesse.jp/）では、今回の調査データのほかにも、さまざまな独自調査のデータ・報告書を公開しています。
http://www.asahi.com/and_M/information/pressrelease/CPRT201427317.html
・親子の意識の違いに関する実態調査 ～母親が子供に今後教えたいこと、子どもが親に教えてもらいたいことは 不一致な結果に～（10月20日）
（@Press） - 株式会社日本能率協会総合研究所(本社：東京都港区、代表取締役：加藤 文昭)は、2014年7月、全国の小学4年生～中学3年生がいる600世帯を対象として「親子の意識に関する調査」を実施し、同世帯の母親と子どもそれぞれに調査を行いました。下記のような結果が明らかになりましたのでご報告致します。

【主な調査結果】
1：今までに母親が教えてきた・子どもが教えてもらったことTOP3は親子で回答が一致。
2：今後母親が教えたい・子どもが教えてもらいたいことは不一致に。親は基礎を、子はテクニックを求める傾向。
3：子どものものの選択者は、下着類は主に親、本・マンガやゲーム、おもちゃは主に子ども。
4：子どもが1年以内にねだったものは平均1万5千円。親子で回答した金額が一致は8割。

【調査内容】
1．今までに母親が子どもに教えてきたこと、子どもが親に教えてもらったこと
母親調査「あなたは、以下の項目について、今まで特に意識して、お子様に教えたり伝えたりしたことはありますか。」(複数回答)
子ども調査「以下の項目のうち、あなたが今までに自分の親からしっかり教えてもらったこと・やってもらったことをお答えください。」(複数回答)
●母親が子どもに教えてきたことは「基本的な生活習慣」がTOPで86.0％、次いで「基本的なしつけ」が84.7％、「社会生活に必要なルール」が83.5％と続いている。子どもに親から教えてもらったことを尋ねたところ、「基本的なしつけ」がTOPで66.9％、次いで「基本的な生活習慣」が63.4％、「社会生活に必要なルール」が57.8％と続いている。

●“母親が子どもに教えてきたこと”と“子どもが親に教えてもらったこと”を比較すると、母親の方が子どもより選択する割合が高い傾向にあり、特に「社会生活に必要なルール」(母親83.5％、子ども57.8％、と25.7ポイント差)が最も差が大きく、次いで「基本的な生活習慣」(母親86.0％、子ども63.4％、と22.6ポイント差)となっている。
図1 母親が子どもに教えてきたこと、子どもが親に教えてもらったことランキング（それぞれn＝393）
http://www.atpress.ne.jp/releases/52505/img_52505_1.jpg
図2 母親が子どもに教えてきたこと、子どもが親に教えてもらったこと(散布図）
http://www.atpress.ne.jp/releases/52505/img_52505_2.jpg
2．今後母親が子どもに教えたいこと、子どもが親に教えてもらいたいこと
母親調査「あなたは、以下の項目について、今後特に意識して、お子様に教えたり伝えたりしたいことはありますか。」(複数回答)
子ども調査「今後、あなたが自分の親から教えてもらいたいこと・やってもらいたいことをお答えください。」(複数回答)
●母親が子どもに今後教えたいことは「社会生活に必要なルール」がTOPで57.0％、次いで「人を思いやる心」が49.6％、「基本的な生活習慣」が43.8％と続いている。子どもが親から教えてもらいたいことは、「進学や就職のための教育や指導」がTOPで30.3％、次いで「暮らしの中の知恵やコツ」が28.8％、「社会生活に必要なルール」が27.2％と続いている。
●“母親が子供に今後教えたいこと”と“子どもが親に教えてもらいたいこと”を比較すると、母親の方が子どもより選択する割合が高い傾向であった。逆に子どもの方が母親より選択する割合が高いものとしては、「運動・スポーツ」(子ども18.1％、母親4.3％、と13.8ポイント差)、「学校のレベルを超えた勉強」(子ども19.3％、母親5.6％、と13.7ポイント差)、「学校で習う範囲の勉強」(子ども24.7％、母親12.7％、と12.0ポイント差)、「外での遊び」(子ども13.7％、母親4.8％、と8.9ポイント差)となった。
図3 母親が子どもに教えたいこと、子どもが親に教えてもらいたいことランキング(それぞれn＝393)
http://www.atpress.ne.jp/releases/52505/img_52505_3.jpg
図4 母親が子どもに教えたいこと、子どもが親に教えてもらいたいこと(散布図)
http://www.atpress.ne.jp/releases/52505/img_52505_4.jpg
3．子どもの身の回りの商品を購入する際の選択者
母親調査「あなたのお子様が利用する、以下に挙げる身の回りのものについてお聞きします。これらを購入・利用する際、主に選ぶのはあなたとお子様のどちらですか。」(それぞれ単数回答)
●子どもの身の回りのものを購入・利用する際に、主に選ぶのは誰かを母親に尋ねたところ、主に「母親が選ぶ」が多いものは、“下着類”がTOPで63.1％、次いで“洋品小物”が47.3％、“おやつ”が46.3％と続いている。主に「子どもが選ぶ」が多いものは、“本・マンガ”がTOPで76.1％、次いで“ゲーム”が62.3％、“おもちゃ”が55.5％となった。なお、「相談して選ぶ」が多いものは、“外食時のお店”がTOPで69.5％、次いで“靴”が50.1％、“洋服”“スポーツ用品”がともに43.8％と続く。
図5 子どもの身の回りの商品の選択者(n＝393)
http://www.atpress.ne.jp/releases/52505/img_52505_5.jpg
4．子どもにねだられ購入した高価なもの、子どもが親にねだって購入した高価なもの母親調査「あなたのお子様から直近1年以内に購入をせがまれた(ねだられた)ものの中で、実際に購入した最も高価なものはいくら位ですか。」(単数回答)
「上記でお答えになったものを具体的にご記入ください。」(自由記述)
子ども調査「あなたがこの1年以内に親にねだったもので、実際に買ってもらったもののうち、最も高価なものはいくら位ですか。」(複数回答)「上記でお答えになったものを具体的にご記入ください。」(自由記述)
●子どもがねだって購入してもらったもののうち最も高価だったものの金額を子どもに尋ねたところ、「1万円～3万円未満」が23.7％、「5,000円～1万円未満」が20.1％、「3,000円～5,000円未満」が20.6％であり、平均すると約15,000円となった。また子供に具体的に購入してもらったものを尋ねたところ、「ゲーム」「ゲームソフト」「スポーツ用品」「衣類」等が多く挙げられた。
●母親に尋ねた金額と子どもに尋ねた金額が一致していた割合は約80％。
図6 子どもがねだった高価なもの(n＝393)
http://www.atpress.ne.jp/releases/52505/img_52505_6.jpg
図7 子どもがねだった高価なもの(n＝393)
http://www.atpress.ne.jp/releases/52505/img_52505_7.jpg
図8 子どもがねだった金額と母親が答えた金額(n＝393)
http://www.atpress.ne.jp/releases/52505/img_52505_8.jpg
図9 子どもがねだった金額と母親が答えた金額の合致度(n＝393)
http://www.atpress.ne.jp/releases/52505/img_52505_9.jpg

【調査概要】
＜調査タイトル＞
親子の意識に関する調査
＜調査内容＞
◆母親調査
・年齢、居住地域、職業
・子供の身の回り品の選定者
・子供にせがまれ購入したもの・その金額
・子供に意識して教えたこと・今後教えたいこと
◆子ども調査
・性別、学齢
・身の回り品のうち、自分で選びたいもの
・親にねだり買ってもらったもの・その金額
・親から教えてもらったこと・今後教えてもらいたいこと他
＜調査対象者および発送数＞
小学4年生～中学3年生のいる世帯の子どもおよび母親　600世帯
＜有効回収数（内訳）および有効回収率＞
男児小学生と母親：96世帯　　男子中学生と母親：104世帯
女児小学生と母親：93世帯　　女子中学生と母親：100世帯
合計：393世帯　有効回収率：65.5％
＜実施時期＞
2014年7月24日～2014年7月29日
＜調査方法＞
日本能率協会総合研究所　モニターリサーチシステムを利用したFAX調査

http://www.asahi.com/and_M/information/pressrelease/CATP20142505.html
＊SYNODOS（シノドス）
・大人が「子どもの貧困」を隠してきた 『チャイルド・プア』著者・新井直之氏インタビュー
（10月20日）
6人に1人の子どもが、貧困に陥っている――8月29日に「子供の貧困対策大綱」が出されるなど、近年注目を集めている「子どもの貧困」。支援者だけでなく、当事者である子ども、そしてその親への取材を重ね、「子どもの貧困」の実態に迫った『チャイルド・プア～社会を蝕む子どもの貧困～』（TOブックス）が出版された。なぜ「子どもの貧困」は放置されてきたのか。そして今後の支援はどう考えるべきなのか。著者の新井直之氏にお話を伺った。（聞き手・構成／金子昂）
 

子どもの貧困の行き着く先

―― 「子供の貧困対策大綱」が出され、「子どもの貧困」への注目が集まっています。子どもの相対的貧困率は16.3％、つまり「6人に1人」が貧困という衝撃的なデータがありますが、本書に収録されている4人の当事者の話は、データからは見えにくい、「子どもの貧困」の問題の根深さを感じさせるものでした。
特に深刻なのは、ひとり親家庭です。貧困率は54.6%。先進国で最悪の水準です。本書では紹介していませんが、取材の過程で、経済的に厳しい母子家庭で育つ中学生の姉と小学生の弟にも出会いました。母親は、夫の暴力が原因で離婚し、強いストレスと精神疾患を抱えてギリギリの生活をしていました。収入は、パートで月に13万円。家賃と食費を除くとほとんどお金が残らない生活です。母親は以前、複数のパートを掛け持ちしていましたが、身体を壊して救急車で運ばれてからは、体調が優れません。次第にアルコールに逃げるようになり、うつ病も悪化して、子育てを放棄するようになったんです。

その結果、子どもたちには、まともな食事が与えられず、学校の給食がほとんど唯一の食事になりました。中学生の姉は、母親との関係が悪化して学校にも行かなくなり、リストカットを繰り返す……。小学生の弟は、友達と同じように学用品や衣類を買ってもらえないことが原因で、友達にいじめられるようになり、やがて不登校になりました。

このように、子どもの貧困は、経済的な厳しさを背景に、家庭内の複合的な要因とともに深刻化します。親は、非正規雇用による低賃金、精神疾患、家庭内暴力、障害、虐待、ネグレクトなど複雑な問題を抱えていて、人との関わりを拒絶したり、助けを求めることもできない状態に追いつめられていたりします。

周囲の人は、たとえ子どもの異変に気づいたとしても、家庭の経済的な問題なので、どこまで踏み込んで親に事情を訊いてもいいのか、戸惑いますよね。

ですから、子どもの貧困は、大人の貧困以上に根が深く、解決の難しい問題だと感じています。これからの日本社会を担う子どもたちから、自立して生きていくために必要なあらゆる機会を奪うだけでなく、生きる意欲さえ失わせるんですから。子どもの貧困の行き着く先は、10年後、20年後の日本社会の崩壊かもしれません。

 

―― お金を支援したらそれですべてが解決するような話ではないですね。
ええ、先ほどの小学生の弟は、家でほとんどご飯を食べられないので、いじめに遭っても給食だけは学校に食べに行っていました。見るに見かねた担任の先生が、おにぎりや下着を買ってきて、そっと手渡すことも少なくなかったそうです。こうしたことが積み重なれば、自己肯定感や自尊心も深く傷つくでしょう。子どもの貧困は、経済的な貧困に留まらない、「心の貧困」でもあるんです。

しかも取材を重ねてわかったのですが、同じような経験をしている子どもは他にもたくさんいました。「まさか、豊かなはずの現代の日本に……」と、これまでの価値観が大きく揺らぎました。

大人が隠してきた「子どもの貧困」

―― 本書は「特報首都圏」という番組での取材がもとになっています。「子どもの貧困」を取りあげるにあたって、苦労したことはなんでしょうか？
まずは企画を通すことですね（苦笑）。5年ほど前から上司に「子どもの貧困」を取りあげたいと提案はしていたのですが、なかなか通らなかったんです。まだまだ「子どもの貧困」の深刻さが知られていなくて、「本当にそんなことあるの？」といった反応が多かったです。

もっとも苦労したのは、当事者である子どもの声を直接聞くことです。企画を通すために、学校の先生や支援をしているNPOの職員、自治体の福祉の担当者など、実態を知る周囲の大人たちに取材をしていました。子どもの貧困の深刻さを確信した反面、これはそうとう踏ん張って本人たちを取材しないと本当の実態は見えてこないと感じました。

 

―― 踏んばらないと見えてこないとは？
どれだけ深刻な状況なのか、どんな家庭環境に置かれているのか、同じ当事者を見ていても、人によって見え方が違ってきます。周囲の大人の話だけを聞いていても本当のところはわからない。当事者が何を思っているのかを聞きたいんですね。でも、「取材」となると子どもの本音を引き出すのは本当に難しいんです。

子どもとの信頼関係を作るために何度も足を運んで打ち解ければ、悩みを打ち明けてくれる程度には仲良くなれる子もいます。でもカメラを入れた「取材」となると、ハードルが上がる。子どもたちも身構えますし、何より保護者の許可をとる必要があります。しかも保護者に辿り着けるケースの方が稀なんです。連絡が付かなかったり、事前に断られてしまったりすることがほとんどで。

一方、学校や支援団体を頼りにしようとしても、やはりテレビの取材だと断られることがほとんどです。

 

―― 子どものプライバシーを守るためですか？
そうですね。たとえ顔をぼかしてプライバシーに配慮したとしても、絶対に個人を特定されないという保証はありません。不安になるのは当然です。マスコミに紹介したことによって、当事者の子どもや家族にトラブルが降りかかるようなことがあれば一大事ですから。

でも、中には、取材に協力することで、面倒なことに巻き込まれたくない、責任は負いたくないという大人のエゴが透けて見えることも少なくありませんでした。こうした場面に直面するたび、「だから子どもの貧困問題が世の中に伝わらないんだ」と強い憤りを感じました。しかし、それと同時に、子どものプライバシーを考えると、取材を続けていく自信を失いかけることもあって、まさにジレンマですね。

さらに、私たち報道機関もまた、プライバシーを言い訳に、この実態を十分に伝える努力を怠ってきたのかもしれないと感じることもあります。

子どもの貧困を隠してきたのは、私たち大人ではないか。言い換えれば、私たち大人が作り上げた社会、あるいは１人ひとりの大人によって子どもの貧困が見えづらくなっているのではないかとさえ思います。

 

子どもと過ごす時間を考える

―― 出版の際には、テレビでは伝えきれなかったものもお書きになっていると思います。
そうですね。テレビは映像があってこそのメディアですし、限られた時間でわかりやすく伝えるためには、ストーリーをシンプルにしなくてはいけません。そのため、描ききれない要素が必ず出てきます。

例えば、すでにお話したように、経済的に困窮する家庭では、非常に複雑な事情が絡み合っていて映像化するのが非常に難しい。さらに、貧困に至る経緯も、様々なルートがあって、ひとつひとつの分かれ道で、救われる道もあったのかもしれないけれど、結果的にどんどん悪い方へ進んでしまったということもあると思います。そうした子どもの貧困の複雑さについては、文章できちんと個別のケースを丁寧に描くほうが、より伝わると思いました。

 

―― 本書ではいろいろな親がでてきますね。例えば第一章で取り上げられている、パートをしながら生活保護と児童手当で2人の子どもを育てているシングルマザーの朋美さんをみると、簡単に「親が悪い」「フルタイムで働けばいい」なんて言えないんだと改めて思いました。
ええ、朋美さんと正樹くんのケースでは、子どもの貧困を解決するために必要な支援を考える上での大切な視点が浮かびあがってきます。

正樹くんがいじめられていたときに、忙しい母親を心配させないように「自分が我慢すればいい」と思っていたのだと気づいた朋美さんは、子どもとの時間をとることを大切にされています。「貧乏なんだからとにかく働け」と思う方もいるかもしれません。24時間子どもを預かってくれる託児サービスがあればいいと考える人もいると思います。でも、多感な時期の子どもと一緒に過ごす時間は、かけがえのないものだと思います。

子どもの貧困は、ただ親の雇用の問題を考えるだけでは解決しません。子どもとの時間を確保することを視野に入れながら、労働環境や現金給付、サービスによる支援がどうあるべきなのかも一緒に考えていかないといけないと思います。

 

―― 正樹くんが、いつもおにぎりだけのお弁当に、からあげがついていて喜ぶ描写や、ときおり周りの子をみて、自分と違うことに傷ついている様子は、胸に刺さるものがありました。
そうですね。「親は恨んでいない」といいながら「普通に暮らしたい」とも話すような子どもの機微も、番組では伝えきれなかったものです。

 

いろいろな親、いろいろな子ども

―― 第二章で取り上げられている、約2年間、車上生活で全国を転々としていた中学2年生の聡くん（仮名）のことですね。取材された中でも、印象に残っている子ですか？
第二章を書けたらそれでいいと思っていたくらい印象に残っています。「現代の日本に車上生活をしている子どもがいるなんて！」という驚きもありましたし、あまりに純粋な聡くんをみていると、子どもに罪はないとあらためて思いました。

 

―― 聡くんは、「自分と同じようにつらい子の助けになるなら」といって取材を受けていたり、新井さんがお礼に「コンビニでなんでも買っていいよ」と言ったら、飴玉とペットボトルしか手にせず、学習支援教室でお世話になっているみんなのために配りたい、と話していたり、とてもいい子だと思いました。
あのとき、お金で子どもの心を救おうとした自分のあさましさに気づいて、心から恥ずかしくなりました。同時に、聡くんの心のたくましさに、希望を感じました。

本書にも書きましたが、聡くんに中学校の制服が夏服一着しかないので、「上着はどうしたの？」と聞いたところ「これから買ってくれると思う」と親をかばっていました。でも、その後も買ってもらえないんです。それでもこうした生活に対して「これでいいんだ」って言っていました。

 

―― 本当に「これでいい」と思っているかもしれないですよね。やはりつらそうなときがあるのでしょうか？
ええ、「やっぱりつらいんだな」と思わせるときは多々あります。車上生活を送る前の小学校時代のことを話してもらうと表情が曇りますし、みんなと同じような生活を送っていたのは遠い過去の話で、いまはまったく別の世界で生きているような話し方をするんです。

小学六年生の二学期初めから中学二年生の一学期まで学校に通えていなかったので、同級生とのあいだに大きな学力の差があります。当然、学校に馴染めていない。聡くんは、学校に行かなくなってからは、町の中で同級生とすれ違わないよう、放課後ではなく日中に出歩くようにしていますし、すれ違ってしまったときは身を隠すように歩くんですよ。

 

―― なにも悪いことなんてしていないのに。
だけど「前みたいに戻りたい」とは言いません。親をかばっているんですね。

 

―― 聡くんのお父さんの剛志さん（仮名）は、先ほども朋美さんと同様に子ども思いのいいお父さんですが、愛情の表現方法に違いがありますね。
そうですね。剛志さんは、学校で聡くんが同級生とトラブルを起こしたあと、学校に怒鳴り込んでいってしまうような感情的な性格です。家庭訪問に来た先生も怒鳴り帰して、聡くんに「学校なんてもういかなくていい」と言う。その判断が正しいのか間違っているのか私には何とも言えませんが、一方でローマ字や計算はちゃんとできないといけないんだと聡くんに勉強を一生懸命教えるようなお父さんでもあります。

貧困世帯の親の責任を語るとき、それぞれがいろいろな親を想像して議論をします。貧困に苦しむ親をこの社会の犠牲者だと考える人がいる一方、努力が足りないとか、離婚してひとり親になった自分が悪いのではないかとか、親の自己責任だと考え人もいる。この本では、一面的に「みんなかわいそうだから、なんでもかんでも支援しないといけない」という書き方も、「貧困世帯の親はみんな酷い親だ」という書き方もしていません。同じ親でも、共感できるところもあれば、反論したくなるところもある。そうした人間の複雑さも含めて書いたつもりです。

 

すべての大人が関心を持つこと

―― 本書を出版された後、どんな反応がありましたか？
勉強会や講演会で全国各地に呼ばれるようになりました。女性起業家が中心のお母さんグループの勉強会では、母親と経営者の視点から子どもの貧困問題をどう解決して行くかを考えるきっかけにしていただくことができましたし、市役所での講演会では、市長や市議会議員、教育や福祉の担当者の方に直接、子どもの貧困の実態を伝える機会を得ることができました。

本書を教材に、子どもの貧困問題を学んでいるという高校から講師に呼ばれたこともありました。授業で子どもたちに直接話す機会を得られたことは、私にとっても非常によい経験になりました。NHKの番組の主な視聴者は高齢の方々なので、本を出版して講演をさせていただくことによって、これまで伝えきれなかった年齢層や職業の方々にもアプローチできていると感じています。

 

―― 高校生の反応はどうでしたか？
「同世代にこんな子たちがいるなんて知らなかった」「お父さんが失業したらどうなるんだろう」「自分が将来、ひとりで子どもを育てることになった場合のことを想像した」など、私が伝えたかったことを敏感に感じ取ってもらえました。

一番つらかったのは、生徒から「これだけ子どもの貧困がたいへんなことになっているのに、どうして国の予算が十分に割り当てられないんですか」とストレートに聞かれたときですね。きちんと答えることができませんでした。大人としての責任を痛感しました。

 

―― いまでも取材を続けられていらっしゃるそうですが、出版後に見えてきた新たな視点はありますか？
子どもの貧困は、当事者や支援者といった限られた人だけの問題ではなく、すべての大人が考えるべき問題だと伝えたくてこの本を書きました。出版後に閣議決定された「大綱」ではスクールソーシャルワーカーという教育と福祉の架け橋となる人材を増やしていく方針も打ち出されていますが、もっと地域でできることもあるのではないかと思っています。

東京都北区には、子どもの貧困に日々向き合う銭湯のおじさんがいます。虐待を受けたり家出をしたりした子どもたちを家に泊まらせたり、ご飯を食べさせたりと、駆け込み寺のような役割を果たしています。さらに、自分の子どものPTA活動をきっかけに、学校と深く関わるようになり、最近では、学校内で不登校の子どもを対象とした教室の運営を任されるようになりました。学校から依頼を受けて、問題を抱えた子どもの家を訪問し、必要に応じて、担任の先生や児童相談所の職員、ケースワーカー、カウンセラー、保健師などを集めて話し合い、最善の方法を探ります。地域で顔が広く、多くの保護者や生徒から信頼されているからこそできることなのかもしれません。

この方ほど立派なことでなくても、子どもの貧困を解決するために、私たちが地域でできることはきっとたくさんあるはずだと感じています。こういう人が地域に増えることで、子どもの孤立を防ぐ。それが始めの一歩ではないかと思います。

 

―― 最後に、今後「子どもの貧困」をどのように考えていくべきとお思いかお教えください。
子どもの貧困対策法が成立し、それに基づく「大綱」が閣議決定されたのは、大きな前進です。しかし、具体的な数値目標が乏しいことや、対策が努力義務に留まっていることなどが課題と言われています。法律が単なるかけ声で終わらないように、すべての大人が、この問題に絶えず関心を持ち続けることが大切だと思います。

その一助となるよう、私は今後も子どもの貧困問題についての取材に力を入れていきたいと思っています。

 

新井直之（あらい・なおゆき）
NHK報道番組ディレクター
NHK報道番組ディレクター。1982年、埼玉県生まれ。2005年、NHK入局。仙台放送局を経て、2010年から「おはよう日本」でニュース企画や震災関連の特集を担当。2012年から「特報首都圏」でドキュメンタリーを始めとする報道番組を企画制作。2014年から報道局社会番組部にて「NHKスペシャル」などを制作。

http://webronza.asahi.com/synodos/2014102000002.html
＊毎日新聞
・ファミリーホーム:養育の現状と課題を語る　「困っていることを声に出して訴えて」　福岡で研修会　／福岡（10月1日）
　親の病気や貧困、虐待などで実家族と暮らせない子どもたち５、６人を家庭に引き取って育てるファミリーホーム（ＦＨ）。その九州・沖縄ブロックの交流研修大会が３０日、福岡市の博多阪急ビルであり、ＦＨや行政、ＮＰＯ関係者ら約７０人がＦＨの現状と課題について語り合った。

　ＦＨは要保護児童の家庭養護を推進するため、国が２００９年に制度化した。一般の里親による養育は４人までとされているが、ＦＨは５人から６人を育てていく第２種社会福祉事業と位置づけられている。九州・沖縄には５０軒を超えるＦＨがあり、うち１１軒が福岡市にある。

　ライターで社会福祉士の村田和木さんが大会で、ある時は里親、ある時は施設であることが求められ、休養を取れずに病気になる養育者が増えているなどＦＨが置かれた厳しい現実を指摘。「困っていること、おかしいと思うことを声に出して訴えることが大切」と議論をまとめた。【福岡賢正】

http://mainichi.jp/area/fukuoka/news/20141001ddlk40100465000c.html
・君の笑顔が見たい:「子どもの村」の挑戦／２７　「豊かな国」の片隅で／８　／福岡（10月2日）

　◇食だけでなく愛にも飢え
　不安定な家庭が多いと、問題行動に走る子どもが相次ぐなどして学級崩壊したりする。教師たちを支えながらそうした問題に対処しているスクールソーシャルワーカーたちは「子どもたちは食べ物だけでなく、愛にも飢えているように見える」と語る。

　Ａ　学級崩壊した時に先生たちと徹底するのは、同じことで怒り、同じことでほめるということ。この人は許してくれて、この人はダメっていう指導はしないようみんなで確認しあいます。それと担任の先生はどんなに荒れられても、子どもたちの味方になるようにします。怒るのは校長や教頭、教務主任の先生が怒る。子どもたちを守るのは担任って形にもっていくんです。

　−−寄り添う役に徹してもらうんですね。

　Ａ　はい。それでも担任にどうしても話せないことがあれば、保健室の先生や私とかが「ほんとはどういう気持ちなの」って話を聞いて、担任の先生にそのことを伝えて声をかけてもらったり。担任の不用意な発言で子どもが傷つくことも多いんですが、そんな時はきっちり謝ってもらって、その後に子どもたち全員で話し合わせます。自分たちの敵だと思ったら、すごく荒れ出すので。「怒鳴りたい、殴りたいって思うかもしれないけど、頑張ってください。私たちが怒りますから」って支えながら。

　−−効果ありますか。

　Ａ　１カ月ぐらいわーっと荒れますが、そうやって頑張っていると、子どもも自分らのために先生たちがやってくれているんだと分かってきて、冷静になる子が出てきます。やっぱり話を聞くのが一番みたいです。

　Ｃ　非行も、その行為をしたいっていうより、「関わって」っていうアピールですもんね。わざわざ校門前や、学校のすぐそばのコンビニなどでたばこを吸って怒られるみたいな。「ボク見て、ワタシ見て」のサインでやっている子がほとんどだから。

　Ａ　そうしないと大人が相手してくれないから。お利口にしてたら、この子は何もしないでも大丈夫って。やっぱり話を聞いてほしいんだなあってつくづく思うのは、先生たちが忙しい時期には荒れるからです。成績をつけたり、研究発表があったりしてあんまり子どもたちの話を聞いてあげられない時期になると荒れるんですよ。

　−−寂しいんですね。

　Ｃ　だから恋愛に走る子が多いです。愛に飢えているんだなあって思います。

Ｄ　親になるのが早かったりしますね。温かい家庭じゃなかったから、自分が作るみたいな。だけどモデルがないから別れて帰ってくる例も多いんです。
　Ａ　中学の頃から「最後の恋」とか言って、俺はあいつと結婚するって。で、卒業後に結婚して、半年で別れるなんてよくあります。子どもたちはそんなふうに愛情に飢えているし、実際ご飯が十分に食べられないっていう意味でも飢えているんです。

　−−一時保護されると大抵「楽しかった」って言うらしいですね。

　一同　そうなんです。

　Ａ　みんな喜ぶからケースワーカーの人たちも「んー」って複雑な顔をしてます。喜ばれてもなあって。

　Ｃ　「何が楽しいと」って聞いたら、だって保護所の先生、すごく話聞いてくれるやんって。

[image: image10.jpg]b -KRIECE IS

Syt BEERERS
s

B PEMR=IES ST

m St WREERIESE T

m B BIKRERG &I
5

3 kg2 eI aces s o



　Ａ　少年院を喜ぶ子もいるんです。ずっと非行をやってきて、捕まっても、審判があっても親は振り向いてくれない。それで少年院に入ったら、院の先生がすごく話を聞いてくれて自分に役割もくれて。初めて自分は信頼された気がするって。退所した後に少年院まで遊びに行って記念撮影してブログに載せたりする子もいるんです。いい思い出になってしまうんですよ。だから世間が冷たくするとまた罪を犯すわけです。そういう所に帰りたくて。ご飯も食べられるし。【福岡賢正】

http://mainichi.jp/area/fukuoka/news/20141002ddlk40040463000c.html
・クローズアップ２０１４:新生児の虐待死、どう防ぐ　妊娠期、ケア急務（10月5日）
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　新生児が虐待によって亡くなるケースが後を絶たない。厚生労働省が公表した１７歳以下の虐待死のうち４割を０歳児が占めた。「望まない妊娠」などを理由に妊婦健診すら受けず、周囲が気づきにくいケースも少なくないという。熊本市の慈恵病院では、家族に隠して出産した男児の遺体を「赤ちゃんポスト（こうのとりのゆりかご）」に遺棄する悲劇も起きた。小さな命をどう救えばいいのか。「ＳＯＳ」を早期にキャッチし、支援策につなげる取り組みの拡大が求められている。

　◇行政と病院、情報共有

　「こんなに楽しく過ごせる日が来るなんて、出産後すぐには想像できなかった。病院や保健師さんが家族のように接してくれたおかげです」。兵庫県尼崎市に住む中国籍の女性（３１）は１歳９カ月の長男を抱きしめ、そう語った。

　女性は、日本語学校で働く夫（２８）＝中国籍＝と２０１１年に結婚し、日本語がほぼ分からないまま来日した。約１年後に県立塚口病院（同市）で長男を出産したが、肺や心臓などに疾患が見つかり、新生児集中治療室（ＮＩＣＵ）へ入った。長男が人工呼吸器をつけて退院できたのは約１年後。女性は「自分の子なのにどう扱っていいか分からず、眠れなかった」と振り返る。

　女性を支えたのは病院が設置する「児童虐待対策部会」の医療ソーシャルワーカー（ＭＳＷ）らだ。妊婦健診時に「経済不安」「協力者がいない」「子供に疾患がある」など支援が必要な母親を把握し、地域の福祉や育児支援につなぐ。

　ＭＳＷは女性の出産直後から支援を開始。友人が少なく、精神的に不安定な一面を見せていたため、生活の相談に乗った。退院前には、産科や小児科の看護師、障害福祉担当の行政職員らとともに、生活をどう見守るか協議。退院後も保健師や看護師が定期的に自宅を訪問しており、夫は「ベビーカーから住まいまで何でも相談できる」と感謝する。

　児童虐待への関心の高まりから、小児科のある中核的な病院の６割以上に虐待対応組織があるとされる。中でも産科がある施設では、妊娠期から気になる妊婦を見つけ、地域につなげる「虐待の０次予防」が注目されている。塚口病院では、１０〜１１年度に扱った出産９９３件のうち、約３割を「育児支援が必要」と地域の保健サービスにつないだ。毎原敏郎・小児科部長は「貧困や地域社会のつながりが薄れ、母子の環境の深刻さが増している」と話す。

　愛知県西尾市の西尾保健所管内では、保健所や保健センターといった地域の保健機関と、産科などの医療機関が、妊娠期と出産後の２種類の母子連絡票を使って情報共有を図る。「望んだ妊娠ではなかった」などの支援が必要と予想されるケースの把握に努めている。

　年々、連絡票を通じた医療機関と保健機関とのやりとりは増え、昨年度は０９年度の約１・２倍、１１１件になった。同保健所の池田久絵・健康支援課主査は「それだけ虐待防止などに向けた対応ができている」という。同県知多保健所の久野千恵子保健師は「今は自分が産むまで子供を抱いたことのない母親も珍しくない。助けを求める方法を知らない親もおり、地域の公的な支援こそ最後の砦（とりで）となることが必要だ」と指摘する。

　しかし、こうした病院・地域ばかりではない。対応組織を設けていない施設も多く、病院間格差が課題だ。厚労省は１２年度、地域の中核的な病院に虐待専門のコーディネーターを置き、病院相互の連携を進める「児童虐待防止医療ネットワーク事業」を始めたが、補助額が１都道府県・指定都市あたり約４６０万円と低いこともあり、昨年度、事業を実施したのは福岡、愛知、香川の３県にとどまる。

　ネットワークを広げるための手引きづくりにかかわった奥山眞紀子・国立成育医療研究センター副院長は「地方では医療機関の連携も難しい。専門性の高い拠点病院と、虐待の疑いのある子供の情報を共有できるようなＩＴシステムの構築も必要で、そのためには経済的支援が重要だ」と話す。【反橋希美、江口一】

　◇未受診、把握難しく

　厚労省の専門委員会は、先月公表した報告書で虐待予防の対策として「妊娠から出産までの切れ目のない相談・支援体制の整備」が重要だとした。同省は母親の妊娠段階のケアを重視。妊婦健診を担当した医師らが「虐待に及ぶリスクがある」と判断した場合、自治体の担当部署や児童相談所に連絡することで、支援につながるケースもあるとしている。自治体などの担当者が養子縁組や里親の制度を紹介することも対策の一つに挙げる。

　専門委員会の分析によると、２００３年７月から１３年３月までの９年９カ月で虐待により死亡した１７歳以下の子供は５４６人。うち０歳児は２４０人で約４４％を占めた。生後１カ月未満の子も１１１人に達する。このうち「窒息（絞殺以外）」が死因の子は４４人、「出産後、放置」は１６人だった。また６割を超える７４人が、妊婦やそのパートナーが出産、育児を前向きに受け止められない状況にある「望まない妊娠」だった。出産の場所は６５人が自宅で、医療機関で産まれた子は９人。多くの母親が医療機関とつながらずに出産している実態が浮かぶ。

　加害者となる母親には、母子健康手帳を受けず、妊婦健診に訪れない「未受診」も多い。専門委員会も「妊娠届を行わず、妊婦健診を受診しない妊婦は行政サービスで把握することが困難」と指摘。妊婦が産科などの医療機関を受診した機会を捉え、母子健康手帳交付の手続きを行うよう指導してもらうなど医療機関と行政の連携が重要だとしている。【遠藤拓】

http://mainichi.jp/shimen/news/20141005ddm003040053000c.html
・憂楽帳:ツッコミと体罰（10月7日）
　「ママって、頭ペンペンたたくの好きやなあ」。最近、６歳の娘に言われ、ハッとした。どうやら「何でやねん！」と、子どもにツッコミを入れる時、無意識に頭をたたいているらしいのだ。そこでふと疑問が湧いた。ツッコミの「どつき」って体罰につながる？

　私はしつけに、体罰を使いたくない。子に手を上げたくなる瞬間、しつけというより、怒りに流されている自分を自覚するからだ。それに今や「体罰は子どもに有害」と示す研究結果が世界中にある。一方、ツッコミの「どつき」は、じゃれ合いの気もするのだが……。

　疑問を、体罰を使わないしつけを広める児童養護施設「神戸少年の町」の野口啓示さんにぶつけると「僕も昔はツッコミで手が出ることもあったけどやめました」と話す。「暴力は暴力。ひとたび、暴力を認めると、容易にエスカレートする事実をたくさん見てきた」からだ。

　大阪の児童虐待相談件数の多さと、「どつき」ツッコミ文化との関連も、児童福祉の関係者で話題になるそう。たかが、されど。「どつき」なしの鋭いツッコミを研究しようと決めた。【反橋希美】

http://mainichi.jp/opinion/news/20141007ddf041070022000c.html
・くらしナビ・ライフスタイル:障害ある子が仕事体験（10月8日）

　障害のある子どもが仕事の体験を通して、地域の人と触れ合い、地域で育てる「ぷれジョブ」の取り組みが全国に広がっている。助け合いのある地域をつくる活動で、これまで障害のある子どもと接する機会がなかった人にとっては理解が深まるきっかけになる。子どもにとっては地域の人から自分の仕事に対して「ありがとう」と感謝される経験が自信となり、成長へとつながっている。

　●地域で育てる

　神奈川県茅ケ崎市の海の近くにある一軒家のペットホテル「わんこのうち中海岸」。脳性まひで手や足に障害がある藤城達哉さん（１４）が庭先の草むしりをしていると、犬たちが駆け寄ってきて、気を引くようにまとわりついた。同社オーナーの今子恒男さん（６０）は、犬がすぐに藤城さんに懐くことに気付いて「知らない人が来るとほえるけれど、藤城君にはほえない。直感的に安心感や優しさを感じるんだね」と褒め、和やかな雰囲気だ。

　藤城さんを、この仕事体験に紹介したのは、同市を中心に昨年から活動している「ぷれジョブちがさき・さむかわ」だ。前代表の高田浩暢（ひろのぶ）さんは知的障害のある子どもがおり、「いずれ親はいなくなるが、子どもにはできることなら住み慣れた地元で将来も生活させてやりたい」との思いから設立した。障害のある子の親や元教員、行政関係者の他、地域住民らがボランティアで携わり、地元の郵便局などに依頼して仕事体験ができるようにしている。

　藤城さんの仕事体験には、「ぷれジョブちがさき・さむかわ」のメンバーで、仕事に同行するジョブサポーターの佐藤博之さん（７３）が付き添う。佐藤さんは「障害を持つお子さんとお話しするのは初めてで、当初戸惑いもあったけれどどうってことない、普通に話をすればいいのだと分かりました」と話す。

　体験の場に親は訪れないが、藤城さんの母真由美さん（４４）は「特別支援学級や家庭だけでなく、外に出ていろいろな人と触れ合って、人との接し方を学んでほしい」と願う。それぞれが意義を感じて活動に参加すると、結果的に支え合いのある地域につながっていく。

　●感謝される機会を

　ぷれジョブを発案したのは岡山県の中学教諭、西幸代さん。きっかけは約１５年前、特別支援学校の教諭として担当した重度心身障害児の小学４年の女の子との出会いだった。

　女の子は多くの障害を持って生まれてきて、体を動かすことも会話もできず、「はー」という息の音が女の子の「おはよう」のあいさつだった。西さんはその様子を「ベッドの上に命の花が咲いていました」と表現する。

　「そこにいて、呼吸をしている、命がある。それがすごいことだと感じさせてもらった。私にとってそれは『働いて』もらったのです」と西さん。「彼らは人にものを考えさせる。重度になればなおのことです」。ぷれジョブでは持って生まれたそのままの価値を大切にしたいという思いがある。

　障害がある子どもたちは「ありがとう」「ごめんなさい」と言うことはあるが、言われる機会は少ないという。女の子からたくさんのことを受け取った西さんは、障害のある子どもたちと多くの人が触れ合う仕組みを作ろうと考えた。

　●「半専門家」増やす

　ぷれジョブに携わる親たちは「私たち親が子どもを地域に出していなかった」「外に出すことで皆が子どものことを気にかけてくれていたことを知るチャンスになった」などと気づくことも多いという。

　受け入れ企業も「社員が成長した」などの感想を持ち、障害児に接するのが初めてでも日がたつにつれ好意的になるという。

　サポーターも企業もボランティアに支えられているにもかかわらず全国に広まっている理由について、「ぷれジョブ藤沢」の代表を務める元宮城県知事の浅野史郎さんは「『１週間に１時間』というハードルの低さがポイント」と語る。「やってみたら楽しいし、地域の人が障害福祉の（専門家でなくても）『半専門家』になれば、その地域は住みやすくなる」と気軽さを強調する。

　ぷれジョブのホームページはｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｐｒｅｊｏｂ．ｊｐ／。問い合わせは全国ぷれジョブ連絡協議会（info@prejob.jp）。【山田麻未】

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　◇ぷれジョブ

　障害のある小学５年〜高校３年の子どもが地域のジョブサポーターの付き添いのもと地域の小売店などで仕事（１時間）を週１回、半年間体験する。期間が半年間なのは、地域の知り合いを増やし、関係づくりを目的としているため。関わる人は皆ボランティアで、月１回、子どもと保護者、サポーター、企業の関係者らが集まって活動報告の定例会を行う。２００３年に岡山県倉敷市の中学校区から始まり、現在全国２３都道府県に広まっている。

http://mainichi.jp/shimen/news/20141008ddm013040003000c.html
・スマホは夜９時まで　広がる規制、小中学生の反応は？（10月13日）
　携帯電話やスマートフォンは夜９時まで――。小中学生に時間制限を呼びかける取り組みが、全国の教育現場で広がっている。生活習慣の乱れやトラブルへの対応策だが、不評かと思いきや子どもたちからは歓迎の声もあがる。そこからは、「深夜の人間関係」に悩む子どもたちの姿が垣間見える。

■ＰＴＡと自治体が二人三脚

　福岡県

 HYPERLINK "http://www.asahi.com/topics/word/%E3%81%86%E3%81%8D%E3%81%AF%E5%B8%82.html" \o "うきは市のトピックスを開く" うきは市の市立吉井中学校（坂田知亮校長、４８７人）は、「スマホに係る家庭教育宣言」を玄関に張っている。「スマホ等の通信機器の自宅での使用はリビングに限定し、夜十時から朝六時までは、保護者に預けるようにする」。同校ＰＴＡが昨年１１月、学校側と協力して作った。

　背景には、インターネットを通じてメッセージなどをやりとりする無料通信アプリ「ＬＩＮＥ」などを使ったトラブルの増加がある。「悪口を書かれた」「夜遅くまでＬＩＮＥをして寝坊する」といった保護者の声を受け、宣言を作成した。

　吉井中では、昨秋時点で約半数の生徒がスマホを所有。保護者ら所有のものを含めスマホを使える環境にいた生徒は７５％いた。宣言後、午後１０時以降もスマホを使う生徒は６２％（昨年９月）から４８％（今年７月）まで減った。うきは市は市を挙げて取り組みを強めており、ＰＴＡが主体となって全小中学校（全１２校）で同様の宣言をめざしている。

　今年に入り、各地の自治体でスマホや携帯電話への接触時間を制限する動きが広がっている。いずれも児童らに強制はせず、ＰＴＡが中心となって家庭への「介入色」を薄めているのが特徴だ。

　５月にネットで知り合った男性に女子高生が殺される事件が起きた熊本県

 HYPERLINK "http://www.asahi.com/topics/word/%E4%BA%BA%E5%90%89%E5%B8%82.html" \o "人吉市のトピックスを開く" 人吉市。７月、ＰＴＡ連絡協議会を中心に夜９時以降の使用をやめるよう小中学生に呼びかけ始めた。山口県

 HYPERLINK "http://www.asahi.com/topics/word/%E4%B8%8B%E9%96%A2%E5%B8%82.html" \o "下関市のトピックスを開く" 下関市や北九州市でも、夜９時や１０時を区切りに同様の取り組みを始めている。

　７月から始めた岐阜県関市は「具体的な時間を示せば関心が高まり、家庭がルール作りに取り組みやすくなる」（市教委）。一方、横浜市や仙台市は「スマホは調べ物に使うことがある。各家庭の事情もある」（横浜市教委）などとして、具体的な時間制限を設けず、ルール作りを求めるだけにとどめている。

　子どもとネットの問題に詳しい兵庫県立大の竹内和雄准教授（生徒指導論）は一連の取り組みを評価しつつ、「行政だけが制限を設けるのは限界がある。ルール作りでは子どもの声を聞き、大人の意見とすりあわせていくべきだ。その過程で、トラブルがあった時に子どもが大人に相談できる関係も築くことができる」と指摘している。

■「やりとり終えやすい」歓迎の声も

　子どもたちはどう受け止めているのか。

　９月、夜１０時以降の使用を控えるよう小中学生に呼びかけ始めた福岡市。同市早良区の公立小学校に通う６年女児は「共通の時間ルールがあれば、やりとりを終えやすい」と歓迎する。

　女児は４月から学習塾に通い始めたのを機に、私用のスマホを持った。クラスの半分近い児童がＬＩＮＥを使う。テレビの話題などで午前１時までやりとりしたこともあるといい、「盛り上がっているときに『もう寝る』と返事したら、何を言われるかわからない」とこぼす。朝はメッセージがあれば、必ず返事を書いてから登校する。

　同市東区の中学１年の男子も「部活の連絡とかで必要。持つことさえ禁止しなければ、制限はありだと思う」と話す。一方で、同市南区の中学２年の女子は「別に悪いことなんか書いていない。一方的に何時までとか言われたくない。変なサイトは見ていないし、友達と楽しんでいるだけなのに、やめろとかありえない」と否定的だ。

　「スマホに係る家庭教育宣言」を進める吉井中では今年８月、生徒約３６０人に実態調査を実施。その結果、３割超の生徒が「ぐっすり眠れるようになった」と回答し、４割以上が「学校で友達との会話が増えた」と答えた。（山下知子）

http://digital.asahi.com/articles/ASG9Y4SYSG9YTIPE013.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_ASG9Y4SYSG9YTIPE013
・社説:子供の問題行動　情報わかちあい連携を（10月17日）
　文部科学省が昨年度の小・中・高校生の「問題行動調査」結果を公表した。小学生の暴力行為が初めて１万件台となり、近年いわれてきた暴力的な言葉遣いやふるまいの「低年齢化」を改めて印象づけた。

　また小・中学生の不登校が増えたほか、全体のいじめ認知件数は前年よりやや減ったものの高水準だ。

　政府は表看板に教育制度改革を掲げ、「グローバル人材の育成」をうたう。その大前提には、土台となる心の成長の安定があるはずだ。

　「問題行動」というが、その行動は、むしろ学校教育が抱える問題点や家庭、大人社会のありようを色濃く反映したものである。

　暴力の低年齢化現象については近年、一線の先生らがしばしば語るところだ。今回の調査で文科省が、なぜ暴力行為が増えたか都道府県教育委員会にアンケートしたところ「感情コントロールがうまくできない児童が増え、ささいなことから暴力に至る」などが挙げられた。

　不登校増加には「人間関係が構築できない」「家庭の教育力が低下し、基本的な生活習慣が身につかない」などの指摘があったという。

　そうした不安定さは、むろん学校だけではなく、家庭、社会などさまざまな環境がかかわっている。先生が一人で背負い込んで簡単に改善・解決されるものではない。

　自分を大切な存在と思い、自信を持つ「自己肯定感」の低さを子供の中に感じ取る先生もいる。

　いわゆる団塊の世代の大量退職後、若手の先生たちのよき助言者、協力者となるベテラン層が薄くなったといわれる。

　また国際比較調査でも、細かな校務などで日本の先生たちはあまりに多忙で、子供たちと向き合う時間が不足しがちだ。

　それらを補い、先生を孤立無援の状況に置かないよう、複数担任学級の普及や、家庭、地域社会を含めた情報、問題意識の共有と支援態勢の充実を求めたい。

　また、従来の経験だけでは対処が難しいような、新しい課題もある。それらは時を追うようにして増えていくだろう。

　例えば、メールなどで中傷を流す「ネットいじめ」は、いじめの認知件数全体の４．７％、８７８７件だが、増え続けている。水面下に、大人たちの目が届きにくい新たないじめが広がる恐れがある。

　毎年の「問題行動調査」の意義は、細かな数値の動向をつかみ整理するよりも、教育の一線にどう生かすかにあるのではないか。

　具体的な取り組み例の成否に見いだす教訓や知恵をくみ取る工夫が、今後ますます重要になる。

http://mainichi.jp/opinion/news/20141017k0000m070148000c.html
・問題行動調査:反抗・暴言、荒れる児童　社会のひずみ、ストレスに（10月17日）
　文部科学省の２０１３年度問題行動調査で、荒れる小学生の増加が明らかになった。「中学校と同じことが起きている」。小学校教員からは悲鳴が上がり、専門家は「荒れの背景には貧困など社会のひずみが子供のストレスとなって表面化している」と指摘。学校や行政は対応に追われている。【寺岡俊、松田栄二郎、関東晋慈、三木陽介】

　「精神的に不安定で感情を抑えられない児童が目立つ」。大阪市立小のベテラン男性教諭（６０）は現状をそう明かす。反抗的な態度を見せ、ささいなことで教室を飛び出したり、突然壁を殴ったり。広島県の市立小校長は「調査統計には含まれないが『言葉の暴力』も目立つ」と嘆く。教員とすれ違いざまに「うざい」「死ね」と暴言を吐く児童が珍しくない。東京都の区立小校長も「注意すると、かみついたり、いすを投げたりする。過度な指導は『体罰』になりかねず先生も遠慮がち。それが暴力行為を助長させている面もある」と対応に悩む。

　自治体は対応に乗り出してはいる。熊本県教委は０８年度に小中学校での暴力行為が前年度５２件増の１７１件となったことを受け「子どもの居場所作り」を重視した対策を促進。異学年交流の活発化や教員が連携して生徒指導に当たる学校が増加した。１３年度は１３５件に減り、県教委は「取り組みが浸透した結果」と説明する。福岡県教委は０２年度から「非行要因」として不登校への対策を強化。担任とは別の教員によるマンツーマンの相談体制などに取り組む。

　小中高校の暴力行為件数が１３年度１万１８７件と、４年連続で全国１位だった大阪府。大阪市教委は来春から、在籍校とは別の施設に特別教室「個別指導教室（仮称）」を設置し、問題行動を起こした生徒を厳格に指導する方針だ。

　重い傷害や薬物所持、強盗などを起こしたケースが対象。出席停止にした上で、専門スタッフが警察などと連携して指導する。市教委は「あくまで出席停止措置の受け皿。排除ではない」と説明するが、教員からは「邪魔者扱いと受け取られ、逆に傷つける」「規範意識は集団生活の中で身につく」と疑問の声も上がる。

　荒れる児童について、元小学校教員の増田修治・白梅学園大教授（臨床教育学）は「ストレスを抱える子が確実に増えている」と指摘。一因として家庭要因を挙げる。経済的困窮で子を構えなかったり、思い通りの進路を歩ませようとしたりする親も目立つという。学校も受け止める余裕がない。小学校は障害を抱え特別支援が必要な児童も増え、新たな指導方法も求められる。全国学力テストで学校間競争にもさらされる。

　増田教授は「問題行動を起こす子どもは親からも先生からも認めてもらえず自己肯定感が低い子が少なくない。社会全体の問題としてとらえ対策を取る必要がある」と話している。

　◇いじめ１８万件、続く高水準

　文科省が実施した１３年度の問題行動調査で、全国の国公私立の小中高校、特別支援学校で認知されたいじめ件数は１８万５８６０件だったことが分かった。前年度の約１９万８０００件に比べ減ったものの依然高水準で「いじめ２０万件時代」に入ったことをうかがわせる。

　都道府県別では１０００人当たりの認知件数は全国平均が１３・４件だが、最多は京都府の９９・８件、最少は福島県の１・２件と開きがあった。同省は「自治体、学校ごとで把握の方法が一様でないことが要因。国の手引を精査し、客観的で的確に認知できるようにしたい」と話している。

　いじめのうち、インターネット上で誹謗中傷（ひぼうちゅうしょう）する「ネットいじめ」は８７８７件で過去最多。全体に占める割合は４・７％だが、高校ではその割合が高く、約２割を占めた。

　昨年９月施行のいじめ防止対策推進法が示す対策の取り組み状況（今年１０月現在）を調べた結果、都道府県に比べ市区町村の遅れが目立った。各自治体が作る「いじめ防止基本方針」は、策定中の奈良県以外の都道府県で策定済みだったが、市区町村は４割強。学校や教委、児童相談所など関係機関でつくる「いじめ問題対策連絡協議会」も都道府県は９割超が設置済みに対し、市町村は３割程度だった。【三木陽介】

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　■ことば

　◇いじめ防止対策推進法

　２０１１年に大津市の中２男子生徒がいじめを受け自殺した事件で、大津市教委の隠蔽（いんぺい）体質や不適切な学校の対応が問題視され、初めて法制化された。学校に対し、教員や心理、福祉の専門家らで構成するいじめ防止対策組織の常設▽いじめ防止基本方針の策定▽重大ないじめ事案が起きた場合、迅速な事実関係の調査−−などを義務づけている。

http://mainichi.jp/shimen/news/20141017ddm012100037000c.html
・問題行動調査:小学生の暴力１万件　いじめ認知も最多−−文科省（10月17日）
　全国の小学校で２０１３年度に起きた児童の暴力行為は１万８９６件で、１９９７年度の調査開始以来初めて１万件を超えたことが１６日、文部科学省が公表した「問題行動調査」で分かった。小学校では、いじめの認知件数も過去最多を更新し不登校も増加。「荒れ」の低年齢化が浮き彫りになった。

　小学校の暴力行為は２００５年度までは年間２０００件前後だったが、０６年度以降増加傾向が続き、１３年度は前年度より２６００件も増えた。内容は、児童間暴力６８４９件▽対教師暴力１９６４件▽器物損壊１９０７件−−など。

　暴力行為を起こした加害児童は１万３５６人（男児９６１４人、女児７４２人）で、学年が上がるほど多くなり、６年生が３４３０人と最多。１０００人当たりの発生件数は１・６件と中学校（１１・３件）より低かったが、１０年前の８倍になっている。

　小学校でのいじめの認知件数は、１１万８８０５件（前年度比１４２１件増）と過去最多を更新。１０００人当たりの認知件数は１７・８件（前年度比０・４件増）で、初めて中学校（１５・６件）を超えた。

　また、不登校も前年度より２９３２人増えて２万４１７５人となり、全児童に占める割合（不登校比率）は前年度比０・０５ポイント増の０・３６％と過去最高水準だった。

　文科省が都道府県教委に理由を聞いたところ「感情のコントロールがうまくできない児童が増えた」「人間関係をうまく構築できない児童が増えている」といった教員からの回答が目立ったという。【三木陽介】

http://mainichi.jp/shimen/news/20141017ddm001100142000c.html
・ＤＶ:男性専用窓口　来月６日から県、加害者にも対応　／神奈川（10月22日）
　県は２１日、ドメスティックバイオレンス（ＤＶ）に悩む男性専用の電話相談窓口を来月６日から設置すると発表した。妻から暴力を受ける被害相談だけでなく、「妻に手を上げてしまう」などの加害者の相談にも対応し、ＤＶの予防を狙う。

　県人権男女共同参画課によると、昨年度に県ＤＶ相談支援センターに寄せられた相談５６０９件のうち、男性による相談は１９２件。内訳は被害相談が１２１件、加害などのその他の相談が７１件だった。２００９年度の１２４件の１・５倍にまで増えた。

　ＤＶ問題を巡っては加害者の更生を目指す取り組みも不可欠であることから、県は男性の被害者、加害者双方に対応する専用の電話窓口を設置することとした。

　県によると、加害者の中には「自分のことを分かってくれない」などと被害意識を持っているケースも少なくないという。県人権男女共同参画課の担当者は「加害者としての自覚がないまま、自分を被害者だと考えている男性が、専門スタッフに相談することによって自分の暴力行為を自覚し、ＤＶを抑えられるのでは」と期待している。

　電話相談窓口では、相談者が悩みを打ち明けやすいよう男性の精神保健福祉士が対応する。相談は無料で、毎週月曜と木曜の午後６〜９時に受け付ける。電話番号は、０５７０・７８３・７４４。【河津啓介】

http://mainichi.jp/area/kanagawa/news/20141022ddlk14010227000c.html
・君の笑顔が見たい:「子どもの村」の挑戦／３０　みんなで育てる／２　／福岡（10月23日）

◇直面した社会の厳しい声

　日本で最初の「子どもの村」を福岡市にと、市民有志がＮＰＯ法人「子どもの村福岡を設立する会」を作ったのは２００６年の７月。設立総会の場で２年後に開村することを決めたが、実際に「子どもの村福岡」が福岡市西区今津に開村できたのは４年後の１０年４月だった。

　開村までに計画の２倍の歳月を要したのは、実親と暮らせない社会的養護が必要な子どもたちに対する社会の厳しい目の中で、建設地がなかなか決まらなかったことが大きい。現在地の今津は、候補地として挙がった３番目の土地なのだ。

　「ＳＯＳ子どもの村ＪＡＰＡＮ」の常務理事、大谷順子さん（７９）は振り返る。

　「ビデオで見たオーストリアの『子どもの村』や視察に行った韓国とベトナムの『村』を参考に、美しい自然に囲まれた場所でのびのび子育てするイメージで土地探しを始めました。最初の候補地はそのイメージ通りの所でしてね。交渉の窓口となった地元の役員さんたちも『また子どもの声の聞こえるごとなる』と好意的な反応だったから、スムーズにことは進むと思ったんです。ところが……」

　計画が地域の人々の知るところとなると、厳しい反対の声が上がり始めたのだ。中心は子ども会やＰＴＡの会員である現役の子育て世代だった。

　「『村』で受け入れた子どもたちが、うちの子に何か悪いことをするのではないか」

　反対の理由は、その一言に尽きた。

　大谷さんたちは「きっと分かってもらえるはず」と説明に通った。しかし子育て世代の反対の声に押されて、好意的だった役員からも反対されるに至り、断念せざるを得なくなったという。

　２番目の候補地は博多湾の中央に浮かぶ能古島だった。島の人たちも受け入れの方向でまとまったが、候補地に道路問題などがあり、詰めの段階になって諦めざるをえなくなった。

　自分たちだけで土地を探すのは難しいと判断したＮＰＯは福岡市に相談した。市から今津にある約１０００坪の市有地を貸与するという案が提示されたのは、０７年１２月のことである。

　「本当にうれしかったですね。これで大きなハードルは越えたと思うじゃないですか。ところが産みの苦しみはそれからも続いたというか、むしろそれからが本番だったんですよ」と大谷さんは苦笑する。

「子どもの村福岡」が正式加盟を目指す国際ＮＧＯ「ＳＯＳ子どもの村インターナショナル」の指針に、「村」を建設するには地域みんなの合意を得ることが大前提であるとする項目があった。社会的養護が必要な子どもたちの健やかな育ちと自立のためには、地域の人々の理解を得て、子どもたちが地元のコミュニティーの一員として温かく受け入れられることが不可欠と考えられているからだ。
　「地域の合意」を得るため、０８年２月から福岡市の担当者と「子どもの村」関係者の今津詣でが始まった。交渉の窓口になったのは今津校区の自治協議会。説明を聞いた役員たちは「村」を作る意義に理解を示してくれた。しかし計画を知った地域の人々の中から、ほどなく反対の声が上がり始め、それが日増しに大きくなっていった。

　「家族と暮らせない社会的養護の子どもたちは、非行に走る子が多いのではないか」

　「ほかの地域で反対されて作れなかったものを、なんで今津が引き受けなきゃいかんのか」

　今津特産のイチゴを栽培するビニールハウスを「村」の子どもたちが破るのではないかと心配する人もいた。

　イチゴの季節になるとたくさんのイチゴが差し入れられ、「村」の子どもたちをハウスに招待してイチゴ狩りをさせてくれるのが恒例になっている今では笑い話だが、それが当時の現実だった。【福岡賢正】

http://mainichi.jp/area/fukuoka/news/20141023ddlk40040570000c2.html
・そこが聞きたい:日本の社会的養護　土井香苗氏（10月29日）

◇少なすぎる里親委託−−ヒューマン・ライツ・ウォッチ日本代表、土井香苗氏

　国際人権ＮＧＯ「ヒューマン・ライツ・ウォッチ」（ＨＲＷ）がまとめた、親元で暮らせない子どもたちの「社会的養護」＝＝の日本の実態に国際的な波紋が広がる。土井香苗日本代表に聞いた。【聞き手・鈴木敦子、写真・矢頭智剛】

−−国連が制定した「子どもの権利条約」採択から１１月で２５年を迎えますが、日本の社会的養護の在り方は再三改善を求められています。

　三つの問題があります。まず、施設偏重になっていること。次に、里親や養子縁組への支援が乏しいこと。そして、自立支援が足りないことです。厚生労働省によると、日本で社会的養護下にある子どもは約３万９０００人で、そのうち約８５％が施設で、約１５％が里親などの家庭で暮らしています。

　「子どもは家庭で育てられるべきだ」というのが世界のスタンダードであり、国連は子どもの権利として明記し、厚労省も「里親委託優先の原則」を打ち出しています。それにもかかわらず、日本は世界でもまれに見る「施設大国」で、子どもの人権への配慮が不十分です。施設養育そのものが虐待という見方もあります。

−−５月に報告書「夢がもてない−日本における社会的養護下の子どもたち」を公表しました。海外メディアの反応が大きかったようですね。

　社会的養護の関係者２０２人にインタビューしました。そのうち５９人は施設や里親家庭で育った経験のある大人や子どもです。英国のＢＢＣや中東のアルジャジーラが関心を持ち、放送してくれました。彼らが驚いたのが施設収容率の高さと乳児院の存在。ある英国人学者からは「今の日本は１９世紀の英国の孤児院と同じだ」と指摘されました。英国は里親委託率が７割を超えています。

　もちろん諸外国にも施設はありますが、役割は日本とは正反対です。先進地では、障害がある、家庭と合わないという理由で、特別なケアが必要な子どもが入ります。そのため、例えば、英国では子ども１人に職員１〜１・５人が配置されていますが、日本では職員１人が子ども５・５人をケアしているのが実情です。

−−なぜ施設が良くないと考えるのですか。

　集団養育だからです。子ども、特に脳の発達が著しい０歳児にとって、職員が複数の子どもを世話する環境では、発達に影響が出るという研究結果があります。職員が悪いのではなく、１人で何人も見るという基準に無理がある。枕ミルク（哺乳瓶を枕に立てかけて飲ませる）で授乳せざるを得ないのが現実です。

　プライバシーの問題もあります。大部屋にベッドが並べられ、プライベート空間は各自のベッドの上だけ、という施設は少なくありません。子ども同士や職員からのいじめ、基本的な生活習慣が身につかないなどの問題もあります。

−−なぜ改善されないのでしょう。

　国民が「知らない」からだと思います。保護された子どもは施設の中にいるので外から見えないし、その後どういう人生を送っているのかも周りには分かりません。だから、問題に気付いてもらえない。無関心が最大の理由だと思っています。

　私は乳児院をなくし、児童養護施設を最後の手段にすべきだと思っています。それには里親委託をもっと推進しなければなりません。

−−どうすれば推進できますか。

　まさに二つ目の問題に関連します。現在、里親登録者のうち子どもを委託されているのは４割弱、実際には里親が余っているのです。理由は児童相談所が里親委託に消極的だったり、実親が同意しなかったり。里親の中にも、委託された子どもを虐待したり、年齢や性別などで注文を付けたりなど「不適格」な人はいます。けれど、「だから里親がだめ」ではなく、多くの人に里親になってもらい、研修などを通じて質を高め、一方で不適格な人をふるい落とし、里親家庭を支援していくという仕組みが大切なのです。

−−「自立支援不足」については？

　日本の社会的養護は原則１８歳までですから、１８歳になると施設から出されます。養子縁組や里親委託でない場合、一人で生きていかなければなりません。お金も生活力も不十分なのに、セーフティーネットがないのです。あと数万円あれば、１週間でも泊まれる場所があれば転落しなくて済んだのに、という状況は珍しくありません。また、日本は高等教育にお金が掛かりすぎるので、経済的理由で大学や専門学校への進学をあきらめる子どもは多いです。給付型奨学金などを充実させるべきです。

−−具体的な戦略はありますか？

　報告書と同時にビデオを制作し、インターネットで公開しました。既に４万回以上視聴してもらっています。他には子育てに関連するイベントや、産婦人科や小児科など子どもに関心のある人たちが集まる場所での広報です。里親や、そこで暮らす子どもたちの声を実際に聞いてもらうことが大切だと思っています。「親が育てられなくても子どもは家庭で養育されるべきだ」という意識が社会常識になってほしい。時間はかかっても、できると思っています。

　◇聞いて一言

　社会的養護は一見、遠い世界の話のようだが、関係者を取材していると、近所や親戚との付き合い、助け合いのコミュニティーの延長にあるものだと実感させられる。土井さんが「里親の普及に必要とされるのはスーパーマンでなく、普通のパパやママなんです。そして子育てをシェアできる環境」と話すように、大切なのは社会全体で子どもを見守り、育てていくという発想ではないだろうか。この意識を共有できれば、親の孤立化を防ぎ、虐待の抑止にもつながると思う。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　■ことば

　◇社会的養護

　主に施設養護と里親制度がある。施設養護には乳幼児を保育する乳児院▽３歳ごろから高校卒業までの子どもを養育する児童養護施設▽義務教育終了後、児童養護施設を退所した１５〜１９歳ぐらいの子どもが集団生活する自立援助ホーム−−などがある。近年１００人以上の大規模な施設から少人数のユニット形式に移行する施設が多く、施設数自体は増えている。

　里親制度には、一般的な「養育里親」、障害や虐待によるトラウマなどを持つ子どもを委託される「専門里親」、養子縁組を希望する「養子縁組里親」、３親等以内の子どもを養育する「親族里親」と、里親家庭で５〜６人の子どもを育てる「ファミリーホーム」がある。例えば養育里親の場合、自治体で認定を受けた後、５年ごとに登録を更新する。子ども１人につき月額７万２０００円の里親手当▽生活費４万７６８０円（乳児は５万４９８０円）▽教育費▽医療費−−などが支給される。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　■人物略歴

　◇どい・かなえ

　１９７５年神奈川県生まれ。アフガニスタン難民弁護団などで活躍。ＨＲＷ本部でのフェロー（特別研究員）を経て２００９年に東京オフィスを開設、代表に。

http://mainichi.jp/shimen/news/20141029ddm004070014000c.html
・くらしナビ・ライフスタイル:児童虐待防ぐ「体罰禁止」（10月29日）
　児童虐待防止に関わる世界の専門家や実践者が集まる「子ども虐待防止世界会議名古屋２０１４」が先月、４日間にわたって名古屋市で開かれ、約７０の国と地域から約２５００人が参加した。２０回目の会議で、日本開催は初めて。テーマは「子ども中心の社会に向けて」。米国や欧州など虐待対応の取り組みが進む国や新興国の専門家らが共有した課題の一端を報告する。

　●４０カ国で法制定

　「体罰を法で禁じたことで、虐待も減り、言葉による屈辱的な叱り方も減った。子どもたちが『自分にぶたれる理由はない』『自分も暴力をふるってはいけない』と自覚して育っていることが一番大切だ」

　家庭内外の体罰の根絶を目指し、「セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン」（東京都千代田区）などが企画した「体罰防止シンポジウム」。１９７９年に世界で初めて、子どもへのあらゆる体罰を法律で禁止したスウェーデンでどのような変化が起きたか、「セーブ・ザ・チルドレン・スウェーデン」のエリザベス・ダーリン事務局長が報告した。

　国連子どもの権利委員会の定義によると、体罰は「どんなに軽いものでも、有形力が用いられ、苦痛や不快感を引き起こすことを意図した罰」のことだ。現在、家庭内を含め、あらゆる体罰を法律で禁じる国は約４０カ国に及ぶが、日本では民法で親に子どもへの「懲戒権」が認められていることもあり、「しつけ」のため体罰を容認する親は少なくない。

　ダーリンさんは、子どもの攻撃性や暴力性を高めるなど、体罰の悪影響を示す研究成果を紹介し「スウェーデンでは、体罰を受けている子どもは学校でいじめたり、いじめられたりする確率が高まることも分かった」と話した。子どもをたたかずにどうしつけたらいいのか、牛乳パックに広報文を印刷するなど「親への粘り強い啓発」の大切さを訴えた。

　●政府主導の重要性

　体罰禁止が進まない国では「たたかれて育った大人の意識」がネックになっているとの問題提起もあった。

　世界規模で活動する組織「子どもに対するあらゆる体罰を終わらせるグローバル・イニシアチブ」のピーター・ニューウェル代表（英国）は「子どもの保護の専門家や政府の役人を含め、ほとんどの国の大人には、自分が親にたたかれた経験があり、親や自分の育児を悪く思いたくないという個人的な思いがある」と指摘した。ただ立法化が進んだ国は「世論に先駆けて、国が禁止に向けて動いた」といい、政府がリーダーシップを取ることの重要性も強調した。

　「日本子ども虐待防止学会」の山本恒雄事務局長は、国内の調査で、３歳児の母親の７割弱が体罰を用いることがあると答えた例を示し、「社会全体で体罰を許容する文化を修正しなければならない」と話した。さらに会場の「市民として何ができるのか」との質問には「たたく親を責めても追い詰めるだけ。なぜたたいてしまうのか一緒に考えて支援することが大切だ」と応え、育児支援の強化を訴えた。【反橋希美、鈴木敦子】

　◇ネット上での暴力も

　ユニセフ（国連児童基金）が開いたセッションは、児童ポルノなど世界共通の問題となった「インターネット上での子どもへの暴力」をテーマに取り上げた。ネットの利便性を担保しながら子どもたちをどう守るか専門家が意見を交わした。

　ユニセフ子どもの保護セクション・チーフのスーザン・ビッセル氏は、ユニセフなどが先月発表した「インターネット上の子どもの保護に関する企業のためのガイドライン」を紹介した。「安全で年齢に応じたオンライン環境」や「子どもや親、教師へのインターネット教育」など企業が取り組むべき５項目を盛り込む。「インターネットという便利な道具を子どももうまく利用できるといい。一方で児童ポルノについては厳しく監視している国もある。バランスを見ながら、どのような規制が必要か国際的に考えなければならない」と話した。

　兵庫県立大の竹内和雄准教授（生徒指導論）は「大人と子どもが一緒にネット利用のルールを作ることが有効。学校と家庭が責任を押しつけ合うのではなく、誰もが自分の問題として（ネットを巡る子どもの保護に）向き合うべきでは」と提案した。

　◇国際学会が隔年開催

　世界会議は「国際子ども虐待防止学会」が隔年開催しており、今回は「日本子ども虐待防止学会」と共催。世界的に著名な専門家も来日した。

　児童虐待分野の功労者を表彰する「ケンプ賞」を今年受賞した豪シドニー大のキム・オーツ名誉教授は、子ども時代の被虐待体験について「すぐに消える『砂の上の足跡』ではなく、永続的に影響がある『セメントの足跡』」と指摘し、虐待が脳に及ぼす影響を調べる先端研究を「新たな可能性」として紹介した。米ニューハンプシャー大のデービッド・フィンケルホー教授は、日本で取り組みが遅れている性虐待について「すべての国に存在する普遍的な問題。どのような性虐待があるのかを理解し、啓発することが大切だ」と訴えた。

　共同大会長を務めた「日本子ども虐待防止学会」の小林美智子理事長は「日本は欧米から３０年遅れて取り組みを始め、多くの課題がある。海外との交流が次への飛躍になる」と語った。

http://mainichi.jp/shimen/news/20141029ddm013100003000c.html
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・性的マイノリティー:「授業で触れず」教員８割　７割「教える必要ある」（10月29日）







　性同一性障害や同性愛といった性的マイノリティー（ＬＧＢＴ）について、学校の授業で扱った経験がある教員は約１４％にとどまることが、宝塚大学看護学部の日高庸晴（やすはる）教授（社会疫学）の調査で分かった。ＬＧＢＴは周囲の無理解や偏見が子供のいじめや不登校、自殺にもつながることが指摘されており、日高教授は「どの教科でもよいから授業で触れたり肯定的なメッセージを伝えたりするだけで、当事者の子供は孤立から救われる」と話している。【藤沢美由紀】

　調査は実態把握が目的。厚生労働省の研究事業の一環として、２０１１年１１月〜１３年２月に実施。全国６自治体の保育園、幼稚園、小中高校に所属する教員ら５９７９人から回答を得た。

　ＬＧＢＴに言及している教科書は少ないが、調査では「性同一性障害について教える必要があると思う」と回答した教員が約７３％に上った。

　「ＬＧＢＴについて授業に取り入れた経験」を聞くと、「ある」は約１４％で、約７８％は「ない」と回答。「授業に取り入れない理由」（複数回答）で最も多かったのは「教える必要性を感じる機会がなかった」（約４２％）だった。

　一方で、性同一性障害の子供に関わった経験がある教員は約１２％、同性愛が約８％。ＬＧＢＴは「２０人に１人はいる」とされ、教室に少なくとも１人はいると見られる。だが、ＬＧＢＴの子供に教員が気付けないために、授業にも結びつかない様子がうかがえた。

　ＬＧＢＴについて教育学部など出身養成機関で学んだ経験は、性同一性障害と同性愛が各約８％といずれも１割に満たなかった。同性愛について「本人の選択によるものだと思うか」という問いへの回答は「そう思う」が約３９％、「分からない」は約３３％。性的指向は個人の選択ではなく生まれ持つものだが、７割以上の教員が正しく理解していなかった。

　一方で「性の多様性に関する研修があれば参加したい」とする教員は約６割を占め、積極的な姿勢も見られた。国は人権教育において取り組むべき課題の中に「性的指向」と「性同一性障害者」を掲げている。

　調査結果について、日高教授は「教員はＬＧＢＴについて知るだけで子供への対応も変わるはず。不登校やいじめの原因のひとつとして捉えることができるように、まずは状況を知ってほしい」と話している。調査結果はインターネットサイト（http://www.health-issue.jp/f/)に掲載されている。

http://mainichi.jp/shimen/news/20141029dde041100061000c.html
・記者の目:性的マイノリティーと学校＝藤沢美由紀（東京社会部）（10月31日）
◇教員の理解が急務

　性同一性障害や同性愛など性的マイノリティー（ＬＧＢＴ）の子供が、学校でさまざまな困難に直面している。制服やトイレ、体育の授業など男女別に分けられる場面が多い中、教員ら周囲の無理解で必要な対応がなされないケースがあるからだ。憲法はすべての子供に等しく教育を受ける権利を保障している。どの子供が出会う教員も正しい知識を身につけて適切な対応ができるよう、文部科学省や各教育委員会にはＬＧＢＴに特化した教員研修など一歩踏み込んだ対応を求めたい。

　９月から１０月にかけ、教育面でＬＧＢＴと学校をテーマとした企画「ありのままで」を３回連載した。ＬＧＢＴとはレズビアン（女性同性愛者）▽ゲイ（男性同性愛者）▽バイセクシュアル（両性愛者）▽トランスジェンダー（体と心の性が一致しない人）の頭文字で構成され、性のあり方が多数と異なる人を表す。約２０人に１人はＬＧＢＴとされることから（電通総研・２０１２年調査）、各教室に１人はいると考えられる。本来はすべての教員にとって身近な存在のはずだ。だが、取材で痛感したのは、教員にＬＧＢＴについての知識や理解が乏しいために、当事者の子供たちに生きづらさを感じさせている現実だった。

　◇不登校を招く、無知による対応

　体は男性だが自らを女性と感じる生徒は中学時代、水着になることが苦痛で水泳の授業に出られなかった。同級生にいじめられ、担任に相談したが、「お前が校則を守らないからだ」と言われた。体は女性だが男性だと自認する別の生徒は、制服のスカートがはけず不登校になった。担任に「スカートの下にジャージーをはけば通える」と提案したが、「正当な理由ではない」と一蹴されたという。

　ＬＧＢＴに理解があり、制服もない高校に進学した２人は、学校生活について生き生きとした笑顔で話してくれた。学校側の理解の有無で教育の機会が左右されることは本来許されないはずだ。文科省は１０年、性同一性障害の児童生徒の教育相談を徹底し、本人の心情に十分配慮した対応をするよう都道府県教委などに通知した。しかしそもそも、教員に知識や理解がなければ、十分な配慮はできない。

　◇研修や冊子配布、効力ある対応を

　宝塚大看護学部の日高庸晴教授が１１〜１３年に保育園から高校までの教員ら約６０００人を対象に実施した調査によると、出身養成機関でＬＧＢＴを学んだ経験がある人は性同一性障害が８・１％、同性愛は７・５％と、１割にも満たなかった。同性愛が精神的な病気ではないという、正しい理解をもっていない教員は約３割に上った。社会全体の理解が不十分だが、せめて教員には正しい理解をしてほしい。ただ、個々の教員の意識や努力に頼るだけでは解決は望めない。各教委には教員向けの研修に組み込んだり、当事者団体がまとめた教員向け冊子を配布したりするような実効性ある対応を求めたい。

　１０年の通知は対象を「性同一性障害の児童生徒」に限定したが、他のＬＧＢＴの子供にも当然配慮が必要だ。同性が好きな子供は、同性愛者をバカにして笑いを取ろうとする教員の姿に傷つき、異性愛を前提とした授業に苦しむ。性のあり方は多様で、必要とする配慮も子供により異なる。教員にはまず、配慮が必要な子供が目の前にいるという想像力を働かせてほしい。

　連載では、ＬＧＢＴの当事者である教員たちの体験も取り上げた。体の性とは異なる性で働くことを望んだが、勤務先に断られた人がいた。教育実習の受け入れ先がないことを恐れ、自認する性と異なる性に合わせた振る舞いをするしかなかった人もいた。教員としての能力とは無関係なのに、これでは教員になること自体を諦める当事者も多いだろう。働く場に関わらず、必要な配慮は受けられるべきだ。子供たちにとっては、多様な教員に出会うことに大きな意義があると私は思う。

　こんな意見もある。「社会に出たら『わがまま』は通用しないのだから、子供自身のためにも特別扱いはすべきでない」。社会に出てもＬＧＢＴを取り巻く環境が厳しいのは事実だが、それは社会の側に知識と理解が足りないせいだ。当事者の子供が社会で生き抜けるように願うのであれば、一人一人のありのままを認め、自信を持たせる方がよほど有効ではないだろうか。

　当事者のある教員の言葉に私は共感する。「ＬＧＢＴにとって過ごしやすい環境は、みんなにとって過ごしやすいはずだ」。子供の話に耳を傾け、寄り添ってくれる先生は、誰にとっても良い先生だと思う。

http://mainichi.jp/shimen/news/20141031ddm005070002000c.html
・発信箱:好ましくないこと＝落合博（10月30日）
　ありふれている時は見過ごされ、問題にならない。だが、減少すると目立ち、問題として意識されるようになる。

　英国における議会制度の確立、発展とスポーツの成立を併せて論じた社会学者のノルベルト・エリアスが言う「情動」も関係している。何を好ましいと感じ、何を好ましくないと感じるか。その基準は文明化の過程の中で変化してきた。

　学校の部活動における「体罰」は「愛のムチ」「指導の一環」として見過ごされてきたが、近年は「暴力」として加害者の刑事責任を問うようになっている。いじめや児童虐待、家庭内暴力（ＤＶ）も同様で、この流れは好ましい。

　公立小学校の１年生では最近、「いじめ」と「暴力行為」がわずかながら増え、「不登校」はわずかながら減っている。きめ細かな指導を目指して民主党政権が２０１１年度に３５人学級を導入してからの傾向で、教育社会学者の内田良さん（名古屋大准教授）は前向きに評価している。

　いじめと暴力行為は「認知件数」で、不登校は「発生件数」であることの違いを知らないと誤解する。前者は教師が見て見ぬふりをすれば件数は限りなくゼロに近付けることができる。逆に根絶に向けた取り組みを進めれば問題は見つかりやすく、件数は増える。だが、後者は見ないふりはできず、客観的な把握ができる。認知件数が増え、発生件数が減ったことは好ましいことなのだ。

　にもかかわらず、財務省は来年度の概算要求で４０人学級の復活を目指すという。財政負担の軽減が狙いらしいが、子どもたちの教育環境への影響を考慮したのだろうか。時計の針を巻き戻すようなことは好ましくない。（論説委員）

http://mainichi.jp/shimen/news/20141030ddm005070024000c.html
＊産経新聞

・忽然と消えた「２９００人」の子供たち…誰も知らない行方、放置は「死」を招く（10月1日）
　学校も、行政も居場所をつかめない。そんな子供が日本全国に約２９００人もいる。政府は８月、「居所不明」となっている子供の今年５月時点の数字を公表した。実際は記録などがないだけでどこかで暮らしていて、行政側の“追跡調査”が甘いため居所不明扱いになっている子供も多いとみられる。だが、家庭ごと音信不通になるなどして、忽然（こつぜん）と世間から消えてしまった子供が一定数いることも確か。居所不明の子供は親から虐待を受けているリスクが高く、近年は育児放棄の末に衰弱死したり、暴行を受けて雑木林に捨てられたりした事件も発覚した。危機感を抱いた全国の市町村は、家庭訪問などによる確認作業を急ピッチで進めている。
事件の苦い記憶
　「一度も乳幼児健診を受けていない子供がいる」

　愛知県豊橋市。子育て支援課の担当者に、健診を所管する市こども保健課から連絡があったのは昨年秋のことだ。未受診だったのは４歳児。通常であれば「生後４カ月」「１歳半」「３歳」の段階で健診を受けているはずだが、いずれも未受診だった。

　早急に所在を確認する必要があり、父親のもとに担当者を向かわせたが、「どこにいるのかさっぱりわからない」。父親によると、母親はアジア系の外国人で、すでに２人は離婚しており、児童は母親が引き取ったという。

　入国管理局に照会すると、母親が出国した記録はあったが、児童の確認は取れなかった。児童は日本名以外でパスポートを取得していた可能性があったが、父親が外国人名を知らず、日本名でしか照会ができなかったことも理由と考えられている。

　もちろん、出国しておらず、何らかの事件に巻き込まれている恐れもある。市は愛知県警に相談したが、児童は所在不明だと判明してから１年近くが経過した今年９月現在でも行方不明のままだ。

　豊橋市では平成２４年、女児（４）が両親に食事を与えられないなどのネグレクト（育児放棄）を受けた末、衰弱死したという事件があった。亡くなった加藤杏奈ちゃんは、市の健診を受けておらず、健診を担当する部署は所在もつかめていなかった。

　一方、両親は、児童手当や子ども手当を受け取っていた。健診とは別の部署に提出された書類には父親の健康保険証の写しが添付されており、そこには勤め先も記載されていた。

杏奈ちゃんの所在を調べる重要な手がかりだったが、市内部で情報は共有されず、対策は取られないまま、杏奈ちゃんは命を落とした。
　苦い記憶。事件以降、市は居所不明の子供の問題に積極的に取り組んでいるが、冒頭のような事例はまだ残っている。

　市の担当者は「杏奈ちゃんの事件を重く受け止め、居所不明の児童がいればできる限り追跡している。だが、手がかりが途切れてしまうと、それから先には進めなくなってしまう」。

居所不明、大阪が発端
　居所不明の子供がクローズアップされたのは、大阪がきっかけだった。

　２４年４月、大阪府富田林市で、住民登録上は９歳のはずの男児が生後まもなくから行方不明になっていたことが発覚。１４年９月生まれの男児は、実際は１歳になる前に死亡しており、祖母らによって１５年２月、同市内の河川敷に埋められていた。

　この事件により、男児と同じような居所不明の子供が全国に１千人以上いることが取り上げられ、社会問題化した。

　これ以前から、文部科学省では学校基本調査で、居所不明の小学生や中学生を集計していた。ただ、同調査は「学校教育行政に必要な学校に関する基本的事項を明らかにすることを目的」としており、主な調査項目は「学校数、在学者数、教員数、卒業者数、進学者数、就職者数」など。居所不明児童・生徒に重きは置かれていなかった。

　それが、富田林の事件により転換した。事件に巻き込まれた子供がいたことに国は危機感を強め、富田林の事件が発覚してから半年後の２４年１１月、学校や警察などの関係機関と連携して行方が分からなくなっている子供の実態を把握するよう、厚生労働省が市町村に通知した。

　だが、その後も、２５年２月に大阪市東住吉区で住民登録上は６歳の女児が実際は出産直後に殺害されていたことが分かり母親が逮捕されるなど、悲惨なニュースが報じられた。このため同省は今年４月、乳幼児を含めた１８歳未満にまで対象を拡大し、居所不明児童・生徒の数を報告するよう市町村に要請。その結果、冒頭の２９００人という数字が浮かび上がったという。

　ただ、文科省の学校基本調査では、小中学生に調査対象が限られているものの平成２３年度の１１９１人が２６年度に３９７人となるなど、３年連続で減少している。

行政－学校－警察
　現場を預かる市町村は試行錯誤を続けている。

　昨年４月、所在不明となっていた女児＝当時（６）＝が遺体で見つかった横浜市。過去に事件のあった自治体では関係機関の情報共有が失敗している傾向があったことを教訓に、市や児童相談所、学校、警察などそれぞれの役割をはっきりさせたフロー図を作成。今年４月からは、学校などから上がってくる長期間不登校の子供の情報などを、虐待を担当するこども家庭課に報告する仕組みも取り入れた。

　親との関係の強化を模索する動きもある。

　奈良県宇陀市は昨年度から、生後２カ月の子供がいる家庭に対し、予防接種の段階で、市内限定の１万円分の商品券を配るというユニークな取り組みを始めた。地域振興や子育て支援が主な目的だが、居所不明児童・生徒の問題への効果も期待されている。

　一つは、生後２カ月時点での所在を確認できる点で、昨年度は新生児が１４８人いたが、全員が予防接種に訪れ、所在を確認することができた。

　もう一つが、親との関係強化。この場をきっかけに家庭と自治体とのつながりを作り、その後、親が育児相談などをしやすい関係性の構築へとつなげる－。そうすることで、市側は小さな子供を持つ家庭の状況を把握でき、将来的に居所不明の子供が発生した場合も、その家庭に応じたアプローチができる、という想定もあるという。

　同市の担当者は「子育ての状況を確かめることができ、コミュニケーションの場にもなる。自治体と親の関係強化につながる」と期待を込める。

　花園大の津崎哲郎特任教授（児童福祉論）は「居所不明の子供は非常に多い。市町村のマンパワーでは調査にも限界がある」と指摘。それを踏まえ、効果的な対応を取る必要があるとして「虐待のリスクのある子供を見極め、重点的な対策を取る必要がある」と求めている。

http://www.sankei.com/west/news/141001/wst1410010001-n1.html
・児童虐待の社会的コストは年１．６兆円　民間研究機関が初の試算（10月1日）
逸失利益、医療費、生活保護…
　子供が虐待を受けることで子供自身が失う利益や医療費、生活保護の増大などの社会的コストを社会福祉法人の研究機関が試算した。児童虐待に特化した社会的コストの推計は日本で初めて。限られたデータによる推計だが、年額約１兆６千億円にのぼり、虐待を受けた直後だけでなく、生涯にわたり大きな負担が続くことが改めて浮き彫りとなった。（村島有紀）

◇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　◆貧弱なシステム

　試算は社会福祉法人恩賜（おんし）財団母子愛育会・日本子ども家庭総合研究所（東京都港区）の主任研究員、和田一郎さんらが実施。平成２２～２５年度の文部科学省の科学研究費を使って行った。内容をまとめた論文はこのほど、国際学術誌「チルドレン・アンド・ユース・サービス・レビュー」のウェブサイトに、虐待による社会コストをまとめた日本で初めての研究として掲載された。

　２４年度の１年間に社会が負担したコストを試算した。児童養護施設の運営費などの「直接費用」と「間接費用」に分けて計算。間接費用は、（１）虐待により死亡したため得られなくなった将来の収入（逸失利益）（２）トラウマ（心的外傷）の治療に必要な医療費（３）教育機会を奪われたことによる生産性の低下（４）離婚や犯罪、生活保護費の増加－などを集計したものだ。

　同年度に全国の児童相談所が児童虐待として相談対応した件数は６万６７０１件。虐待と心中により死亡した児童は９０人にのぼる。

直接費用のうち行政が虐待児を守るために投じた「行政コスト」は１７０億円。和田さんは「虐待を受けている子供がどれだけ行政から支援を受けたかを、子供自身の立場から推計した」と説明する。
　具体的には、複数の自治体の行政評価報告から児童相談所運営費（事業費、人件費）などを調べて虐待相談１件あたりの費用を算出し、全国の児童相談所の運営経費を６１億円と推計。さらに市町村の虐待対応窓口と警察庁、法務省、文部科学省の虐待関連予算を合計した。

　総務省によると国の児童虐待関係の年間予算は約９１２億円（平成２３年度）だが、和田さんは「児童相談所の人数や予算など、実際に虐待を受けた子供を守るシステムの貧弱さが明白になった」と指摘する。

　◆超過分を詳細に

　間接費用の計算は以下の通りだ。

　虐待死（心中を含む）によって死亡した児童に関し、生涯で得るはずだった所得（逸失利益）を計算。虐待後の自殺についても同様に計算した。

　虐待を受けて成長すると自傷行為を行ったり、鬱病などを患ったりするリスクが、虐待を受けていない人よりも高いという調査がある。それら既存の研究結果を基に、「虐待がなければ不要だったはずの医療費」を超過医療費として推計した。

　さらに自治体の協力を得て、生活保護受給者のうち過去に虐待（貧困を含む）を受けた経験のある人の割合を調べたところ、男性で２１・１％、女性で２５％と判明。また、虐待された子供は親への仕送り額が少なく、親が生活保護受給者の場合、より多くの生活保護費が必要となることも分かった。

このため児童虐待の結果生じた「余分な」生活保護コストは年間で約３千億円にのぼっていた。
◇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　■長期的影響は基礎データ不足

　児童虐待が年額１兆６０００億円もの社会的損失をもたらすことが明らかとなったが、今回の推計は、施設入所中の児童の医療費▽自傷行為や虐待による医療費や後遺障害▽離婚に伴う男性の生産性損失－などは含まれていない。基礎データがないからだ。

　日本子ども家庭総合研究所主任研究員の和田一郎さんによると、欧米各国は子供の貧困も含む虐待について将来に及ぶ社会的コストとして分析し、がんや生活習慣病と同様の規模で対策を取る。子供の情報をデータベース化し、その後の人生を数十年にわたり追跡研究をする国もあるという。

　和田さんは「身体虐待による後遺障害で、一生を病院と施設で過ごす子もいる。しかし、日本ではデータの蓄積がなく、個人の生涯を追う大規模な追跡調査もないため、間接費用を非常に小さく推計するしかなかった。虐待と貧困の連鎖を断ち切るためにも、プライバシーに配慮したうえで長期的な視野で対策を取る必要がある」と話している。

http://www.sankei.com/life/news/141001/lif1410010012-n1.html
・悲痛な叫び「子供時代を返して」…子が望まない早期教育は「虐待」と同じ（10月5日）
　教室の片隅で、女児が積み木を自分の手に何度もたたきつける。床には、無表情で何もせずに半日を過ごす男児が寝転がっていた。

　東京都港区の幼児教室。有名幼稚園への入園を目指す２歳の子供たちが集まる教室で、ピーダーセン由香さん（５０）が４年前に働いていたときに見た光景だ。教室で預かる幼児十数人のうち半数近くに変調を感じたが、ほかの講師は見慣れたように接していた。

母親を助け、子供を救う
　母親は教室での子供の様子を知らされぬまま、講師から励まされ、ますますお受験にのめり込んだ。周囲のライバルや膨大な情報に振り回され、精神的に追い詰められる親も多かった。

　ピーダーセンさんはそうした母親の相談に耳を傾けた。教室での仕事は１年で辞めたが、今も母親支援の講演活動を続けている。「母親を助けないと、子供たちは救われない」と感じるからだ。

　昭和大医学部付属病院で小児の難しい精神疾患と向き合う古荘純一医師のもとにも、暴れたりかみついたり、衝動性の抑制ができない子供が親とともに訪れる。生い立ちを聞くと、スキンシップより早期教育を優先させたケースが少なくない。古荘氏は「早期教育で母子ともに追い詰められ、母親の治療が必要になることもある」と話す。

止まらない歯ぎしり
　東京都港区の主婦、川辺好美さん（４０）＝仮名＝は、ピーダーセンさんに助けられた一人だった。弁護士の夫の転勤で関西から転居し、長女（６）を２歳から教室に通わせた。

　物事をうまくできるようになるたびに「ああ、お姉ちゃんになったね」とほめた。逆に、失敗したときには「お姉ちゃんなのに、なぜできないの！」と叱った。「お姉ちゃん」という言葉を多用し、娘の成長を促すつもりだったが、内心ではお受験、子育てへの焦りが膨らんでいた。

　長女は３歳で私立幼稚園へ進んだが、歯ぎしりが止まらなくなり、できないことに挑みたがらなくなった。「『お姉ちゃん』になることを強要しないで」。ピーダーセンさんにアドバイスを受け、ようやく気付きのきっかけをもらった。

「子供時代を返して」
　優しく抱きしめ、愛情を深く伝えるなど接し方を変えると、突然ハイハイや舌足らずな話し方といった「赤ちゃん返り」が始まった。その後も根気強い「育て直し」を続け、症状は１年ほどで収まった。

娘を有名幼稚園に入れ、周囲からは「理想の家族」と言われたが、内面は親子とも苦しんでいた。川辺さんは「成長を急ぎ、ありのままの娘を受け止めていなかった」と振り返る。
　一方、心に変調をきたした子供や親の診断、カウンセリングを行っている児童精神科医の渡辺久子医師（６６）は、詰め込み教育を受けた子供が、親に対して「子供時代を返して」と詰め寄るような場面にも出くわした。渡辺氏は「子供の脳の発達に必要なのは、楽しい経験。『子供のため』と言いながら、親が子供の望まない早期教育をするのは、虐待と同じだ」と警鐘を鳴らす。

「なぜうちの子は合格じゃなかったの」
　「お母さん、僕はどうして受験なんてしたの。時間の無駄だったじゃないか」

　東京都渋谷区の主婦、谷口直子さん（３３）＝仮名＝は、私立小学校の受験が全て失敗に終わった今年１月頃、長男（６）が漏らした言葉に衝撃を受けた。

　園児のほぼ全員が私立小へ進む有名幼稚園に入れ、幼児教室や体操、バイオリンなどの習い事に毎日通わせた。ほかの親子に取り残されるのが怖かった。穏やかな性格の長男はそつなくこなし、楽しそうだった。

　だが、受験結果が通知された頃、長男が幼稚園で問題を起こした。私立小進学で盛り上がっていた友達に「お前らなんて大したことない」と激高した。「人を攻撃したことのない子だったのに。こんな早く、挫折を経験させてしまった」。谷口さんは落ち込んだ。

　長男は今春、公立小に進んだ。当初は「頭の悪い子が行くところだ」と嫌がったが、今は必死で学校生活になじもうとしている。一方で、志望した私立小の制服姿の子供を見ると、つい避けようとする。中学受験に向け、小１の今から学習塾に通っている。

　わが子の気持ちを思いながら、谷口さんはため息をついた。「なぜうちの子は合格じゃなかったの、どこがいけなかったの、と考えてしまうんです」

http://www.sankei.com/west/news/141005/wst1410050005-n1.html
・学校に自殺予防教育を導入へ　自殺理由の多くは学校でのトラブル　斎藤剛史（10月6日）
子どもたちの自殺が相次いでいます。マスコミでは自殺があるたびに「いじめ」の有無などが取りざたされますが、子どもの自殺はある意味、すべて「いじめが原因」と断定できるほど簡単なものではありません。これに対して文部科学省は、子どもの自殺が起きた時の調査指針を改定するとともに、子どもたちに向けた自殺防止教育導入の手引書を作成しました。同省が子どもたちを直接の対象とした自殺予防教育に踏み切るのは初めてです。

文科省は「児童生徒の自殺予防に関する調査研究協力者会議」を設置して、子どもの自殺への対応や自殺予防方策を検討していました。２０１１（平成２３）年６月から１３（同２５）年１２月までに自殺した５００人の子どもたちについて、自殺の理由に関係なく置かれていた状況・環境（複数回答）を学校にアンケート調査した結果によると、「精神科治療歴有」１３．５％、「進路問題」１１．９％、「独特の性格傾向」１０．５％、「自殺をほのめかしていた」１０．１％、「不登校又は不登校傾向」９．９％などが多く、「いじめ」は２．０％、体罰など「教職員からの指導・懲戒等の措置」は２．８％にすぎませんでした。ただ、進路問題や人間関係など「学校的背景」の割合は多く、やはり子どもの自殺については学校生活での問題は無視できません。

これらの子どもの自殺について協力者会議は、「自殺の背景調査の指針」を改定しました。これまでは子どもの自殺が発生しても遺族の意向などを理由に学校側が教育委員会などに報告しない例もありました。これに対して新指針は、「自殺又は自殺が疑われる死亡事案」の全部について「基本調査」（指導記録の確認、教職員からの聞き取り調査など）を実施し、報告書を教育委員会と文科省に提出するとしています。さらに、「学校生活に関係する要素（いじめ、体罰、学業、友人等）が背景に疑われる場合」と「遺族の要望がある場合」などのケースでは、外部の専門家などを交えた「詳細調査」を教育委員会が実施することになります。

注目されるのは、調査結果を踏まえて、残された子どもたちを直接の対象にした「自殺予防教育の導入」を打ち出している点です。友人や知り合いが自殺した子どもたちは混乱しており、そっとしておくべきだという意見もありますが、同協力者会議は「子供は既に様々なところで多くの情報を手に入れてしまっており、その情報の多くは誤っている」として、再発防止のための自殺予防教育の重要性を強調しています。

ただし、自殺予防教育の実施に当たっては、教員や保護者など「関係者間の合意形成」、自殺予防プログラムなど「適切な教育内容」、自殺のハイリスクを抱える生徒への「適切なフォローアップ」が前提条件となるとクギを刺しています。

作成された手引書には、子どもの自殺に関するＱ＆Ａも収録されており、保護者などにも役立ちそうです。自殺により友人を失った子どもたちは、救えなかったという罪悪感や喪失感を抱くことがあります。「心のケア」だけでなく、さらに踏み込んだ対策が必要なのかもしれません。

http://www.sankei.com/life/news/141006/lif1410060040-n1.html
・滋賀・長浜の長男監禁　子供らが発見保護に　「対応後手」市など反省（10月10日）

　小学２年生の長男（８）を長浜市の自宅室内に鎖でつないでいたとして、両親が９日逮捕された逮捕監禁事件。男児がつながれていた姿を発見したのは、近くで遊んでいた同じ小学校の子供たちだった。一方、同市や小学校は、男児に対する虐待の疑いを認識しながら「対応が後手に回った」と反省している。

　８日午後３時半ごろ、男児方近くの路地に、小学生１０人ほどが集まっているのに、近くの男性（６６）が気づき、声をかけた。このうち数人がこの家の中に入っており、窓越しに「友達が鎖につながれている。助けてあげて」と訴えた。

　男性がその窓から屋内に入ると、男児が居間の柱に鎖でつながれ、ぐったりしていた。男性は１１０番通報し、駆けつけた警察官と一緒に工具で鎖を切断。男児の腹には鎖の跡がくっきり残っていた。

　男児の両親で逮捕された宮島保名容疑者（３２）と妻の茜容疑者（２７）については「物静かであいさつを交わす程度だが、まさか虐待するような夫婦にはみえなかった」と話す。

　一方、市教委教育指導課によると、男児が通う市立小学校では、男児が食事を与えられていなかったり風呂に入れさせてもらえなかったりしていた生活実態を、男児が入学する昨年４月までに、通っていた幼稚園などとの間で確認。それ以後、教員が数日に一度、男児方を訪問。今年５月には、男児の左腕にやけどの痕をみつけた。

　しかし、６月に市家庭児童相談室の職員が男児方を訪問した際には、男児に対する虐待を確認できず、「保護が必要」とは判断しなかった。

　７月１６日には男児が１週間学校を休んだため、教員と家庭児童相談室の職員計４人が男児方を訪問。しかし、茜容疑者からは「かぜです」と説明を受けた。学校側は長浜署に相談したが、同署は捜査の必要なケースとは判断せず、県彦根子ども家庭相談センターに連絡した。

　清水伊佐雄・市教委教育指導課副参事は、虐待の兆候を把握しながら対応が後手に回ったことを反省し、「どういう対処ができたか詳細に検討したい」と話している。

http://www.sankei.com/region/news/141010/rgn1410100079-n1.html
・今や性暴力の被害者は男性にまで及ぶ…性別問わない被害者支援センターが目指すものとは

（10月10日）
　性暴力被害者に対して、医療や警察、カウンセリングなど包括的な支援を行う「性暴力被害者支援センター・ひょうご」（兵庫県尼崎市）が、設立１年半を迎えた。これまでに受けた相談は３００件以上に及び、支援員らが丁寧に対応して被害者に寄り添ってきた。しかも、同センターは民間の寄付金で運営資金をまかなう全国でも珍しい任意団体だ。経済状況は厳しいが、その分、フレキシブルな対応ができると注目されている。最近では、女性だけでなく男性からの相談も受けるようになった同センターの活動の軌跡を追った。（阪神支局　中川三緒）
１０歳未満の被害者も…目立つ児童の被害
　同センターの前身「性暴力被害者支援センター・神戸」が神戸市西区の婦人科の医院内に開設されたのが平成２５年４月。兵庫県医師会と県警が、性暴力被害者に対する支援について連携を強化する態勢が整ってきたころだった。被害者からの相談があると、専門の養成講座を受けた支援員約１０人が対応。その後、相談内容に応じて医師が診察を行ったり、警察や弁護士、カウンセリングなど必要な支援先を紹介する。

　設立から今年７月末までに受けた相談は、電話相談が約２７０件、来所相談が約６０件に上った。

　なかには、幼いときに父親から性的虐待を受けるなどし、数十年たってから性暴力被害を打ち明けてくる電話もある。そのときは、少しでも気持ちが楽になってもらえるよう、支援員が丁寧に話を聞き、被害者それぞれのペースにあわせ、どのような支援が必要かを検討する。

同センターによると、子供の被害が目立つ。設立から１年間で来所相談した２５人のうち、１８歳未満の子供は半数以上の１３人を数えた。最年少の相談者は１０歳未満の女児で、子ども家庭センターからの連絡がきっかけだった。
　女児が性被害に遭っていたことがわかると、同伴していた親もパニックになるといい、支援員らは被害内容を細かく聞かずに「もう大丈夫」と優しく声をかけるという。同センター代表で産婦人科医の田口奈緒さん（４３）は「子供が安心できる場所を作ることが大切」と話す。

増える男性からの相談…拠点を移して改称
　設立から１年間で、男性からの電話相談が全体の４％を占めた。しかし、男性の性暴力被害は女性以上に表面化しにくい。男性被害者にとっても、「性犯罪の被害者は女性」というイメージが根強くあることが根底にあるという。

　男性被害者をサポートするには、婦人科の医院では限界がある。このため、今年４月に総合病院の県立塚口病院に活動拠点を移し、現在の名前に改称した。移転後、さらに男性からの相談が増えており、４月の電話相談１１件のうち、過半数の６件が男性からだったこともあったという。

　全国でも珍しい女性だけに特化しない支援センターを目指すことになったことについて、田口さんは「男性の性暴力被害者にどのように対応すべきか、まだ決まった方法はありません」と指摘する。そのうえで、「男性の意志を尊重し、安心して相談できるような場所にしたい。今後も精力的に活動を続けていきたい」と話している。

被害は潜在化、支援は始まったばかり
　警察庁によると、平成２３年の性犯罪認知件数は、強姦（ごうかん）が１１８５件、強制わいせつは女性が６７０９件、男性が１６１件。

　認知件数は年々減少傾向にあるが、２４年に法務総合研究所が行った警察などに認知されていない犯罪の件数（暗数）を調べる「犯罪被害実態調査」によると、過去５年間に性暴力被害に遭った人のうち、直近の被害を捜査機関に届け出たのはわずか１３・３％。性暴力被害者には、被害を人に打ち明けられず、心に傷を抱えたままの人が多いことがわかる。

　そんななかで２２年、性暴力被害者に医療やカウンセリングなど包括的な支援を行うワンストップ支援センター「性暴力救援センター・大阪（ＳＡＣＨＩＣＯ）」（大阪府）が全国で初めて設立された。政府も性暴力被害者の支援拠点を全都道府県へ整備する計画を進めている。

　全国の支援センターは、行政が主体となって運営したり、警察の被害者支援センターが発展したものが多い。一方、「性暴力被害者支援センター・ひょうご」は任意団体として設立された。県医師会や県小児科医会、県産婦人科学会などが後援しているが、運営資金はもっぱら寄付金などでまかなわれているのが実態だ。設立から１年間は、支援員の交通費さえもまかなうことができなかったという。

　潜在的な性暴力被害者が拡大している一方で、支援体制はまだまだ始まったばかりで不十分な点も多い。今後の動向に注目したい。

　相談電話の受付は平日午前９時半～午後４時半。同センター（電話０６・６４２１・０９９１）。

http://www.sankei.com/west/news/141010/wst1410100003-n1.html
・『明日の子供たち』有川浩さん　私たちは「かわいそうな子供」ではない－児童養護施設の「現実」愛情込め描く　（10月11日）

　「児童養護施設に暮らす子供」と聞けば、おそらく多くの人が「かわいそうな子供」というイメージを思い浮かべるだろう。僕自身もそうだった。

　有川浩さんの新刊『明日の子供たち』に衝撃を受けた。「かわいそう」と同情を示す自分の“優しさ”に満足するだけで、施設の内情など何も知らない、知ろうともしない、ただの無関心人間じゃないか－。そう思い知らされたのである。

　「確かに彼らは、親がいない、あるいは事情があって預けられていますが、自分の不幸を呪っているわけではありません。むしろ幸運だと思っている子も多いんです」と有川さん。

　小説は、大学進学を目指す高校生、奏子（かなこ）と久志を通して、児童養護施設の現実を描く。ともに親の虐待から保護された「幸運」を喜び、職員のいうことをよく聞き、年下の子供たちの面倒も見る「問題のない子供」で、互いに淡い恋心を抱きながら、世間の偏見や自らの前に立ちはだかる壁に正面から挑んでいく…。

　今年１月、児童養護施設を扱ったテレビドラマが虐待やいじめなど過剰演出があったとしてスポンサーが降りる騒動になったが、それほど微妙で重いテーマ。有川さんは虚構を弄することなく、エンタメとしても楽しめる物語に仕上げた。

　きっかけは、ある施設の子供から届いた手紙。「その子は『自分たちは“かわいそうな子供”ではない』と明確に主張していました。そこに寄り添って書こうと」

　綿密な取材を重ね、子供たちの叫びを丹念に、愛情こまやかに拾い上げた、「ストーリーテラー」の面目躍如の１冊だ。

　（古野英明）

http://www.sankei.com/west/news/141011/wst1410110068-n1.html
・減らぬストーカー被害　一時保護１２年度以降１６５件　「今後対応困難」１１都県（10月12日）

　全国の婦人相談所がストーカー被害者を一時保護するケースは増加傾向にあり、平成２４年度以降で少なくとも計１６５件に上ることが１１日、都道府県へのアンケートで分かった。
　深刻なストーカー犯罪が相次ぐ中、昨年施行された改正ストーカー規制法で被害者の支援拠点に位置付けられた婦人相談所が「駆け込み寺」として浸透してきたことを示している。

　一方で、ドメスティックバイオレンス（ＤＶ）被害者らも受け入れる婦人相談所で今後、ストーカー被害の一時保護や相談が増えた場合は「対応が困難」と１１都県が回答。約３割が専門の相談窓口の必要性を感じており、態勢の拡充が課題として浮かび上がった。

　アンケートは９月、婦人保護事業などの担当部署にストーカー被害者支援について質問し、全都道府県が回答した。

　一時保護件数は非公開や統計のない自治体もあるが、回答があった分は２４年度が２７件で、２５年度は８８件。２６年度は集計済みだけでも５０件あり、２５年度を上回るペースだ。

　今後、ストーカー被害者の一時保護や相談が増えた場合、婦人相談所など既存の体制で対応できるかを尋ねたところ、２７自治体が「対応できる」とし、１１自治体が「対応は難しい」と回答。対応困難な理由は「人員・ノウハウ不足」（奈良）「ＤＶの保護が増え、余地が少ない」（福島）などで、「男性被害者の保護は対応できない」（滋賀）との声もあった。

　一方、ストーカー専門の相談支援窓口の設置については、１４自治体が「必要性を感じる」、１２自治体が「感じない」と答えた。必要と感じる理由は「被害者は精神的にも深い傷を負い、専門的な相談支援が必要」（栃木）、「加害者が極端な行動を取って命が脅かされる可能性が高く、婦人保護事業では限界がある」（福岡）などだった。

http://www.sankei.com/affairs/news/141012/afr1410120010-n1.html
・認知件数、自治体の格差顕著　「認知漏れ」の恐れも（10月16日）
　平成２５年度の問題行動調査で、都道府県別のいじめ認知件数を前年度と比べると、自治体によって増減の差が著しいことが明らかとなった。件数が激減した自治体では、複数回のアンケート実施で子供たちに自覚を促すなど、いじめ対策が進んだとみられる。その一方、いじめの把握に緩みが生じ「認知漏れ」が起きている可能性もある。

　都道府県別の認知件数は、京都府が２万８１１８件（前年度９５７５件）と約３倍に激増する一方、隣接の奈良県では１２９８件（同７５３２件）と約６分の１まで激減。東北でも山形県が２７１２件（同５７６件）と約５倍に増えたが、福島県は２５８件（同７４６件）と約３分の１に減り、隣接県でもばらつきが見られた。

　認知件数の総数は１万２千件余り減少。文部科学省はその理由について、「いじめに関するアンケート実施により、児童らが自分の行動を自制するようになった」「教職員らへの研修により未然防止の知識が深まった」などと説明する。

　前年度は３万２１６７件と都道府県で最多だった鹿児島県は今年度、１万４２４０件と半減した。県教委担当者は「アンケート実施の効果が大きい。従来のいじめを『した』『しない』の抽象的設問から、具体的な項目でチェックさせることで子供の意識に変化が見られた」としている。

　だが、専門家からは「認知漏れ」を懸念する声も上がっている。

　国立教育政策研究所の滝（たき）充（みつる）総括研究官は「件数の増加は学校側にいじめ撲滅の意識が高まったためとみられる。一方、減少は対策が整いつつある安心感から、把握の手が緩んだ可能性も考えられ、件数が大幅に減った自治体では見落としがなかったか再調査が必要と思われる」と話した。

http://www.sankei.com/life/news/141016/lif1410160033-n1.html
・「いじめ調査」認知件数、全国１８万５０００件　京都府は１万８千件増（10月16日）
　平成２５年度に全国の小・中・高校と特別支援学校で認知されたいじめの件数は１８万５８６０件で、前年度より１万２千件余り減少したものの、依然として多くのいじめが確認されている現状が、１６日発表された文部科学省の問題行動調査で分かった。特に小学校では増加傾向で、文科省が各教育委員会に対策強化を求めている。都道府県別でみると８府県で増加した。

　調査結果によると、いじめ認知件数は小学校で１１万８８０５件（前年度１１万７３８４件）▽中学校５万５２４８件（同６万３６３４件）▽高校１万１０３９件（同１万６２７４件）▽特別支援学校７６８（同８１７件）－で、小学校だけが増加した。いじめが原因の自殺者は中学校７人（同５人）、高校２人（同１人）の計９人で、前年度から３人増えた。高校のうち９３件は、今回から集計が始まった通信制課程での件数。

　増加した都道府県は、京都府が２万８１１８件で前年度より約１万８千件増加。宮城県も１万７６２４件で約７千件増えた。

　具体的な内容（複数回答）では、「冷やかしやからかい」が６４％と大半を占めた。次いで「遊ぶふりをして蹴られる」などの暴力が２３％、「無視や仲間外れ」が２０％。「危険なことをさせられる」などは１割未満だった。

　一方、暴力行為の認知件数は５万９３４５件と、前年度より３５０９件増加。特に小学生による暴力行為は１万件を超え、過去最多となった。

http://www.sankei.com/west/news/141016/wst1410160064-n1.html
・小中学生を対象に「スマホ９時まで」制限　岡山県教委、来月スタートへ（10月23日）
　県教育委員会は２２日までに、児童・生徒の家庭でのスマートフォン使用を午後９時までに制限する全県的な取り組みに乗り出すことを決めた。すでに教育長会やＰＴＡなどの賛同を得ており、来月をめどにスタートする。同種の取り組みは今年４月に愛知県刈谷市で始まり、福岡、仙台市などが追随しているが、都道府県単位で取り組むのは岡山県が全国初という。

　取り組みは、小中学生が対象で、（１）午後９時以降はスマホを保護者が預かる（２）ゲームも午後９時まで（３）スマホとのつきあい方を学校で考える場をつくる－の３項目。教育長会のほか、実際に児童や生徒と向き合う小中学校長会、ＰＴＡなどに趣旨を説明し、賛同を得ており、県教育委員会委員への報告も終えている。

　全国で初めて「スマホ９時まで」の事業に取り組んだ刈谷市は、無料通信アプリＬＩＮＥ（ライン）などを使ったトラブルやいじめ防止が主な目的。市内２１小中学校がＰＴＡや保護者と連携し、今年４月から午後９時以降にスマホを使わせないよう要請している。

県教委の取り組みもこれに準じており、「中学生では４人に１人が平日３時間以上ゲームをしている。その多くはスマホ上で遊んでいるよう。さらにスマホの長時間使用はネットいじめや犯罪被害にもつながりかねず、放置できない」（義務教育課）という。
　一方、２６年度全国学力・学習状況調査で、授業の復習をしている割合が全国より低く、家庭での学習時間も短かった実態が浮上。県教委は「スマホ９時まで」の取り組みでゲーム時間が短縮できれば、学習時間の増加が見込まれ、県の長期指針・晴れの国おかやま生き活きプランで設定した「平成２８年度までに全国学力テスト順位全国１０位以内」の目標達成にもつながると期待している。

　文部科学省は小中学校への携帯電話持ち込みを原則禁止するよう各都道府県教育委員会に通知しているが、家庭内の使用時間制限までは踏み込んでいない。

http://www.sankei.com/region/news/141023/rgn1410230076-n1.html
・【プレスリリース】リーマンショック後の子どもの貧困　ユニセフ 報告書『不況の中の子どもたち』発表（10月28日）

公益財団法人日本ユニセフ協会
日本：改善傾向が見られたものの、格差は拡大
・本信は、ユニセフ本部発表の情報に基づき、日本ユニセフ協会が編集したものです
・ユニセフ本部発表原文と報告書（英語）の閲覧をご希望の際は、日本ユニセフ協会
広報室にお問い合わせください

【2014年10月28日　ローマ/ジュネーブ/ニューヨーク発】

ユニセフが本日発表した報告書は、リーマンショックがおきた2008年以降、先進国において、260万人（増加分660万人から減少分400万人を相殺した数）の子どもたちが貧困に陥り、現在も推計で約7,650万人が貧困状態で暮らしていることを明らかにしました。

この報告書、『イノチェンティ レポートカード12　不況の中の子どもたち：
先進諸国における経済危機が子どもの幸福度に及ぼす影響』は、日本を含むOECDおよびEUの計41の先進国を、2008年以降のそれぞれの国の子どもの貧困レベルの増減の度合いで順位づけしています。また、教育、就労、職業訓練のいずれにも参加していない15歳から24歳の若者（ニート）の割合についても、その推移をたどります。
さらに、人々が経済状況や将来への希望についてどのように感じているのか、「ギャラップ世界世論調査」の結果を用いた分析も行っています。

報告書は、リーマンショック直後の早い時期にいくつかの国でとられた景気刺激策は、子どもを保護するために効果があった一方で、2010年までに、ほとんどの国が景気刺激策から歳出削減に急激な政策転換を図ったため、特に地中海地域において、子どもたちに負の影響をもたらしたと指摘します。「多くの先進国では、家計所得の「大後退（great leap backwards）」がおきました。長期にわたって、子どもたちや子どもたちが住む地域社会に、影響を残すことになるでしょう」と、ユニセフのジェフリー・オマリー政策・戦略局長は語ります。

「ユニセフの調査は、社会政策の強さが貧困削減のための決定的な要因であることを示しています。すべての国が、経済状況がよい時も悪い時も子どもを守る、強い社会的セーフティーネットを備えることが必要です。先進国は、子どもの貧困を撲滅することに明確にコミットし、経済の悪化を相殺する政策を打ち出し、子どもの幸福を最優先する‘模範’を示すべきなのです」（オマリー局長）

■　日本の評価
リーマンショック以降、多くの先進諸国の子どもの状況が悪化する中、日本では、「子どもの貧困率」、「ニート率」、「生活意識」ともに、子どもの状況を示す指標が改善する傾向が見られた国のひとつです。しかし、このランキングは、あくまで変化の“方向性”を見たものであり、各指標の絶対値に関する順位ではありません。事実、日本の「子どもの貧困率」や「生活満足度」の絶対値は、決して先進諸国の中でも良い値を示しているわけではありません。さらに、貧困の深刻度を示す「貧困ギャップ」は、日本では、2008年から2012年にかけて増加したことも指摘されています（別添「日本解説版」参照）。

この他、報告書の主な内容は以下のとおりです。

・分析対象となった41カ国中23カ国で、2008年以降子どもの貧困が増加しました。
アイルランド、クロアチア、ラトビア、ギリシャ、アイスランドでは、50％以上の増加でした。

・ギリシャでは2012年、子どものいる世帯の世帯所得の中央値は、1998年レベルにまで低下しました。14年分の成長が失われたことになります。同じように、アイルランド、ルクセンブルグ、スペインは10年、アイスランドは9年、イタリア、ハンガリー、ポルトガルが8年を失ったことになります。

・不況は、15歳から24歳の若者に特に大きな打撃を与え、多くの国でニートが急激に増えています。EUでは2013年に、スイスの全人口にほぼ相当する750万人の若者がニートでした。

・米国では、1982年の不況の時よりも、今回の不況の方が極度の子どもの貧困が増加しました。社会的セーフティーネット策は、就業している貧困家庭を支援することはできましたが、失業状態にある極度の貧困家庭にはあまり効果がありませんでした。
経済危機が始まって以来、50州のうち34州で子どもの貧困が増加しました。2012年には、2008年より170万人多い2,420万人の子どもが貧困状態にありました。

・18カ国では、同じ期間に子どもの貧困が減少しました。オーストラリア、チリ、フィンランド、ノルウェー、ポーランド、スロバキアでは、30％近く低下しました。

「経済状況が似通った国が取った社会政策的対応は、実に多様で、それらが子どもに与えた影響も様々であったことが、この報告書によって示されました」（オマリー局長）

＊　＊　＊

■『日本解説版』のお知らせ
日本の子どもの状況については、ユニセフ・イノチェンティ研究所が国立社会保障・人口問題研究所の阿部彩氏と共同で作成した『解説版』がございます。本信をEメールでお送りしている皆様にはメールに添付させていただきました。本信をFaxでお受け取りの皆様の中で『解説版』をご希望の方は、日本ユニセフ協会広報室までお問い合わせください。

■『イノチェンティ レポートカード』とは？
ユニセフ・イノチェンティ研究所は、ほぼ毎年1冊の割合で、「レポートカード（通信簿の意）」シリーズを発行しています。今回発表された『不況の中の子どもたち：先進諸国における経済危機が子どもの幸福度に及ぼす影響』は、シリーズ12冊目の報告書です。過去のレポートカードは、以下からご覧いただけます。

http://www.unicef.or.jp/library/library_labo.html
http://www.unicef-irc.org/publications/series/16/　（英文）

■子どもの貧困率の測定方法について
本報告書では、2008年の相対的貧困ラインを固定基準点と定め、これを基準として子どもの貧困の絶対的な経年変化を測定しています。この方法は、国民全体の所得が変動し、個々人が自分と他人の所得を比べるだけでなく危機前の自らの状況と比べたりする景気後退期において、その影響を測定するためにとりわけ有効です。

■報告書原本（英文）
原本を事前にご覧になりたい場合は、日本ユニセフ協会 広報室までお問い合わせください。
28日の解禁後は日本ユニセフ協会ホームページからもダウンロードいただける予定です。

■本プレスリリースに関するお問い合わせ
日本ユニセフ協会 広報室 TEL：03-5789-2016　 FAX : 03-5789-2036
jcuinfo@unicef.or.jp
Dale Rutstein, UNICEF Rome, Tel: + 39 3357582585, drutstein@unicef.org
Patrizia Faustini, UNICEF Rome, Tel: +39 0552033253, pfaustini@unicef.org
Christophe Boulierac, UNICEF Geneva, +41-799-639-244, cboulierac@unicef.org
Elissa Jobson, UNICEF New York, Tel: +1 646 589 1382, ejobson@unicef.org

■ユニセフについて
ユニセフ（UNICEF：国際連合児童基金）は、すべての子どもの権利と健やかな成長を促進するために活動する国連機関です。現在190の国と地域※で、多くのパートナーと協力し、その理念を様々な形で具体的な行動に移しています。特に、最も困難な立場にある子どもたちへの支援に重点を置きながら、世界中のあらゆる場所で、すべての子どもたちのために活動しています。（www.unicef.org）

※ユニセフ国内委員会（ユニセフ協会）が活動する36の国と地域を含みます
※ユニセフの活動資金は、すべて個人や企業・団体からの募金や各国政府からの
任意拠出金で支えられています

■ユニセフ・イノチェンティ研究所（UNICEF Office of Research - Innocenti）について
ユニセフ・イノチェンティ研究所は、世界の子どもたちの権利を推進するユニセフのアドボカシー（政策提言）活動を支え、また現在および将来におけるユニセフの活動分野を特定し研究するため、1988年、イタリアのフィレンツェに設立されました。
その主な目的は、子どもの権利に関する様々な問題について国際社会の理解を深めること、世界各国において子どもの権利条約が完全に履行されるよう促進することです。

■日本ユニセフ協会について
公益財団法人 日本ユニセフ協会は、先進工業国36の国と地域にあるユニセフ国内委員会のひとつで、日本国内において民間として唯一ユニセフを代表する組織として、ユニセフ活動の広報、募金活動、政策提言（アドボカシー）を担っています。 （www.unicef.or.jp）
http://www.sankei.com/economy/news/141028/prl1410280147-n1.html
＊読売新聞

・大学中退調査　経済的な負担を軽くしたい（10月7日）
　学費を払えずに、学ぶのをあきらめる大学生が増えている。意欲ある学生が勉学に励める支援策の充実が求められる。

　文部科学省の調査によると、２０１２年度に全国の大学や短大などを中途退学した学生は７万９０００人に上った。

　このうち、経済的理由での中退が２０％を占める。前回の０７年度調査より６ポイント増加した。文科省は「不況の影響が続き、家庭の経済的な格差が広がったことが背景にある」と分析する。

　授業料の支払い猶予など、大学側の柔軟な対応が欠かせない。

　政府の奨学金を利用しやすくすることも大切だ。文科省は、大学卒業後の年収に応じ、毎月の返済額を変えられる「所得連動返還型奨学金」の導入を目指している。弾力的な仕組みは、返済の負担を軽くする効果が期待できよう。

　奨学金は、無利子に比べて有利子の方が多い。経済状況の厳しい学生が安心して利用できるようにするには、無利子の貸出枠を増やしてもいいのではないか。

　気がかりなのは、学業不振での中退も目立つことだ。経済的理由、転学に次いで多い。

　近年、大学生の学力低下が指摘される。少子化の中で生き残りを図る大学が、定員確保を優先した結果、授業についていけない学生が増えている可能性がある。

　大学全入時代を迎え、取りあえず入学したものの、意欲がわかず、学業不振に陥る学生もいる。

　各大学は、補習などの支援に加え、教職員が学生の相談に乗り、きめ細かくアドバイスする体制を整えてもらいたい。

　大学と学生のミスマッチを防ぐためには、大学が情報発信を充実させ、求める学生像や教育内容を明確に示す必要もある。

　受験生は将来の進路を見据えた上で、志望する大学や学部を決めることが望ましい。高校側にも適切な進路指導が求められる。

　１２年度に休学した学生は、６万７０００人だった。そのうち、海外留学を理由にした休学は１万人にとどまる。

　海外で異文化に接し、様々な経験を重ねる留学は、学生が成長する上で貴重な機会だ。

　ところが、「卒業が遅れ、就職で不利になる」といった懸念が、学生には根強い。企業の間に、留学体験を積極的に評価する意識が広がってほしい。

　学生が留学時に取得した単位を、日本の大学が卒業単位に認定するなど、留学しやすい環境を整えることも重要だ。

http://www.yomiuri.co.jp/editorial/20141006-OYT1T50152.html
・手話普及、かわる社会…鳥取県条例施行１年（10月13日）
テレビ電話を通じて手話通訳者が会話を仲介してくれる遠隔手話通訳サービス（県庁で）

手話を言葉と同じように使える社会を目指す全国初の「手話言語条例」を鳥取県が施行し、１１日で１年を迎えた。

県内では学校や職場で手話に親しむ機会が増え、インターネットによる遠隔手話通訳サービスなどの試みも進む。同様の条例は今年に入って北海道、三重、佐賀両県の５市町でも施行され、鳥取発の取り組みは広がりつつある。

■鳥取モデル

同条例は、学生時代に手話通訳を経験した平井知事が積極的に取り組み、これまで約１億４０００万円の予算で様々な事業が進められてきた。

遠隔手話通訳は、テレビ電話を通じて離れた場所にいる手話通訳者が会話を仲介するサービス。インターネットに接続できるタブレット端末を県庁やＪＲ鳥取駅など公共性が高い９か所に置き、多い月で約３０件の利用があった。端末購入費の９割補助制度（上限３万８５００円）も設けられ、２１人が活用したという。

また、基本的な会話を学べる「手話ハンドブック」（Ａ５判、６８ページ）を入門編、活用編合わせて約１４万部作成し、小中高校の児童・生徒や教職員らに配布。県障がい福祉課の職員が企業などに出向いて指導する出前講座も実施し、手話検定の受検者数は前年比２倍の１３０人以上となっている。初開催の「全国高校生手話パフォーマンス甲子園」（１１月２３日・鳥取市）には、２１都道府県の４１チームが参加する。

■全国５市町でも

同様の条例を施行したのは、北海道の石狩市（４月１日）、新得町（同）、鹿追町（１０月１日）、三重県松阪市（４月１日）、佐賀県嬉野市（７月１日）。

新得町は人口６４５７人（２０１３年３月現在）の３・２％が聴覚障害者で、専用の職業訓練施設や養護老人ホームなど４施設がある。１９７０年代から民間レベルで手話の普及が進んでおり、今年からは町も手話講座などを始めた。町職員の名刺には指文字によるふりがなが入り、保健福祉課の担当者は「町民全員が手話で会話できるようになるのが目標」と語る。

九州初の嬉野市は施行後、周辺自治体から問い合わせが相次いでいるという。担当者は「関心は高い。他自治体の参考になるような取り組みを考えたい」とし、鳥取型を基本に独自策を模索する。

■課題

鳥取県では手話通訳者不足が顕在化した。県聴覚障害者協会によると、県内の聴覚障害者約６００人に対し、手話通訳者は４１人、手話奉仕員は７２人（１０月１日現在）。講演会などの手話通訳の依頼は２０１２年度の５２２件から１３年度は９１０件と急増し、１人が複数のイベントを掛け持ちして対応することもあるという。

特別支援学校の教員でも手話通訳ができるのは少数派で、医療分野や科学分野など専門的な内容を伝える場面でも求められるようになっている。ただ、手話通訳者として活動できるようになるには少なくとも４、５年はかかるのが現状。全日本ろうあ連盟の西滝憲彦・京都事務所長（６７）は「鳥取の条例制定は全国の聴覚障害者に希望を与えてくれた。ブームで終わらないよう取り組みを継続してほしい」と期待する。

◇手話言語条例とは　県は手話を「独自の言語体系を有する文化的所産」と位置づけ、県民や市町村に普及の努力を求める。２０１３年１０月１１日施行。松阪市は「手と手でハートをつなぐ手話条例」、嬉野市は「心の架け橋手話言語条例」、北海道の３自治体は「手話に関する基本条例」と名称は異なるが、内容はほぼ同じ。（末善悠太）http://www.yomidr.yomiuri.co.jp/page.jsp?id=106495
・いじめで命の危険や不登校１８１件…昨年度後半（10月16日）
　文部科学省は１６日、全国の小中高校、特別支援学校を対象とした２０１３年度の「児童生徒の問題行動調査」を発表した。

　昨年９月のいじめ防止対策推進法施行から半年間で、いじめ被害者の生命・身体の安全が脅かされたり、被害者が長期間の不登校になったりする「重大事態」は全国の国公私立学校で１８１件にのぼった。１３年度全体のいじめの認知件数は１８万５８６０件で、過去最多だった前年度より１万２２４９件減少したが、依然として高い水準だった。

　重大事態は同法で初めて定義され、事実確認の調査などが義務付けられている。１８１件のうち、「いじめの被害を受けた子どもの生命、心身または財産に重大な被害が生じた疑いがある」ものが７６件、長期間不登校を余儀なくされている疑いのあるケースが１２３件で、両方に該当する重大事態も１８件あった。学校別では、中学校が最も多く９４件、次いで小学校５８件、高校２７件、特別支援学校２件だった。

　同法の施行を受け、いじめ防止基本方針を策定した学校は今年１０月１日時点で９６・４％だった。

http://www.yomiuri.co.jp/national/20141016-OYT1T50171.html
・（１）絶えない自殺…学校側の意識改革、道半ば（10月17日）
　「いじめ防止対策推進法」の施行から９月末で１年が過ぎた。大津市のいじめ自殺問題を受けて制定され、いじめ根絶の取り組みが各地で進む。現状と課題を探った。

残されたノートに「陰湿な『イジメ』」

　「誰とでも仲良くできるやさしい子だった」。山形県天童市。市立中学１年の女子生徒（当時１２歳）の写真が飾られた仏壇の横で、両親がつぶやいた。

　女子生徒は１月、山形新幹線にはねられて亡くなった。自殺だった。「なぜこんなことに」。自室に残されたノートに、「中学に入学してからは、陰湿な『イジメ』にあっていた」とつづられていた。

　校長は当初、記者会見で、「いじめはなかった」としたが、両親の訴えを受けて事故から８日後に全校生徒約５５０人に無記名のアンケートをした。１３人がいじめを直接見聞きし、約１３０人がうわさなどを聞いたと回答。校長は７月の記者会見で、「陰口や悪口などのいじめの行為は確かにあった」と認めた。

両親「学校を信用し過ぎた」

　学校がいじめに気づく機会は、もっと早くにもあった。

　昨年６月、母親は女子生徒からいじめについて打ち明けられた。すぐに担任に連絡し、対応を依頼。翌月の面談でも頼むと、担任は友達と一緒にいる様子などを説明した。その後学校側から連絡はなく、両親は「改善されたと思った」という。

　同９月、同校で毎月行われている生徒の生活状況に関する記名式のアンケートで、女子生徒は友人関係について、「とても不安」と回答。学校によると、担任が本人に「大丈夫か」と聞いたところ、「大丈夫です」と答えたという。

　両親がこのアンケートについて知ったのは、女子生徒の死後だった。「昨年９月の時点で悩んでいるとわかっていれば、できることはあった。学校を信用し過ぎていた」と悔やむ。

「早期発見」「調査委」、法律通りに進まず

　同法では、保護者らと連携を図りつつ、学校全体でいじめの早期発見に取り組むと明記。しかし同校では、女子生徒の生前、実行されなかった。

　自殺後の対応も、法律通りにはなっていない。同法で速やかな設置が定められた調査組織は、人選などを巡って調整が難航。女子生徒の死から９か月がたった今も、置かれていない。市教委学校教育課の長岡佳孝課長は「遺族と信頼関係を築けなかった」と反省する。

　法施行後も、いじめを受けた子どもの自殺が続く。今年１月には、長崎県新上五島町で悪口などを言われた中学３年の男子生徒（当時１５歳）が自殺。２月には、部活動でからかわれるなどした広島県三原市の県立高校１年の男子生徒（同１６歳）が、自ら命を絶った。いずれも、学校側はいじめに気づいていなかった。

　自殺した大津市の男子中学生の父親（４９）は、今もいじめがなくならない現状について、「いじめを放置すると、子どもが死んでしまうということを教師が意識できていない。いじめは暴力を伴うものもあれば、無視やからかいもある。教師はいじめを見つけ、やめさせなければならない」と語った。

大津市のいじめ自殺問題　２０１１年１０月１１日、いじめを受けた大津市立中学２年の男子生徒（当時１３歳）が自殺。市教委はいじめと自殺の因果関係を不明としたが、自殺直後の全校アンケートでいじめの実態を示す多数の回答があったことが判明。１３年１月、市の第三者調査委員会で、いじめが自殺の直接的な要因と認定された。

　
いじめは「子どもが心身の苦痛感じるもの」…防止法[image: image13.jpg]o
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　いじめ防止対策推進法では、いじめを「子どもが心身の苦痛を感じているもの」と定義。同法に合わせて定められた国の基本方針で具体例を示している＝表＝。

　同法では、いじめの防止や早期発見のため、学校に教職員や心理、福祉などの専門家らでつくる防止組織を置くことを義務づけた。保護者も子どもがいじめを行わないよう指導に努めるとした。

　いじめによる自殺の疑いなどがある時に教育委員会や学校に調査委員会を設置することも規定。国会の付帯決議では、委員の構成について第三者の参加を図って公平性、中立性を確保し、被害者に寄り添った対策を行うことが盛り込まれた。

　国の基本方針策定にかかわった鳴門教育大の森田洋司特任教授（教育社会学）は「社会全体でいじめをなくすのが法律の趣旨。子どもの命を守るために、早急に取り組みを進める必要がある」と話す。

http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/renai/20141010-OYT8T50054.html
・高１の約半数にＳＮＳだけで会ったことない友人（10月22日）
　高校１年生の半数近くに、スマートフォン向けアプリの「ＬＩＮＥ」やフェイスブックなどのソーシャル・ネットワーキング・サービス（ＳＮＳ）上で知り合ったが、一度も会ったことのない「友人」がいることが、総務省の調査でわかった。

　調査は６～７月に行われ、１６都道府県の高校、高等専門学校の１年生３５５８人が回答した。

　ＳＮＳだけの友人がいると答えたのは４８・５％。女子に限ると５４・７％と男子（４４・１％）よりも高かった。友人の数が「１１人以上」と答えた生徒は全体の１９・３％で、ＳＮＳでやりとりするグループ数では１３・７％が「２１グループ以上」と回答した。

　スマホやＳＮＳの利用について、家庭に何らかのルールがあると回答したのは４１・７％と半数を下回った。有害サイトの閲覧を制限する「フィルタリング」機能の利用者も４３・９％にとどまった。

http://www.yomiuri.co.jp/it/20141021-OYT1T50114.html?from=ytop_main7
・サイバー補導、未成年者守れ（10月22日）
　◇性犯罪防止解決に効果

　インターネット上の書き込みを端緒に、買春などを持ちかけた未成年者を指導するサイバー補導を県警が導入してから、１年がたつ。今月２０日現在、補導者は５人に上り、性犯罪の容疑者逮捕に結びついたケースも３件あった。従来の街頭補導と比べて素早い対応が可能で、一定の効果がある一方、県警幹部は「表面化しているのは一部に過ぎない」として警戒を強めている。（上田惇史）

　県警少年課によると、これまで補導されたのは２０歳未満の少女５人で、うち１８歳未満は４人だった。補導は保護が目的だが、実際にはすでに何らかの被害にあっていることも多い。

　７月中旬には、簡易投稿サイト「ツイッター」で「援交」相手を募集している女子高校生を捜査員が発見し、一般人のふりをして接触。同下旬、山形市内の待ち合わせ場所に来た少女（当時１６歳）に対し、警察官であることを明らかにして補導し、保護者に連絡した。さらに、少女は別の少女と２人でツイッターのアカウントを運営していた事実が判明し、もう１人も補導した。

　詳しく事情を聞くと、それぞれ、少年（当時）と男を相手に売春していたことも分かり、県警は児童買春・児童ポルノ禁止法違反容疑の疑いで逮捕に踏み切った。

　ネットの掲示板では、県内在住とみられる少女らが買春や下着購入を持ちかける書き込みがみられる。

　「エン（援助交際）できる人いませんか？？２～３（万円）でお願いします。置賜住みの人で」

　「Ｊ・Ｋ（女子高生）１年　割り切りでおねがい」（１０代　山形）

　このような書き込みには、スマートフォンのアプリで使用する連絡先（ＩＤ）が添えられている。サイトを利用した売春など、未成年者の健全な育成を害する福祉犯罪の被害は県内でも後を絶たない。少年課のまとめでは、被害者のうち、ネット上やスマホのアプリで知り合った割合は、２０１１年が１８％、１２年が４６％、１３年が６３％と増加。今年は８月末時点で８３％と高い割合を占める。

　ただ、掲示板には「暇してます。遊んで」「友達になって」という程度の書き込みも多数ある。こうした場合、買春や下着購入を直接促していないため、警察官が接触を図ることは難しいという。捜査関係者は「友達になりたい、といったささいな書き込みから売春に発展するケースもある」と注意を呼びかける。

　少年課は、「携帯電話の普及で、子供が何をしているのか親や学校も認知しにくくなった。さらに最近はスマホが広がり、簡単に誰とでもつながれるようになった」と指摘。「ストーカー被害などに巻き込まれる危険性もある。積極的に補導して自覚を促すことが大切だ」と話している。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　◇
　子供のインターネット利用に詳しい加納寛子・山形大基盤教育院准教授（情報教育学）の話　「近年はラインなどのアプリが性非行の連絡手段となるケースが一般的となり、より外にばれにくくなったと言える。これに対処するため、警察も同じようにアカウントを作成するなどして補導を行う手法は効果的なのではないか」

http://www.yomiuri.co.jp/local/yamagata/news/20141021-OYTNT50456.html
・高校いじめ３割ネット（10月24日）

◇都教委調査 小中でも広まる

　都教委は２３日、都内の全公立小中高校など２１７３校を対象に実施したいじめの実態調査で、今年４～６月に計４０８６件のいじめが確認されたと発表した。インターネットで中傷するケースが、高校では約３割を占め、小中学校でも増加傾向にあるなど、大人が発見しにくいいじめが増えている実態が浮かんだ。

　調査は、２０１１年に大津市立中学２年の男子生徒がいじめを苦に自殺した問題を機に、都教委が１２年度から毎年実施している。

　都教委によると、１校あたりの１か月の平均認知件数は０・６１件で、前年（０・７３件）よりやや減少。全体の約７割は、すでに問題が解決しているが、１２１５件は指導を継続中だった。

　いじめの内容を複数回答でたずねたところ、小中学校では、ともに「冷やかしやからかい」が最も多く、小学校が３９・１％、中学校が３２・１％。高校では、パソコンや携帯電話を使ったネットでのEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ Ｐゴシック" \* hps18 \o\ad(\s\up 11(ひぼう),誹謗)中傷が２７・８％で最も多かった。

　ネットによる中傷は、高校では前年からほぼ横ばいだったが、小学校は前年比０・８ポイント増の２・３％、中学校は同２・２ポイント増の１１・１％で、２年連続で増加した。都教委は、ネット利用に関するルールについて子供同士で話し合う活動を取り入れるよう学校に求める。

http://www.yomiuri.co.jp/local/tokyo23/news/20141024-OYTNT50038.html
・「どうやって生まれてきたの」と聞かれたら（10月24日）
真実、分かりやすく伝える

　「赤ちゃんはどうやって生まれるの？」――。子どもからこんな質問を投げかけられたら、どう答えればいいのだろう。

　慌てる親も多いが、専門家は「子どもに分かりやすい言葉で、ごまかさずに伝えて」とアドバイスする。

　東京都内の女性会社員（４１）は１年ほど前、長女（５）に「私はどうやってママのおなかから出てきたの？」と聞かれ、答えに窮した。「桃太郎が桃から生まれるみたいにポンって出てきた」と答えたが、長女は納得せず、「おなかを切ったの？　包丁で？」などと矢継ぎ早に質問。最後には「怖い」と泣き出したという。

　こうした質問は、近くに妊婦がいたり、自分に弟や妹が生まれたりする時などに出やすい。５歳までに８割の子どもが質問するとも言われる。

　かつては「コウノトリが運んできた」「拾ってきた」などと答え、その場をやり過ごす親もいた。だが最近は、子どもに分かる言葉で真実を話すよう勧める専門家が多い。

　東京家政大学非常勤講師で、保育士のEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps8 \o\ad(\s\up 9(いげた),井桁)容子さんは「親が過剰に反応し、ごまかそうとするのが一番よくない」と指摘する。子どもが知識を得た時、親にウソをつかれたと思い、信頼が揺らぎかねない。親の後ろめたさのようなものを敏感に感じ取り、自分が生まれたことを否定的に受け取る不安もある。

　「出産時の喜びや感動を子どもに伝える良い機会。生々しい言葉や恐怖を与える内容を語る必要はないので、分かりやすい言葉で真実を伝えてほしい」と井桁さんは勧める。

　全国の保育園や小学校などで、命の大事さを教える「誕生学」を広げてきた、バースコーディネーターの大葉ナナコさんは、「子どもは素朴な疑問をぶつけているだけで、夫婦生活について尋ねているわけではない。身構えず、ロマンチックに伝えて」と促す。

　大葉さんが使う言葉はユニークだ。「お父さん卵」と「お母さん卵」が出会い、お母さんのおなかの中の「命の部屋」で赤ちゃんが成長。「おしっこの道」と「うんちの道」の間にある「命の道」から生まれる――と伝えている。

　「命の始まりの時は砂の粒より小さかったのに、こんなに成長したね、などと話すと、子どもは誇らしげに思う。子ども自身にも次の命をつなぐための力が備わっているのだと教えると、自分の体を大事に思う心が芽生えます」と大葉さん。

　帝王切開で出産した親のなかには、おなかの傷を見せつけ、「苦労して産んだ」などと強調する人もいる。だが、子どもは母親を傷つけてしまったと感じ、自己肯定感を持てなくなる場合もあるので注意したい。帝王切開の場合は、「命の部屋」に窓を開けて赤ちゃんが生まれるのを応援したんだよ、と伝えるといい。

　「我が子をいとおしく思いながら話してあげることが大事。もっと詳しく知りたがった場合は『小学４年になれば学校で教えてくれるよ。楽しみに待っていよう』と伝えて」と大葉さんは助言する。

	■「赤ちゃんはどうやって生まれるの？」と聞かれたら

	・恥ずかしいことと捉えず、身構えない 
・ごまかさず、子どもに分かる言葉で真実を伝える努力を 
・産道は「命の道」「赤ちゃんの通るトンネル」など、幼児に分かりやすい言葉に言い換える。生々しい言葉や怖がらせる内容は避ける 
・出産の素晴らしさや生まれて来てくれたことの喜びを話すことで、子どもの自己肯定感が高まる 
（井桁さん、大葉さんの話を参考に作成）


http://www.yomiuri.co.jp/komachi/childcare/cnews/20141017-OYT8T50031.html
・（４）対策組織、外部人材のかかわりに温度差（10月24日）
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参加は５３．３％…文科省「もっと導入を」
　施行から１年が過ぎた「いじめ防止対策推進法」では、学校にいじめ防止組織の設置を義務づけた。

　いじめを防ぐ中核の役割を期待されているが、心理、福祉の専門家ら外部人材のかかわり方は各地で温度差がある。
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　文部科学省の１６日の発表では、同組織（５月１日現在）は全国の国公私立の小中高校、特別支援学校３万７１５２校のうち９３．８％の３万４８３１校に設置されたものの、外部人材の参加は全校の５３．３％の１万９８１３校にとどまった。同省は「教員と違った観点からアドバイスできるので、外部人材をもっと導入してほしい」とする。
「疑い」で外部にどこまで情報出すか…悩む校長
　外部人材の委員がいる学校でも活動状況は様々だ。

　「いじめ防止プログラム」を２０１２年度から独自に実施している群馬県高崎市は、昨年度中に全市立８５校に「いじめ防止対策推進委員会」を設置。各校にはいじめ防止対策担当教諭も１人ずついる。自殺など重大な事態があった場合は、学校は調査組織を別に設ける。

　委員会には管理職と教員のほか、スクールカウンセラー、保護者も入っている。ただ、通常は内部の教職員だけで協議する場合が多い。ある市立小学校では７月、複数の児童の物が相次いでなくなり、臨時の委員会を初めて開いた。担任や担当教諭、管理職ら約１０人の教職員で情報を寄せ合ったところ、児童たちは嫌がらせなどを受けていなかった。物を持ち去った児童や保護者にも事情を聞き、いじめでなく、いたずらと判断した。

　担当教諭は「いじめなのか、遊びなのかグレーなものもある。担任らが一人で見分けるのでなく、心配な場合はすべて対応していく心構えでいる」。外部の委員には臨時委員会後に報告した。校長は「疑いの段階で外部メンバーにどこまで情報を出すべきか難しい」と悩む。

深刻な場合は弁護士、社会福祉士も加入…大津市

　同法制定のきっかけとなったいじめ自殺問題があった大津市では１２年９月、全市立５５校に「いじめ対策委員会」を設置。週１回の定例会は教職員らで開き、必要に応じてスクールカウンセラーが入り、深刻な場合は市教委の学校問題緊急サポートチームの弁護士や社会福祉士らが加わる。市教委によると、４～８月末までにいじめの疑いがあったのは２０２件。うち、いじめと認知されたのが１２１件で、外部専門家も交えて解決策を探ったのは約１０件だった。

　ＮＰＯ法人「ジェントルハートプロジェクト」理事の小森美登里さん（５７）は、教職員研修などで全国の学校を訪ねる。長女（当時高校１年）は１９９８年、いじめを受けて自殺した。「学校に防止のための組織を作ることは大切だが、いじめを防ぐノウハウを十分に持たない先生だけではこれまでと変わらない。対応策を知る外部の専門家を入れることが必要だ」

http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/renai/20141017-OYT8T50059.html
・犯罪生む孤立　教訓（10月25日）
　◇呉少女強殺　懲役１３年判決

　◇専門家「支える仕組み必要」

　呉市で専修学校２年だった女子生徒（１６）が殺害された事件。強盗殺人罪などに問われた無職少女（１８）に対し、地裁は２４日、懲役１３年の実刑判決を言い渡した。居場所を失って社会で孤立し、非行や家出を繰り返す少年少女が重大な犯罪を引き起こす例は絶えない。専門家は「寄る辺のない少年少女を、もっと社会で支える仕組みも必要」と強調する。（松本裕平）

　厚生労働省によると、義務教育終了後、親の虐待などのため家庭で暮らせず、非行を繰り返すなど生活指導が必要な少年少女の受け皿としては、働きながら、共同生活を通じて自立を目指す１５～１９歳を対象とした「自立援助ホーム」がある。

　昨年１０月現在で全国に１１３か所あり、４３０人が暮らす。社会福祉法人のほか、個人や有志の運営も多い。国などから前年度の入所者１人あたり月２０万円が措置費として支給される。

　入所者の中には人間関係のトラブルなどを抱えているケースが目立ち、職員は２４時間態勢で施設に詰め、入所者の世話をしたり、相談にのったりする。ただ、措置費だけでは人件費を賄えず、ボランティアに頼らざるをえない施設も多い。

　資金や人員不足で閉鎖に追い込まれた施設の元運営者は「民間の善意頼みの状態で、多くの施設は人も金も全く足りていない」と打ち明ける。施設になじめずに抜け出す入所者も後を絶たないが、探し出す人手はない。退所した少年らの支援をきめ細かく続ける態勢もないのが実情だという。

　こうした少年少女が寄り添うように群れ、重大犯罪を犯す場合もある。今回の事件では、被告少女は、家庭に居場所を見いだせない類似した境遇の少年少女らと共同生活し、特別な絆で結ばれた「ファミリー」と呼び合っていた。

　厚労省は今年中にホームを１６０か所に増やす目標を掲げるが、立命館大の野田正人教授（福祉学）は「社会と接点を持たない未成年はどこにでもいる。少し歯車が狂えば大きな過ちを犯しかねず、広島の事件は特異な例ではない。単に支援施設の数を増やすだけでなく、もっと手厚い補助に加え、施設を離れた少年少女を継続的に支える仕組み作りも必要」と話す。

http://www.yomiuri.co.jp/local/hiroshima/news/20141024-OYTNT50229.html
・（５）外部の視点必要…地域住民の目、校内にも（10月25日）
　昨年９月末施行の「いじめ防止対策推進法」で掲げられた地域社会などとの連携を、独自に進めている自治体もある。
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ボランティアと児童、一緒に話し合い
　ユウサクは「いじられキャラ」と言われ、何かあるとたたかれたり、蹴られたり。周りの子は笑って見ている――。

　９月上旬、千葉県市川市立大和田小学校５年生の教室。道徳の授業中、児童５、６人と地域の住民１人でつくる六つのグループで、担任教諭が読み上げた事例について話し合った。事例は、千葉大の藤川大祐教授（教育方法学）が過去の問題を参考に作成した。

　「どう思う？」。住民が優しく語りかけると、子どもたちが「蹴るのはいじめだよ」と声を上げ、「悪いことはみんなで注意した方がいい」「ユウサクが嫌だと言えるように周りの人が応援する」という意見も。最後に、グループごとにまとめて発表した。

　住民たちは地域支援者と呼ばれ、市教委が昨年度募集を始めた。今年度は約６０人。グループ討議などの研修を受けた上で、市立小中、特別支援学校全５６校のうち、受け入れを希望した１１校４０クラスの授業に手分けして入る。無償のボランティアだ。

　昨年度から参加している保険代理店経営の綱信幸さん（４６）は「知り合いになると、子どもたちへの関心が高まる。いじめがないように、地域で見守っていきたい」と話す。
中学校に４人一組の「子ども応援委員会」…名古屋
　名古屋市は今年４月、地域との連携などを図るため、常勤の専門家らを学校に配置した。

　市内１１ブロックの各１中学校ずつに委員４人でつくる「なごや子ども応援委員会」を設置した。スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、スクールアドバイザー、スクールポリスと呼ばれ、臨床心理士、社会福祉士、元校長、元警察官らが務める。計４４人で、人件費など今年度の市の予算は約３億円だ。

　市立高針台中学校では４人のチームが平日の４、５日間、午前８時から午後５時半まで活動する。校内を回って生徒の様子を見守り、相談に応じる。週１回教職員との合同会議で気づいた点を報告し合い、対策を考える。

　元学習塾経営のスクールアドバイザー・鈴木祐孝さん（５５）は「成績をつける立場の先生よりも、子どもも保護者も相談しやすい。学校と家庭をつないでいきたい」。大矢忠史校長は「積極的に動いて問題を見つける。先生にもアドバイスをしてくれ、助かっている」と語る。

　同市では昨年７月、市立中学２年の男子生徒が自殺した。その後の調査で、同級生らから「死ね」などと言われていたことがわかった。市教委は「いじめを防ぐには、外部の視点や専門的な対応が必要」とする。市立小中学校は全約３７０校に上り、同委員会の活動をいかに広げていけるかが課題だ。

http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/renai/20141018-OYT8T50009.html
＊日本経済新聞
・「過去を消したい」　若者がＳＮＳ入退会を繰り返す理由（10月7日）
ソーシャル新人類の不夜城（19）



　SNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）での結びつきが強まる一方で、アカウントを削除して交友関係をやりなおす、そんな若者が増えている。つながり合う相手が増えすぎ、自分の言いたいことも言えなくなる窮屈さを「リセット」するためだ。今や「不夜城」と化したソーシャルメディアから、子どもたちを守るにはどうしたらいいのか。その処方箋を、元小学校教員でIT（情報通信）ジャーナリストの高橋暁子氏が解説する。今回は、SNSへの入退会を繰り返す若者たちの事情を負う。
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　2014年9月3日、日経BP社のWebサイト「ITpro」に掲載された、クロサカタツヤ氏の「『Twitterをやめました』、SNSが直面する分かれ道」という記事がちょっとした話題となった。Twitterで積極的な情報発信をし、約1万2000人からのフォローを受けていたクロサカ氏の決断だけに、驚いた人がいるかもしれない。

　同氏以外でも、「使わなくなったからmixi（Twitter）をやめた」「面倒でLINEを退会していたけれど、子ども関係の付き合いでまた再入会した」というような話を耳にする。それでは、中学生や高校生といった10代はSNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）の退会や再入会をどう考えているのだろう。中高生たちのSNS入退会事情を見ていこう。

■リアルの関係が変わると同時にアカウント削除
　かつての中高生は、メールアドレスを変えるのが当たり前だった。バンダイネットワークスの2007年ころの調査結果によると、中高生の約半数が1年に複数回メールアドレスを変更すると答えていた。

　理由は「なんとなく飽きたから」が圧倒的多数を占める。そのほか「環境が変わったから」「友達、彼氏／彼女が変わったから」も多かった。リアルでの関係が変わったのと同時にメールアドレスを変更し、過去の人間関係を絶ってしまうわけだ。

　しかもそのサイクルは早く、「半年に1回」が31％もいて、「2、3カ月に1回くらい」も13％いたのは興味深い。まだスマートフォン（スマホ）が普及する前のデータだが、こうした傾向は現在でも全く変わらない。

　高校1年生のA子は、これまでにLINEのアカウントを何度も削除しては作り直している。最初に消したのは、よく分からないまま「友だち自動追加」「友だちへの追加を許可」機能をオンにしておいて、見知らぬ人やつながりたくない人と一気につながってしまったからだ。

　「LINEはいつでも快適にしておきたいし、要らない人がいると気分が悪い」と考えたA子は退会して新しいアカウントを作り直した。それがとても簡単だったため、その後も入退会を繰り返している。

最近、アカウントを消した理由を聞いてみた。A子は「いつの間にか友達が増えすぎて通知がうざいし、知り合いが『知り合いかも』に出てきて気持ち悪かった。グループでのやり取りも面倒くさくなった」と言う。A子はTwitterで気が合った友達とは、気軽にLINEでもつながるが、その相手と関係がまずくなったり、話が合わなくなったりした時には、あっさりアカウントごと削除するのが一番簡単だという。周囲の友達などには「間違って削除しちゃった」と言うそうだ。
　大半の中高生は、「LINEはやめられない。でも人間関係をリセットしたい」というジレンマに陥っているという。LINEは一度退会すると過去のトーク履歴や購入したスタンプなども消えて、LINEだけでつながっている友達とも連絡が取れなくなって（切れて）しまう。

　端末の機種変更時などにLINEアカウントを引き継ぐ方法もあるが、これでは友達リストはそのままなので変わりはない。今の中高生は仲の良い友達同士でも互いのメールアドレスや電話番号は知らず、LINEでのみでつながることが多いため、アカウントの削除は難しいという。A子のようなケースはむしろ少数派だ。

■過去の自分と人間関係を「消去」
　「Twitterではアカウントをたくさん作ってる。知らない人がフォローしてきたらブロック。気分でアカウントを削除して、また新しいアカウントを作る」と高校2年生のB美は言う。どんな時にアカウントを削除するのかというと、「友人関係のリセット。リア友（リアルの友達）にアカばれ（アカウントが分かってしまうこと）すると好きなことが言えなくなる。自由に言いたいことが言えないTwitterはTwitterじゃない」――。

　B美は、過去の自分は残したくないという。「一度、リア友にアカばれした時、過去の投稿を全部読まれて、『1年の時、○○と付き合ってたんだね。意外』と言われて心底うざかった。もう○○とは別れてるし、付き合っていたこと自体が恥だし、そんな前のことを見られるのはむかつく。愚痴とか書きたいことを書いてすっきりしていたのに、書けなくなってストレスがたまる。気持ち悪いし消した」。

　B美は、さらに自分の先輩の話を教えてくれた。その先輩は、過去の交際相手とのLINEでのやり取りを現在の交際相手に見られて、喧嘩になったそうだ。「今の彼女（交際相手）が嫉妬深くて、2人で撮った過去の写真とかやり取りを見て、『削除して』と怒り狂ったらしい。見なきゃいいけど見たくなる気持ちは分かる。先輩はもう面倒くさいからアカウントごと消しちゃおうか迷ってるって」。

　SNSでは、過去の投稿を残して読み返すことが可能だ。匿名と思っていても、普段の交流などからアカウントの持ち主が自分であるとばれてしまうこともある。思わぬ人に過去の投稿を読まれてしまったり、友達関係がこじれてアカウントを削除したりすることはよくあるようだ。つまりアカウント削除には、気に入らない過去や人間関係を消去するという意味がある。

■学生時代を消してキャラ変え
　自分の過去ごとSNSのアカウントを消してしまうのは、中高生だけではない。大学3年生のC男は、Facebookアカウントを削除して初めから作り直したという。

　「それまでFacebookに何でも投稿していた。飲んだ時の写真とか、ハロウィーンのコスプレ写真とか、友達にはすごく受けていた。ただ3年生になる時、ある友達から『これから就活でしょ。誰が見るか分からないから色々消したほうがいいんじゃない』と言われた。それで初めて自分のこれまでの使い方はまずかったのかなと思った」。

　最終的には、「先輩がFacebookの投稿が理由で不採用になったらしい」と聞いて、アカウントごと削除を決めたという。「どれがまずいとかよく分からなかったし、投稿を一つひとつ消すより作り直した方が早い」。C男は新しいアカウントではそれまでのキャラクターを一変させ、普通の大学生らしい投稿を心がけている。「友達には『つまらくなった』と言われるけど、就職できないと困るから」。

　以前も述べたが、今や人事採用担当者が採用候補者をネットやSNSで検索するのは当たり前のこと。書き込み内容次第で採用／不採用が決まることは少なくない。

　米国でも、企業への就職活動を目前に控えた学生の多くはFacebookアカウントを作り直すという。かつてTwitterでの炎上が続いた結果、共有して数秒で画像が消える「Snapchat」などを使い、その場限りのコミュニケーションを楽しむ若者たちが増えていることを紹介した。SNSやネットの中に過去の情報を残すことに不安を抱いているのかもしれない。

■SNSに疲れ、過去を消したい子どもたち

　かつてmixiが大流行した頃にも、入退会を繰り返す人がいた。「mixiはもういい。人間関係はできたし、得られるものはもう何もない」と言ってやめた人、「人間関係が面倒くさくなったのでリセットします」と言ってやめた人など色々といる。しかし、そのほとんどは再びmixiに帰ってきた。

　名前を変えて、前よりも友達を限定してひっそりと使っている人も多かった。SNSでは長く使っていると様々な人とつながりすぎてしまい、何も書けなくなったり、関係に疲れてしまったりすることはよくある。大人でもよくあることなのだから、社会が大人ほど広くない学生たちにとっては、さらにきついことだろう。

　ソーシャルメディアが誕生して10年あまり。今の子どもたちはソーシャルメディアネイティブであり、四六時中他人の目や評価を気にして暮らしている。だからこそアカウントの消去によって人間関係や過去をリセットすることで、周囲の目やしがらみから自由になろうとしているのかもしれない。

　ソーシャルメディア上には書き込みや写真は残り、それが意図しない人に見られてしまう可能性がある。ソーシャルメディアの入退会を繰り返しているということは、そこにストレスがあることの裏返しではないだろうか。もし子どもがそのような行動を取っていたら、ソーシャルメディアは無理して使わなくてもいいし、たまには休むという選択肢も提示するといいかもしれない。

http://www.nikkei.com/article/DGXMZO77452160U4A920C1000000/
・スマホ子守 大丈夫？　子育て阻害…会話の機会に（10月7日） 
　子どもが泣く、ぐずる、騒ぐ。そうした時、思わず渡していませんか、スマートフォン（スマホ）を。小さな子どもにとって、動画やゲームが指で触るだけで出てくるスマホは手軽なおもちゃ箱。子育てを機械に頼ることにためらいはあるものの、多くの親が使ってしまうのが実態のようだ。そんな「スマホ子守」について考えた。

■母親に注意喚起
　９月中旬のセミナーでは「スマホの使いすぎで赤ちゃんに大切なことを奪っていませんか？」と題した記事のコピーが配られた。授乳中に母親がスマホをいじったり、ぐずる子どもに安易に動画を見せたり、といった行為を戒める内容で、集まった30人ほどの母親たちに注意を促した。

　セミナー参加者で、２歳の男の子がいる水野佳代さん（38）はスマホで動画は見せないし、ゲームや、音楽に合わせてリズムをとったりといった幼児用知育アプリも入れていない。「動画は２歳でも一度見せるとやり方を覚えちゃうので。夫にも、子どもの前で動画を見るのはやめてと言っています」。電車の中で騒いだ時には、外の風景を見るようにし、だめならスマホ内の写真を見せて会話をするように気を使っている。

　セミナーを受け持つ内海裕美医師が常任理事を務める日本小児科医会は昨年12月、スマホ子守に警鐘を鳴らした。「スマホに子守りをさせないで！」と題したポスターを作成、「ムズがる赤ちゃんに子育てアプリの画面で応えることは育ちをゆがめる可能性がある」など６項目の注意点をまとめ、全国の病院に配った。

　絵本も置いてあるのに病院の待合室で子どもにスマホを見せている親、幼稚園の園庭開放で子どもを勝手に遊ばせてスマホに夢中の親、鬼から電話がかかってきたように装って子どもを黙らせるアプリの人気ぶり……。親と子が向き合うべき子育てを「スマホが邪魔している」（内海さん）と肌で感じた小児科医たちが発した警告は、話題を呼んだ。

　ただ、さはさりながら、悩みつつスマホを使わせている親もたくさんいるのが実情だろう。愛知県の主婦、高尾絵美さん（39）が６歳の四男に、文字を書く知育アプリで遊ばせ始めたのは２年ほど前。そのうち、三男用に入れたゲームアプリに興味を持ち、病院やレストラン、車の中などで「スマホちょうだい」とねだるようになった。

なるべく自分であやすようにしたが「私がかまう元気がないと、つい渡してしまう」。三男が小さい時は外出する際、絵本をたくさん持っていったが、それがスマホ１台で済むようになって正直、便利だという。ただ電車の中で騒ぐのを静かにさせられないと白い目で見られるし、かといってスマホを渡すとこれも白い目で見られている気がして、「どうしたらいいのか」と心情を吐露する。[image: image18.jpg]A
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　医師会のセミナーに来た母親たちからも「電車で移動中に泣かれると、どうしても動画を見せてしまう」「母１人で子育てをしている現状では、子どもをあやすアプリはあった方が便利」という声が聞かれた。

　知育アプリを開発しているスマートエデュケーション（東京・品川）は昨年11月、こうした親の悩みにこたえようと、外部の専門家とともに研究会を立ち上げ、乳幼児がスマホを使うときに気をつけるべき点を発表した。「親子で会話をしながら一緒に利用」「創造的な活動になるように」などの５項目。池谷大吾社長は「スマホを子どもにわたしっぱなしにするのはまずい。子どもを成長させるコミュニケーションツールとして使ってほしい」と話す。

　ただ、この提言に対しても「知育アプリを売ろうとするためのもの」との批判が聞かれる。スマホが広く使われるようになってまだ２～３年。それが乳幼児の成長にどう影響するかの検証はされていない。テレビが出てきた時にはテレビが、ビデオゲームが出てきた時にはビデオゲームが、悪影響があると批判されたのと同じで、賛否が拮抗するのは新しいメディアが現れてきた過渡期の構図ともいえる。

■ツールの一つに

　日本小児科医会の内海医師は「全く使わせない、とは言っていない。使うお母さんを責めるつもりもない。子どもがどう育つのかを知った上で、もう少し努力してほしい」と真意を説明する。

　是とする側も否とする側も、子どもの健やかな成長を思うからこそ、という点では同じベクトルを向いている。長時間使わせるのは論外としても、親が子どもに応じたさじ加減を探る努力なしに使わせるべきではないのだろう。

　子どものネットリテラシーを啓発するため、関西の母親たちが集まった任意団体「子供とネットを考える会」代表の山口あゆみさん（41）は、自らも４歳の次男の子育て中。外出する時は絵本もパズルもおもちゃも落書き帳も折り紙も、そしてスマホも持って行く。ぐずった時にどれで落ち着くかはその時次第。だから「あやすツールの一つとしてスマホがあってもいい」と思っている。

http://www.nikkei.com/article/DGXLASFE30H1L_S4A001C1NNMP00/
・ハーグ条約発効から半年、援助申請77件 （10月12日）
フォームの終わり

　外務省は国境を越えて連れ去られた子供の取り扱いを定めたハーグ条約に関して、４月１日に日本で発効してから10月３日までの約半年間で、同省への子どもの返還や面会の援助申請件数が77件あったと明らかにした。子どもの返還の援助申請では日本から外国へ連れ去りが８件で、２件では日本への返還が実現した。外国から日本への連れ去りは12件あった。

　面会交流の実現を求めた援助申請は外国から日本への連れ去りで44件、日本から外国への連れ去りで13件だった。父母とも日本人という申請例も少なくなかったという。
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS12H07_S4A011C1PE8000/
・不登校のきっかけ「不安」が最多　文科省調べ、13年度 （10月16日）
フォームの終わり

　文部科学省の問題行動調査は、2013年度に病気や経済的な理由以外で学校を年間30日以上欠席した「不登校」の小中学生計11万9617人について、そのきっかけを分析した。「不安など情緒的混乱」が28.1％で最多。「無気力」「いじめを除く友人関係を巡る問題」が続いた。

　不登校の児童生徒のうち、３万6420人が再び登校できるようになったことも判明した。効果があった指導法を各学校に複数回答で尋ねると「電話をかけたり、迎えに行ったりした」（48.5％）や「家庭訪問して、学業や生活面の相談に乗った」（46.8％）という回答が多かった。

http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG16H1F_W4A011C1CC1000/
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